
　　平成25年度取組実績

各局区等共通
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
刊行物等への啓発標語
の掲載

<事業目的>
　より多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を図り，人権文化の構築を目指す。

<取組実績>
　本市が発行する印刷物等に人権啓発標語を掲載した。

各局区等 ①

2
公用車による啓発（巡
回啓発，ステッカー掲
示）

<事業目的>
　人権問題を広く市民に周知するとともに，人権尊重の意識の普及高揚を図る。

<取組実績>
　憲法月間・人権月間等において公用車に人権啓発プレートを掲示した。

各局区等 ①

3
人権啓発看板，啓発の
ぼり旗等の掲出

<事業目的>
　より多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を図り，人権文化の構築を目指す。

<取組実績>
　バス営業所，地下鉄駅及び本市の施設の玄関等に人権啓発看板や啓発のぼり旗，啓発標
語パネルを掲出した。

各局区等 ①

4
地域団体の人権研修支
援（資料提供等）

<事業目的>
　地域団体等が行う人権研修会を支援し，人権擁護思想の普及高揚を図る。

<取組実績>
　 地域団体等が行う人権研修会を支援し，人権問題に関する講演の中で，参考資料を配布
するなど，人権擁護思想の普及高揚を図った。

各区・支所 ①

5
市庁舎等の身障者・高
齢者対応設備の設置・
改修

<事業目的>
　身障者や高齢者が安心して利用することのできる市庁舎を目指す。

<取組実績>
　「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」に基づき，身障者や高齢者が安心して
利用することのできる市庁舎を目指した。

各局区等 ②

6
人権行政に関する情報
の職員への提供

<事業目的>
　職員一人一人が人権意識を高めるための情報提供を行う。

<取組実績>
　人権関係の情報誌，チラシの配布，講演会等のポスター掲示による職員への情報提供を
行った。

各局区等 ④

7
人権行政の視点からの
所属事務事業の点検

<事業目的>
　人権尊重の視点で市政を推進する。

<取組実績>
　人権尊重の視点で市政を推進するため，所属事務事業を点検し，必要な改善を図った。

各局区等 ④

8
人権教育に関する情報
提供等職員の自主的な
研修等の条件整備

<事業目的>
　自主的な人権研修を促進するための条件整備を図る。

<取組実績>
　人材活性化推進室等からの情報を職員に周知し，自主的に参加しやすい条件整備を行
う。また，職員が人権問題について自主的に勉強会や研修を行うための資料の提供，講師
の紹介，研修時間の確保などの協力を行った。

各局区等 ④

9 職員研修

<事業目的>
　人権文化の構築に関する理解を深めるための職員研修を実施する。

<取組実績>
　５月を「憲法月間」，12月を「人権月間」として研修推進の月間に位置付け，所属にお
ける研修を実施した。

各局区等 ④
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環境政策局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1 職員研修

<事業目的>
　憲法月間・人権月間において，所属単位で研修を実施

<取組実績>
　子供や女性の人権，同和問題などに関して，所属において，討論を中心とした研修を実
施した。

環境政策局
環境総務課

④

2

「京都ごみ減量・分別
ハンドブック」外国語
版，点字版，音声テー
プ版，CD版の作成・
配布

<事業目的>
　外国人等に対して，ごみ出しルールやごみ減量・リサイクルの取組を周知する。

<取組実績>
　必要に応じて，「京都ごみ減量分別ハンドブック」及び追記版の外国語版（英語・中国
語・ハングル）を作成し，各区役所・支所等へ配布した。また，障害者への周知として点
字版と音声テープ録音版を作成し，市内点字理解者（視覚障害者のうち点字を理解してい
る者）へ配布した。

環境政策局
ごみ減量推進
課

②

3
有料指定袋制の実施に
伴う福祉施策

<事業目的>
　ごみの減量に一定の制約がある紙おむつの支給を受けておられる方や，在宅で腹膜透析
を実施されている方等に対して，「負担の公平性」の原則を踏まえ，指定袋を一定枚数配
布する制度を設けている。

<取組実績>
　昨年度の実績を踏まえ，有料指定袋制の実施に伴う福祉施策の状況を把握・管理し，今
後の展開について検討していく。
各まち美化事務所から申請者に配送行った。（新生児についてはエコまち等で引換）指定
袋は，30㍑のものを配布しており，申請時期によって配布数は異なる。25年度実績とし
ては，高齢者2,352組，障害者458組，申請時5,936組，腹膜透析実施者110組，合計
8,856組を配布した。

環境政策局
ごみ減量推進
課

②

4
ごみ収集福祉サービス
（まごころ収集）の実
施

<事業目的>
　所定の場所にごみを排出することが困難なひとり暮らしの要介護高齢者等への生活支援
として，自宅の玄関先までごみの回収に伺う「ごみ収集福祉サービス（まごころ収集）」
を実施する。
　また，ごみが排出されていない場合は，登録された連絡先へ電話するなど，対象者の安
否確認を行う。

<取組実績>
２５年度実績：ごみ収集福祉サービス（まごころ収集）利用世帯数　2,602世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26年3月末実績）
　２５年７月に，サービスの内容や利用要件をまとめたリーフレットを作成し，市内のす
べての居宅介護支援事業者や訪問介護事業者（６０９箇所），地域包括支援センター（６
１箇所）に対して制度を改めて周知する等，機会あるごとに広報・周知に努めた。
　ごみの排出支援が必要な方に利用していただけるよう，引き続き機会あるごとに制度の
広報・周知に努める。

環境政策局
まち美化推進
課

②

5
ユニバーサルデザイン
に対応した公衆トイレ
の整備

<事業目的>
　公衆トイレの新規設置や大規模改修の機会において，ユニバーサルデザインに配慮し，
誰もが快適に利用できるよう整備する。

<取組実績>
　今後の整備に向けた検討を行った。

環境政策局
まち美化推進
課

②
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行財政局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1 職員研修

<事業目的>
　憲法月間・人権月間において，所属単位で研修を実施し，研修による人権意識の向上を
図る。

<取組実績>
 各職場で自主的に研修を実施した課では，「人権問題に対する理解を深めることができ
た」「高齢者問題などの状況を改めて確認する良い機会となった」等の意見があり，今後
の行政業務に向けての内発的な意識づけおよび自己研鑽ができた。業務繁忙の理由で実施
ができなかった課でも，資料配布等で可能な限り意識向上に努めた。

行財政局
総務課

④

2
市庁舎等の身体障害の
ある方・高齢者対応設
備の設置・改修

<事業目的>
　身体障害のある方や高齢者が安心して利用することのできる市庁舎を目指す。

<取組実績>
　「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」に基づき，より身体障害のある方や高
齢者が安心して利用しやすい市庁舎を目指した。

行財政局
庁舎管理課

②

[局区等研修の充実]
<事業目的>
　局区等において人権研修が積極的かつ効率的に進められるよう，奨励・支援を行う。

<取組実績>
　２４年度と同様に，職員研修支援窓口及び研修教材の充実を図るとともに，局区等が人
権等研修を実施する場合，人材育成推進室が委託先として外部研修機関を指定し，予算の
範囲内で研修に係る費用の支援を行った。また，研修推進月間と位置付ける５月の「憲法
月間」，１２月の「人権月間」に，所属における研修を奨励・支援することで，人権問題
の意識を高めた。

[研修教材や研修資料の充実]
<事業目的>
　人権研修に資する資料等の更なる充実を目指す。

<取組実績>
　研修ビデオや研修資料の収集に努め，庁内イントラネットのホームページにおいて，広
く職員に対して情報提供を行った。

3 職員研修

[人権研修の実施]
<事業目的>
　職員を対象に研修を行い，人権問題に対する意識を高めるとともに理解を深める。
　
<取組実績>
　人権文化の構築に向けて，研修推進月間と位置付ける５月「憲法月間」及び１２月「人
権月間」に，すべての職員を対象とした人権に関する理解を深める研修を実施したほか，
職員の視野を広げ人的ネットワークを作る機会の提供を行う研修を実施した。
　とりわけ，次世代を担う若手職員については，基本的な内容の人権研修を実施した。
【実績】（いずれも京都御池創生館で実施）
１　研修名　新規採用職員研修（283名）
　　実施日　平成2５年４月1日（月）
　　内容　　「人権問題」
　　講師　　黒川　勝司（文化市民局市民生活部人権文化推進課　市民啓発担当課長）
２　研修名　基本理念研修（387名）
　　実施日　平成26年1月9日（木）,15日（水）,17日（金）
　　内容　　「精神障害のある人の人権」
　　講師　　壬生　明日香（世界人権問題研究センター）
３　研修名　憲法月間講座（113名）
　　実施日　平成25年5月21日（火）
　　内容　　「外国人の人権」
　　講師　　薬師寺　公夫（世界人権問題研究センター）
４　研修名　人権月間講座（111名）
　　実施日　平成25年12月18日（水）
　　内容　　「ひとり親家庭」
　　講師　　井上　摩耶子（世界人権問題研究センター）
５　研修名　公民交流セミナー（17名）
　　実施日　平成25年7月26日（金）
　　内容　　「より豊かな人間関係を育む人権文化の構築をめざして～想像して気付く
　　　　　　現状と課題」
　　講師　　福田　弘（山梨県立大学特任教授・筑波大学名誉教授）

行財政局
人材育成推進
室

④
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総合企画局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
各種広報媒体を活用し
た広報啓発活動の展開

<事業目的>
　すべての市民が共に生きる社会の構築に向け，各種広報媒体を活用した啓発活動を行
う。

<取組実績>
　人権文化の構築に向け，市民しんぶんやラジオの市政番組等を活用し，市民に情報提供
を行う。
○市民しんぶん記事
　・5月1日号「5月は憲法月間」，
　　8月1日号「8月は人権強調月間」，
　　12月１日号「12月は人権月間」
　・毎号，「心のカギ」コーナーで人権に関する情報を掲載
　　（寄稿文，人権'ほっと'写真の入賞作品の紹介など）
　・その他，人権啓発イベント等を随時掲載
○ラジオ番組
   ・「ちょこっと情報☆きょうと」， 「KYOTO CITY PUBLIC LINE」で関連イベント
　　紹介
　・「明日への歩み」5・8・12月の毎週日曜放送
　・「人権インフォメーション」5・8・12月の毎日放送
○電光掲示板（市役所前，京都駅前，ゼスト御池），庁舎内テレビモニター
　　人権標語を随時発信

総合企画局
市長公室
広報担当

①

2
市民しんぶん視覚障害
者版

<事業目的>
　視覚に障害がある方に対して市政の情報を提供する。

<取組実績>
　視覚に障害のある方にも市政に関する情報を提供するため，市民しんぶん点字版・文字
拡大版・テープ版・デイジー（ＣＤ）版を発行する。
　発行部数（毎月）
　 点字版  … 245部（全市版），295部（区版）
　 文字拡大版  … 410部（全市版），450部（区版）
　 テープ版… 260セット（全市版），270セット（区版）
　 デイジー版  … 150枚（全市版），160部（区版）

総合企画局
市長公室
広報担当

②

3
インターネットによる
情報の発信

<事業目的>
　すべての市民が共に生きる社会の構築を目指す。

<取組実績>
　京都市ホームページ「京都市情報館」について，より一層見やすく，情報を得やすいサ
イトとなるよう改善を図るとともに，視覚に障害のある方や外国籍の市民等，市政に関す
る情報の入手が困難な方に対し，インターネットによる英語・ハングル・中国語の市政情
報の発信，ホームページのアクセシビリティ推進等を行う。
　京都市のＨＰ（総ページ）１３８，７３０，３５２件（平成２５年度）
　外国語のＨＰ（総ページ）１，４５６，８６９件（平成２５年度）

総合企画局
市長公室
広報担当

②

4

広報媒体を活用した集
中的な啓発活動の展開
（憲法月間・人権月間
等における啓発活動）

<事業目的>
　人権尊重の機運を高める契機とするため，5月の憲法月間や12月の人権月間等におい
て，市民しんぶん等において集中的な啓発活動を展開し，市民啓発の相乗効果を図る。

<取組実績>
　広報媒体を活用した集中的な啓発活動を展開し，市民啓発の相乗効果を図る。

○市民しんぶん
　　5月1日号，8月１日号，12月1日号で，人権特集
○ラジオ番組
　「明日への歩み」5・8・12月の毎週日曜放送
　「人権インフォメーション」5・8・12月の毎日放送

総合企画局
市長公室
広報担当

①

5
国際文化市民交流促進
サポート事業

<事業目的>
　市民主体の国際交流と外国籍市民等の社会参加を促進し，世界とつながるまち・京都，
多文化が息づくまち・京都の実現を図る。

<取組実績>
　実施回数：８回
　延べ参加者数：１７５名

総合企画局
国際化推進室

①

6
外国籍市民行政サービ
ス利用等通訳・相談事
業

<事業目的>
　日本語を母語としない外国籍市民等が，行政サービスの利用や手続等について問合わせ
をしたい場合に，市政に関する知識を有し，英語や中国語を話せる者が電話で通訳・相談
を行う。

<取組実績>
　実施期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
　実施日時：英語　　毎週火・木曜日９:００～１７:００
　　　　　　中国語　毎週水・金曜日９:００～１７:００
　利用者数：７７６人（英語４２５人，中国語１５２人，その他１９９人）

総合企画局
国際化推進室

②

7
社会見学受け入れ事業
（国際交流協会）

<事業目的>
　社会見学授業として，国際交流会館の機能の紹介や外国人を取り巻く状況説明，事業概
要説明などの後，現場で働くスタッフやボランティア活動の見学，留学生との交流などを
行う。

<取組実績>
国際交流会館の機能紹介や，京都での外国人を取り巻く状況説明，事業概要説明などの
後，現場で働くスタッフやボランティア活動の見学，留学生による出身国との文化の違い
や遊び，京都での生活などについて紹介しいただいた。
参加者　11校314名

総合企画局
国際化推進室

①
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

8

京都市多文化施策懇話
会（平成21年度まで
は京都市外国籍市民施
策懇話会）の開催

<事業目的>
　外国籍市民等の市政への参加を推進し，多文化共生を構築するための取組等について意
見を求める。

<取組実績>
　第１回会議　平成２５年7月１日
　　議題：市総合アンケートによる市民意識調査の結果について，
　　　　　国際化推進プラン見直しについて
　第２回会議　平成２５年１０月１０日
　　議題：多文化共生と福祉
　第３回会議　平成２５年１２月１２日
　　議題：多文化共生と就学前子育て
　第４回会議　平成２６年２月４日
　　議題：多文化共生と高齢者福祉について，平成２５年度提言について

総合企画局
国際化推進室

④

9 医療通訳派遣事業

<事業目的>
　日本語を母語としない外国籍市民等が安心して医療サービスを受け，安全に暮らすこと
ができる社会を目指す。

<取組実績>
　派遣病院：４病院
　対応日時：週３日
　対応言語：英語，中国語，韓国・朝鮮語
　利用者数：１,２８８人（英語６５人，中国語１,２２３人，韓国・朝鮮語０人）

総合企画局
国際化推進室

②

10
FM CO.CO.LOによる
生活，イベント情報の
提供

<事業目的>
　外国籍市民及び短期滞在外国人等に，本市の生活情報やイベント開催情報等の提供を行
う。

<取組実績>
　多言語ＦＭ放送局「ＦＭ　ＣＯ・ＣＯ・ＬＯ」に本市行政情報提供番組を設け，外国籍
市民及び短期滞在外国人等に，毎週月曜と木曜に，英語及び中国語により本市の生活情報
やイベント開催情報の提供を行った。また，災害等緊急に放送の必要が生じた場合に，災
害情報の放送を要請した。
　

総合企画局
国際化推進室

③

11
啓発物品の作成及び配
付

<事業目的>
　啓発物品（ポケット・ティッシュ）を作成・配布し，外国籍市民との共生を訴えかけ
る。

<取組実績>
　配布部数：１，０００個（平成25年１２月実施）

総合企画局
国際化推進室

①

12
連続フォーラム「チョ
ゴリときもの」（国際
交流協会）

<事業目的>
　日本社会における在住韓国・朝鮮人の歴史や現状に対する理解を深める。

<取組実績>
平成２０年（シリーズⅠ）を区切りに，在日コリアンの方による講話形式から，共に生き
る日本人も一緒に考えるパネルディスカッション形式に変更。在日コリアンやその関係者
をパネリストとして迎えてテーマに基づいて多種多様な意見や考えを交換，共有。今年は
シリーズⅡ最初の年とし，1日目に20回の総括をし，2日目のパネルディスカッションに
つなげた。
開催日　第１回 2月28日（金），第2回 3月 7日（金）
参加者　第１回 62名 ，第2回 56名

総合企画局
国際化推進室

①

13
国際交流会館オープン
デイ（国際交流協会）

<事業目的>
　すべての市民が気軽に利用できる場としての「国際交流会館」を紹介するとともに，外
国人による文化の紹介などを通して市民レベルでの国際交流を推進する。

<取組実績>
　世界の食や音楽，踊りの紹介やフリーマーケットなど市民が気軽に参加できるような企
画内容で実施。それらの企画をとおし，外国人住民も身近な生活者であることを気づいて
もらうように工夫した。
開催日　平成２５年１１月３日
参加者　１１,０００名（ 市民ボランティア協力者２６５名）

総合企画局
国際化推進室

①

14
国際理解プログラム
「PICNIK」（国際交
流協会）

<事業目的>
　京都市内の小・中学校が実施する国際理解教育の授業に留学生を講師として派遣する。

<取組実績>
　広報用パンフレットを市内小中学校に送付して当事業の利用を促すとともに，利用件数
増加に対応するため，情報をシステム化し，コーディネート対応を強化した。
　全ての派遣について事前打ち合わせを実施。子供たちに伝えたいことを共有し，その目
的や子供の多文化への興味に即した内容を留学生にしてもらえるようコーディネートを
行った。
実績　派遣数 ７９件（２５校）（内訳：小学校５５件・１８校，中学校２４件・７校）
　　　派遣留学生数 ７４名，参加児童・生徒数 ２，８８９名

総合企画局
国際化推進室

①

15
世界の絵本展（国際交
流協会）

<事業目的>
　外国の絵本等を実際に手に取ることによって，広く異文化に親しむ機会を提供する。

<取組実績>
　今回は「東南アジア 海はるか ものがたり」というタイトルで実施。 インドネシア，シ
ンガポール，タイ，フィリピン，ベトナム，ミャンマー，ラオス，カンボジアの絵本約２
００冊（国際交流会館 図書・資料室所蔵）を展示・紹介。
開催日　平成２５年８月７日～１１日 １１：００～１７：３０
参加者　３３６名

総合企画局
国際化推進室

①

 2-5



番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

16
外国人のための住宅
ネットワーク事業（国
際交流協会）

<事業目的>
　外国籍市民に対する住宅情報をホームページ上で提供する。

<取組実績>
　従来，国際交流協会独自で物件情報の収集・提供を行ってきたが，実施当初から外国人
への情報提供は不動産賃貸業者が行うべきであるという観点より，業界団体と共同で事業
を行ってきた。平成２５年５月より情報の更新及び対応を向上するため日本賃貸住宅管理
協会京都府支部（日管協）と共同で運営し広報を当協会，実務を日管協が担当。日本語，
英語，中国語，韓国・朝鮮語で問い合わせができ，言語対応ができる不動産業者が回答。
対応件数　５８件

総合企画局
国際化推進室

③

17
GKP キャリアガイダ
ンス＆ジョブフェア
（国際交流協会）

<事業目的>
　日本での就職を目指す留学生に対し，就職活動に関する情報の提供や採用担当者との面
接会を実施する。

<取組実績>
① Global Kyoto Project 2013 －キャリアガイダンス＆ジョブフェア－（２０１５年３
月卒業生対象）
内容　日本での就職を目指す留学生を対象とした就職活動に関する情報の提供や，企業採
用担当者と直接面談ができる合同説明会の実施。バイリンガル日本人学生含む。
Ａ．第１部 キャリアガイダンス　Ｂ．第２部 ジョブフェア　Ｃ. 第３部 大交流カフェ
開催日 　平成２５年１２月６日
参加者　５１２名（留学生４１１名，日本人バイリンガル学生１０１名）
② Global Kyoto Project 2013 －キャリアガイダンス＆ジョブフェア　in JAN－
内容　A　第1部　ジョブフェア　Ｂ. 第２部　大交流カフェ　ざっくばらんに聞いてみよ
う！
開催日　平成２６年１月１５日
参加者 　４８３名（留学生３３４名　日本人バイリンガル学生１４９名）

総合企画局
国際化推進室

③

18
京都市生活ガイドの配
布（国際交流協会）

<事業目的>
　京都市国際交流会館での配布，及び行政機関や大学等関係機関を通じて従来どおり冊子
配布を行う。また, 海外から新たに来られる方や冊子の入手が困難な方を対象にWEB版を
紹介する。

<取組実績>
　より使いやすい冊子となるように検討し，英語，中国語，ハングル版，スペイン語の４
言語について改訂を行った。
配布部数　英語版４８１部，中国語版７０６部，韓国・朝鮮語版１０９部，スペイン語版
３８部

総合企画局
国際化推進室

③

19
外国人のための各種相
談事業（国際交流協
会）

<事業目的>
　外国人の日常生活上の疑問やトラブルの解消を図る。

<取組実績>
　外国人からの相談に常時応じるほか，定期的に弁護士，行政書士等各専門家による相談
会を実施することで，専門家からのアドバイスを相談者の問題解決に直接つなげた。各相
談事業をリンクさせたものにすることで，相談者の問題解決に役立つ相談事業とした。
相談件数　4,707件

総合企画局
国際化推進室

③

20
国際化に関するボラン
ティア活動育成事業
（国際交流協会）

<事業目的>
　ボランティアの組織化及び活動の充実を図る。

<取組実績>
　主にkokoka京都市国際交流会館を拠点に，ボランティアによる様々な活動を展開し，
外国籍市民との交流・サポート実践を行った。２０１３年度ボランティア実数３２６名，
２０１３年度ボランティア分野別登録者（延べ数）６７２名
＜ボランティア活動分野＞
①ホームステイ　登録者数34名
②ホームビジット　登録者数56名
③留学生交流ファミリー　登録者数87名
④外国籍市民向け情報誌『LIFE IN KYOTO』　登録者数42名
⑤市民生活アドバイザー　登録者数49名
⑥京都案内倶楽部　登録者数83名
⑦多言語バンク（英語以外）　登録者数19名
⑧災害時通訳・翻訳ボランティア　登録者数32名
⑨市立小中学校日本語ボランティア　登録者数83名
⑩子育て支援「子育てステーションホッとチャット」　登録者数12名
⑪イベント企画運営　登録者数30名
⑫日本語チューター　登録者数145名

総合企画局
国際化推進室

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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文化市民局
事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

⑴自立促進援助金制度の見直しについて
・自立促進援助金制度の廃止に伴う奨学金の返還事務について，借受者に対して十分な説
　明を行い，適切な債権管理を進めている。
・奨学金の返還を求めるべき借受者について，引き続き丁寧な説明を行い，返還又は免除
　のための手続を進めた。
・資力があるにもかかわらず，正当な理由なく返還に応じない借受者に対しては，訴えを
　提起した。
・「京都市奨学金等返還事務監理委員会」の開催
⑵改良住宅の管理・運営及び建替えについて
・既存の改良住宅について，京都市市営住宅ストック総合活用計画に基づき，適切な維持
管理や改善事業を進め，長期有効活用を図っている。

⑶崇仁地区における環境改善について
・「京都市崇仁地区将来ビジョン検討委員会報告書」に基づき，着実に住宅地区改良事業
　等を進めている。
⑷市立浴場等の地区施設について
・市立浴場については，引き続き，嘱託化の推進などの運営経費の削減や，更なる効率化
　について取り組んだ。
・吉祥院浴場，山ノ本浴場及び崇仁第一浴場について廃止の方針を示した。
・民間浴場との料金格差解消を図るため，平成２６年２月１日から大人料金を民間浴場と
　同一料金（４１０円）に改定するとともに，新たに中人料金（１００円）を設定した。
・旧保健所分室については，平成２５年１２月に事業者を公募し，一部の施設について転
　用を進めている。その他の施設及び旧学習施設については，引き続き，全市民的な観点か
　ら転用を検討する。
⑸市民意識の向上に向けた人権教育・啓発の在り方について
・憲法月間である５月と人権月間である１２月に，人権情報誌を合併して発行

2
真のワーク・ライフ・
バランスの推進

<事業目的>
　従来の，「仕事と生活の調和」といった意味でのワーク・ライフ・バランスに加えて，
「地域社会への貢献」や「健康で文化的な生活の実現」をも含めた真のワーク・ライフ・
バランスを推進する。

<取組実績>
　真のワーク・ライフ・バランスを推進する方策を，京都市役所を横断する体制で推進
し，市民ひとりひとりが仕事や家庭生活，社会貢献などにおいて，それぞれのライフス
テージに応じた生きがいと充実感を得て人生を送れる真のワーク・ライフ・バランスの定
着に努めた。
　また，「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画に掲げる施策の取組として，市民や
企業への啓発を行うとともに，中小企業が行う先進的な休暇・休業制度の導入や職場環境
の整備に向けた支援を目的とした補助制度の活用や，関係機関と連携した企業対象セミ
ナーの開催，優れた取組を推進している企業等の表彰を行った。
　・京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助金：８社へ交付
　・事業者対象セミナー（京都府との共催）：延べ４回開催し１１５名が参加
　　　　　　　（京都市の関係課との共管）：１回開催し４１名が参加
　・京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業表彰：２社を表彰

文化市民局
男女共同参画
推進課

①

3
第4次「きょうと男女
共同参画推進プラン」
の推進

<事業目的>
　「きょうと男女共同推進プラン」に基づいた事業に取り組むことで，男女共同参画社会
の実現を目指す。

<取組実績>
　「きょうと男女共同参画推進プラン」に基づき事業を計画的に実施した。
　・審議会開催　３回

文化市民局
男女共同参画
推進課

④

4
男女共同参画センター
「ウィングス京都」

<事業目的>
　男女共同参画推進社会を目指すための拠点施設とする。

<取組実績>
　男女共同参画推進のための拠点施設である京都市男女共同参画センターにおいて，市民
の多様なニーズに対応した「情報提供事業」，「学習・研修事業」，「健康増進事業」，
「相談事業」，「調査・研究事業」，「交流促進事業」を積極的に展開した。
　・来館者数：50４,342人
　・蔵書数：74,626冊
　・相談件数：2,304件

文化市民局
男女共同参画
推進課

①③④

5
男女共同参画講座ウィ
ングスセミナー

<事業目的>
　男女共同参画の視点に立ち，市民が男女共同参画についての基礎知識を学習できること
を目指す。

<取組実績>
　京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」において男女共同参画の視点に立ち，
身近なテーマを取り扱った学習機会を提供する。また，市民が男女共同参画についての基
礎知識を学習できるよう，出前講座も積極的に行った。
　・はじめての男女共同参画講座　定期開催12回・出前講座50回
　・親子で楽しむコンサート　１回
　・真のＷＬＢ推進事業(働く男性のためのワーク・ライフ・バランス推進事業)　講座3回
　・真のＷＬＢ推進事業(女性の就業継続支援事業)　講座4回
　・真のＷＬＢ推進事業（その他）　講座4回・講演会1回
　・ＤＶ被害者支援事業　講座10回

文化市民局
男女共同参画
推進課

①

1
「同和行政終結後の行
政の在り方総点検委員
会」を踏まえた改革

<事業目的>
　平成２１年３月に提出された「同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会報告書」に
基づき，適正な人権施策に取り組む。

<取組実績>
　引き続き，改革，見直しに着手した事業を着実に実施している。

文化市民局
人権文化推進
課

⑵⑶について
文化市民局
人権文化推進
課
都市計画局
すまいまちづ
くり課

④

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

6
民間緊急一時保護施設
補助金

<事業目的>
　民間団体等との連携を深め，ドメスティック・バイオレンス被害者の支援体制をより充
実する。

<取組実績>
　引き続き補助を行うとともに，情報交換等を通じて，民間団体との連携強化に一層努め
た。

文化市民局
男女共同参画
推進課

③

7
ＤＶ被害者支援インス
トラクター活用事業

<事業目的>
　ＤＶ被害者支援インストラクターの自主的な支援活動を促進させ，ＤＶ被害者及び同伴
する被害者の子どもの心理的なケア，その他自立に向けた支援を京都市ＤＶ相談支援セン
ター等と連携し，社会全体で支援していくことを目的とする。

<取組実績>
　平成２３，２４年度に養成したインストラクターが相談機関と連携し，ＤＶ被害母子に
対して（１）グループカウンセリング，（２）DV被害者支援に関する公開講座，等を実
施する活動の支援を行った。

文化市民局
男女共同参画
推進課

①

8 DV対策事業

<事業目的>
　DV被害者の支援を行う。

<取組実績>
【京都市ＤＶ相談支援センターの運営】
　自立支援を中心とした被害者の支援の充実を図った。
【府市合同によるネットワーク京都会議の開催】
　３つの実務者会議（相談部会，啓発部会，保護・自立支援部会）と個別ケース検討会議
の開催により事案に即した具体的な支援策を協議した。
【配偶者等からの暴力被害者緊急一時避難支援事業】
　市センターからの依頼に基づき，民間シェルターや母子生活支援施設がＤＶ被害者の緊
急時における安全確保を行った場合に，運営団体に対し措置費を支給した。（約３０万
円）
【市営住宅優先入居】
　ＤＶ被害者向けの市営住宅への優先入居を継続実施した。（入居件数１件）

文化市民局
男女共同参画
推進課

①

9 男性のためのＤＶ電話
相談

<事業目的>
　男性被害者や加害者の相談の受け皿として，男性カウンセラーによる「男性のためのＤ
Ｖ電話相談」専用窓口を新たに開設し，男性のＤＶ相談を充実する。
<取組実績>
　男性のカウンセラーが相談に対応した。（京都市男女共同参画センターウィングス京都
において，平成２５年４月９日から，第２，４火曜日に実施した。）

文化市民局
男女共同参画
推進課

③

10
ドメスティック・バイ
オレンスに関するシン
ポジウム等の開催

<事業目的>
　DVに関する情報を発信し，市民へのより一層の啓発を図る。

<事業計画>
　シンポジウムを開催
　　日時：３月１７日
　　場所：ウィングス京都
　　内容：講演「DVからあなた自身や親しい人を守るために」
　京都タワーのパープルライトアップ
　　「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせて，府市合同でパープルリボンキャン
　　ペーンを実施する。
　　日時：１１月１２日
　　場所：京都駅前広場
　　内容：啓発資材の配布（協力：京都サンガ，女性団体等），点灯宣言，立命館大学応
　　　　　援団チアリーダー部によるチアリーディング　他）

文化市民局
男女共同参画
推進課

①

11 教職員対象のＤＶ予防
講座

<事業目的>
　ＤＶの予防啓発を図るため，幼稚園・保育所から大学まで広く教育関係者に対して，Ｄ
Ｖに関する専門的な内容の講義，教育現場での相談事例についての検討や対応方法の助言
を行う連続講座を実施する。

<取組実績>
　開催時期：第１回　８月２日，３日　　第２回　１１月２日，３日
　　　対象：幼稚園教諭，保育士，小学校～高校教諭，大学講師等
　　　実績：６１名
　　テーマ：「デートＤＶ」「ＤＶと児童虐待」等の概論
　　　　　　「ＤＶ被害者への関わり方」等
　　　講師：DVや虐待に関する取組を行うNPO法人，大学講師等

文化市民局
男女共同参画
推進課

①

12 啓発情報誌の発行

<事業目的>
　市民へ情報誌を発行することで，男女共同参画についての啓発を行う。

<取組実績>
　男女共同参画についての啓発情報誌として「男女共同参画通信」を発行した。
　　・第34号　「女性も担う，防災・復興」　2万部
　　・第35号　「DV家庭にいる子どもと，本当に大切なこと」　2万部
　　・第36号　「女性の貧困を知っていますか？」　　2万部
　　・別冊　　 「ダンジョキョウドウサンカクって誰のものだ！？」　 １万部

文化市民局
男女共同参画
推進課

①

13
市民・事業者への周知
広報

<事業目的>
　市民へ京都市男女共同参画推進条例の趣旨を周知することで，男女共同参画社会の実現
を図る。

<取組実績>
　リーフレット等啓発誌，市民しんぶんやホームページなどの様々な広報手段を通じて京
都市男女共同参画推進条例の趣旨の周知を図る。また学校や地域，企業等へ職員等の講師
派遣を行った。

文化市民局
男女共同参画
推進課

①
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事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

14 アドバイザー派遣制度

<事業目的>
　専門的な知識や経験を有するアドバイザーを派遣し，適切な助言や支援を行うことによ
り，事業者の自主的な取組を促進し，男女共同参画の推進，真のワーク・ライフ・バラン
スの推進に資する。

<取組実績>
　事業者からの求めに応じて，キャリアカウンセラー・中小企業診断士などの資格を持つ
専門家をアドバイザーとして派遣した。
　・アドバイザー派遣件数：4社

文化市民局
男女共同参画
推進課

①

15
男女共同参画苦情等処
理制度

<事業目的>
　男女共同参画に関する苦情や要望を聴取し調査することで，よりよい男女共同参画社会
を目指す。

<取組実績>
　性別による人権侵害と認められる行為や本市が実施する男女共同参画の推進に関する施
策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情や意見等に対
し，弁護士等専門知識を有する苦情等処理専門員が調査を行い，必要に応じて，当該関係
者に対し助言・是正の要望等を行う。
　制度の活用を図るため，広報活動を強化し，制度周知に一層努める。
　・苦情等申出案件：０件

文化市民局
男女共同参画
推進課

③

17

「ＨＩＶ・性感染症検
査及び予防啓発事業」
（北青少年活動セン
ターと北保健センター
が連携）

<事業目的>
　若者がHIV・性感染症等について学び，自発的に感染症予防行動がとれることを目指
す。

<取組実績>
　３月８日（土）の「北こみフェスタ」(北青少年活動センターと北区身体障害者団体連合
会が共催し，ステージ発表や体験ブースなどを設置し，青少年と地域との交流を図る事
業）の開催時に，保健センターのブースを設け，HIV・性感染症等の啓発を行った。ま
た，HIVの即日無料検査も行った（受診者：1７名）。
　・来場者総数：１０１名，保健センターブース来場数者：３７名

文化市民局
勤労福祉青少
年課

①

18
AIDS文化フォーラム
in京都

<事業目的>
　HIV/AIDSに取り組む団体・個人の発表・交流の場として，また，多くの市民，特に若
者に向けた啓発の場として，市民による市民のためのフォーラムとして開催する。

<取組実績>
10月5日（土），6日（日），同志社大学寒梅館・良心館にて分科会，ワークショップ，
展示ブースを中心に交流，啓発の場として実施した。
１日目：全体会「HIVとカミングアウトから「伝える」を考える～」分科会・ワーク
ショップ １８ブース
2日目：分科会・ワークショップ ２４ブース
両日：常設展示ブース ２５
参加者数：延べ１，０００名（２日間）

文化市民局
勤労福祉青少
年課

①

19 東山アートスペース

（東山青少年活動センター）
<事業目的>
　東山青少年活動センターにおいて，知的障害のある青少年の創造・創作活動を支援す
る。

＜取組実績＞
○東山アートスペース
・おためしプログラム　平成25年5月19日（日） 13:30～15:00
・Ａコース（平成25年6月16日・7月7日・8月4日・9月1日・10月6日・11月3日・
12月1日・平成26年2月2日・3月2日）参加者18名（うち1名退会）
・Ｂコース（平成25年6月30日・7月21日・8月18日・9月15日・10月20日・11月
17日・12月15日・平成26年1月19日・2月16日）参加者１８名
※各コース共に13:30～16:00　各計９回
※10月は動物園へのお出かけプログラムを実施（Bコースは雨天の為，創造活動室で野菜
の写生を行った。）
・夏のイベント　平成25年8月25日（日）参加者４０名
・春のイベント　平成26年3月9日（日）梅小路公園　参加者６４名
・天才アートミュージアム展2013　平成25年11月2日（土）～17日（日）ギャラリー
@KCUA　出展協力３０名（来場者数：延１，３８０名）
・平成25年度作品展　平成26年4月8日（火）～21日（月）東山区総合庁舎1階展示
ホール　（来場者数：延べ９４８名）

文化市民局
勤労福祉青少
年課

①

16
市の審議会等における
女性委員の登用の推進

<事業目的>
　男女がともにあらゆる分野での政策・方針等の意思決定過程に参画できる社会の実現を
目指す。

<取組実績>
　「女性委員の登用率が３５％を超える審議会等の割合を５０％に引き上げる」ことを目
標とし，登用計画達成に向けた事前協議の徹底や人材情報の提供等を通じて，引き続き女
性委員の登用促進を図る。
　・平成26年3月31日現在：48.9％

文化市民局
男女共同参画
推進課

④

 2-9
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20
外国籍市民との交流事
業の推進

<事業目的>
　青少年ボランティアによる日本語を母語としない人たちへの日本語学習支援と交流を図
る。
　また青少年が異文化と交流することにより，異文化への理解を深め，多文化共生社会の
担い手となる青少年を育成する。

<取組実績>
○にほんご教室（通年）　開催数：80回
参加者数：学習者延534名，ボランティア数延528名
○異文化交流サラダボウルＰroject（通年）
①新規参加者歓迎会「花見んピック」：開催日4/27，参加者数28名
②異文化交流宿泊プログラム：開催日11/30-12/1，参加者数17名
③サラダボウルフェスタ：開催日3/2，参加者数200名
④センター事業や地域イベントへの協力：日タイカルチャーフェア他４事業
参加者数：延１１０名
○健康フィエスタ （1回）　開催日11/16，来場者数64名，スタッフ95名

文化市民局
勤労福祉青少
年課

①

21
レンアイリョク向上委
員会エイズデー企画

（山科青少年活動センター／南青少年活動センター）
<事業目的>
　エイズの予防を啓発する。

＜取組実績＞
（山科青少年活動センター）
バレンタイン前後1週間にロビーを活用して，情報提供掲示を行なった。
南・山科センター合同
ライブキッズダンスイベント，ライブイベントの両日に会場にブースを出展し，エイズ予
防啓発のパネルの展示，啓発グッズの配布を行ない，多くの若者たちと関わった。（来場
者数：延1,500名）

（南青少年活動センター）
・年間を通して性や恋愛などについての相談に応じた（相談件数：55件）
・１２月3日～１５日においては「エイズデー啓発プログラム」と称したパネル展示やク
イズなどの啓発を行った。また，12月7日,15日にはエイズ予防啓発団体「Re＆Born」
によるワークショッププログラムを実施した。（参加者数：延べ158名）

文化市民局
勤労福祉青少
年課

①

23
市民活動総合センター
の管理・運営

<事業目的>
　ＮＰＯやボランティア団体等による公益的な市民活動を，特定の分野や領域を越えて総
合的に支援するとともに，市民の交流及び連携の推進を図る。

<取組実績>
　京都市市民活動総合センターでは，市民活動団体等に活動の場を提供するとともに，次
の４つの柱で事業を展開した。
① 市民活動に関する情報収集・提供
② 市民活動に関する各種相談
③ 市民活動団体等の育成
④ 幅広い市民の交流の場の提供，連携・協働事業の展開及び市民活動に関する研究
【実績】
　・入館者数（カウンター表示数）　1１７，５３３人
　・相談件数　１，５７４件
　・講座等参加者数　８６０人
　・ホームページアクセス件数　2６０，４３２件

文化市民局
地域自治推進
室

①

24
犯罪被害者支援策の推
進

<事業目的>
　犯罪被害者を社会全体でしっかりと支え，共に将来に目を向けて歩んでいける社会を築
くことを目的とする。

<取組実績>
　「京都市犯罪被害者等支援条例」（平成２３年４月施行）に基づき，（公社）京都犯罪
被害者支援センター内に設置した総合相談窓口を拠点として，犯罪被害者が受けた被害の
回復及び軽減のため，被害直後における生活困窮者に対する生活資金の給付，住居の提供
や心のケアなどの様々な支援を行った。
　また，犯罪被害者を社会全体で支える地域社会の実現に向け，被害者が置かれた状況や
市民の役割などに関する啓発事業や教育活動の企画・実施，民間支援団体の活動促進のた
めの広報，養成・研修などを行った。

文化市民局
くらし安全推
進課

③

22
表現活動へのお誘い～
からだではなそう～

（東山青少年活動センター）
<事業目的>
　障がいのある青少年の余暇活動の充実を目的とする。

<取組実績>
知的障がいのある青少年のための身体のコミュニケーションワークを開催し、青少年自身
が他者との関係性の築き方やコミュニケーションをとる楽しさを探ることができる機会と
なった。
・前期　計各５回
Aグループ　平成25年5/18，6/15，7/20，8/17，9/21　参加者１０名
Bグループ　平成25年5/25，6/22，7/27，8/24，9/28　参加者１０名
・後期　計各５回
Aグループ　平成25年11/16，12/14，平成26年1/18，2/15，3/8　参加者８名
Bグループ　平成25年11/30，12/21，平成26年1/25，2/22，3/15　参加者１０
名
体験参加２名
※いずれも土曜日，13：30～15：30
平成24年度後期記録展：平成25年5/6（月・祝）～6/2（日）（来場者数：延べ５９８
名）
平成25年度前期記録展：平成25年10/28（月）～12/1（日）（来場者数：延べ６２１
名）
※開館時間内にセンターロビーにて実施

文化市民局
勤労福祉青少
年課

①
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25
無料法律相談事業の実
施

<事業目的>
　弁護士が専門的な立場から相談に応じることで，問題解決の一助とした。

<取組実績>
　人権問題など日常生活の中で起こるあらゆる法律問題に関して，弁護士が専門的な立場
から相談に応じる無料法律相談を実施した。
　消費生活総合センターでは毎週月・火・木・金曜日の午後１時１５分～午後３時４５分
及び毎月第２・第４水曜日の午後６時～午後８時に実施し，延べ2,481人の利用があっ
た。
　また，区役所・支所においても毎週水曜日に実施し，延べ7,119人の利用があった。

文化市民局
消費生活総合
センター

③

26
人権擁護委員による特
設相談の実施

<事業目的>
　行政上の人権相談・救済の柱である法務省・人権擁護委員の行う人権相談を市民に広く
周知し，市民が人権侵害等について相談できる機会を幅広く提供する。

<取組実績>
　京都人権啓発活動ネットワーク協議会の構成機関による連携協力の一環として人権擁護
委員による特設相談の会場を提供した。
【実績】日時：毎月原則第4木曜日の13時から16時（毎月１回　計１２回）
　　　　場所：京都市消費生活総合センター

文化市民局
人権文化推進
課

③

27 人権啓発サポート制度

<事業目的>
　人権文化推進課が窓口となり，庁内の各人権課題を担当する所属等と緊密な連携を図っ
たうえで，市民や企業等の自主的な人権研修等の取組をサポートした。

<取組実績>
　講師派遣　　16件
　ビデオ貸出   24件（33本）
　冊子提供等　34件（6,167部）

文化市民局
人権文化推進
課

④

28 人権の花運動

<事業目的>
　次代を担う子どもたちが相互に協力し合って花を栽培することにより，子どもの情操を
より豊かにし，子どもに命の大切さや相手への思いやりというような人権思想に対する理
解を深め，豊かな人権感覚を身に着けてもらった。

<取組実績>
　市内保育園，幼稚園及び小学校の計16校で実施

文化市民局
人権文化推進
課

①

29
京都市人権レポートの
発行

<事業目的>
　「人権文化の息づくまち・京都」の実現を図る。

<取組実績>
　本市では，「人権文化の息づくまち・京都」の実現に向けて，人権文化推進計画に基づ
き，様々な取組を実施しており，その取組について発信を行うため発行している。
【２５年度発行内容】
　・人権啓発パネル展＆ライブ
　・ＣＳＲをテーマとした企業向け人権啓発講座の開催
　・犯罪被害者支援施策の推進
　・里親支援事業
　・児童虐待防止に係る広報啓発
　・障害者虐待の防止について

文化市民局
人権文化推進
課

③

30
「京都市人権相談マッ
プ」の発行

<事業目的>
　市民が抱えている人権上の問題について適切な機関に相談できるよう，相談機関，窓口
について十分な周知を図る。

<取組実績>
　京都市人権文化推進計画に基づく取組として，相談・救済に関する機関や制度をまとめ
て発行した（25年8月発行）。
○形状及び部数
　パンフレット（Ａ4版，16ページ，カラー印刷）　　　3,000部発行
○内容
　「京都市人権文化推進計画」に定める重要課題ごとに，相談機関，窓口について，主な
相談分野，相談場所，電話番号，相談日，相談時間とともに，所在地図と相談例を掲載し
ている。

文化市民局
人権文化推進
課

③

31
世界人権問題研究セン
ター「人権大学講座」

<事業目的>
　人権に関する講座を開講することで，多くの方に人権の大切さを啓発する。

<取組実績>
　世界的な広い視野に立ち，総合的に人権問題を研究することを目的に設立された世界人
権問題研究センターにおいて，より一層人権が尊重される社会の実現を目指して開講し，
以降，毎年開講しているものであり，平成25年度も開講された。
【実績】
　会場　ハートピア京都
　全１２日間　延べ６４０名受講

文化市民局
人権文化推進
課

①

32
世界人権問題研究セン
ター「講座・人権ゆか
りの地をたずねて」

<事業目的>
　人権に関する講座を開講することで，多くの方に人権の大切さを啓発する。

<取組実績>
　人権という新しい視点で京都の観光地，寺社等をとりあげる。
　人権ゆかりの地を案内できるガイドの養成も兼ねた講座で，平成12年度から実施し，平
成25年度も実施された。
【実績】
　会場　ハートピア京都
　全８講義　延べ１８８名受講

文化市民局
人権文化推進
課

①
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事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

33
京都人権啓発行政連絡
協議会への参画

<事業目的>
　京都府内の国の機関と京都府・京都市が連携して人権啓発を行うため

<取組実績>
　日　時　　平成25年10月21日
　場　所　　京都テルサ
　内　容　　講演
　　　　　　（1）「労働相談から見える職場の問題」…大湾 みどり(人権擁護委員)
　　　　　　（2）「職場内トラブルと企業のリスク」…辻　孝司（弁護士）
　参加者　　306人

　また，平成25年5月と9月に企業内人権啓発推進員の設置についての啓発文書を，市内
企業・事業所約6,000箇所に送付した。

文化市民局
人権文化推進
課

①

34
京都弁護士会との連携
及び支援（「憲法と人
権を考える集い」）

<事業目的>
　京都弁護士会が開催する「憲法と人権を考える集い」を共催することで，より多くの市
民の方へ啓発を促す。

<取組実績>
　京都弁護士会が京都府民を対象に実施する様々な人権問題をテーマとした講演会「憲法
と人権を考える集い」を共催し，負担金を交付した。

○日時　平成25年11月17日（日）　午後1時30分から
　場所　シルクホール（きらっ都プラザ京都産業会館８階）
　内容　①講演　「それボク」の世界は変わったか？
　　　　　　講師：周防　正行（映画監督，法制審議会特別部会委員）
　　　　②パネルディスカッション「刑事裁判の未来を語る！」
　　　　　　パネリスト：周防　正行
　　　　　　　　　　　　木谷　明（弁護士，元裁判官）
　　　　　　　　　　　　桜井　昌司（冤罪被害者）
　　　　　参加者数　約５００名
　　　　　負担金　　２０万円

文化市民局
人権文化推進
課

①

35
京都市人権相談・救済
ネットワーク

<事業目的>
ア　人権に関わる相談に関する情報の共有と円滑な取次
　　ネットワークにおける他の相談機関の情報を共有し，相談事項の一部又は全部につ
　いて，適切な機関に円滑に取り次ぐことができる環境を構築する。
イ　人権救済に関する情報の共有と円滑な取次
　　法務局の人権侵犯事件調査，人権擁護委員協議会の取組についての情報を共有し，
　事案によって，適切な機関に円滑に取り次ぐことができる環境を構築する。

<取組実績>
　「人権相談・救済」に係る具体的な取組として、人権に関わる相談・人権救済に関する
情報の共有と円滑な取次のため、相談機関相互の連携や情報交換、相談窓口の広報を実施
した。

文化市民局
人権文化推進
課

④

36

京都人権擁護委員協議
会との連携及び支援
（人権擁護思想普及啓
発活動）

<事業目的>
　京都市域に属する人権擁護委員で組織される京都人権擁護委員協議会に対する支援を行
う。

<取組実績>
　人権擁護思想の普及高揚を目的として実施する活動に補助金を交付した。
【平成２５年度の主な取組】
　街頭啓発・パレード・中学生人権作文コンテスト，人権相談（特に人権擁護委員による
特設相談を毎月１回実施），「人権の花」運動等の実施，子どもの人権ＳＯＳミニレター
　
　補助金　59.6万円

文化市民局
人権文化推進
課

①

37
人権に関する意識調査
の実施

<事業目的>
　市民の人権に関する意識調査を実施することにより，今後の人権施策の参考とする。

<取組実績>
　新たな京都市人権文化推進計画の策定（平成２７年４月から施行）に向け，平成２５年
１１月に実施した。
　調査対象　　京都市内に居住する20歳以上の市民3,000人
　有効回答数　1,219件
　有効回収率　40.6％

文化市民局
人権文化推進
課

④

38
京都市人権文化推進懇
話会の運営

<事業目的>
　人権施策の基本方針等を定めた「京都市人権文化推進計画」を着実に推進するため，外
部の視点で施策の点検や必要な助言を求める京都市人権文化推進懇話会を開催する。

<取組実績>
　委員構成：学識者等８名，市民公募委員２名
　開催回数：２回（①平成２５年７月４日，②平成２６年３月１４日）
　内　　容：①「京都市人権文化推進計画　平成２４年度取組実績」について
　　　　　　　京都市人権に関する市民意識調査の実施について
　　　　　　②「京都市人権文化推進計画　平成２６年度事業計画」について
　　　　　　　次期京都市人権文化推進計画の策定について

文化市民局
人権文化推進
課

④

39
人権文化推進会議によ
る庁内の連携充実

<事業目的>
　本市における人権行政の推進に関して，各局・区等が互いに連絡し，調整を図ることに
より，人権行政の円滑かつ総合的な推進を図る。

<取組実績>
○開催状況（平成２５年度）
　人権文化推進会議１回

文化市民局
人権文化推進
課

④
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事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

41
「四字熟語人権マン
ガ」の募集

<事業目的>
　難しいイメージのある「人権」を，明るくユーモアあふれるマンガと四字熟語で表現す
ることにより，市民に人権について考えてもらう機会を提供した。

<取組実績>
　募集期間：平成25年7月1日から同年10月31日まで
　応募点数：145点

文化市民局
人権文化推進
課

①

42
ヒューマンステージ・
イン・キョウトの開催

<事業目的>
　人権問題は，一般的に近寄り難いイメージで捉えられていることが多いため，音楽や
トークなどを活用することにより，市民に親しみやすい形で人権の大切さを伝えることを
目的に開催した。

<取組実績>
　日　　時　平成２6年2月１５日
　場　　所　京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ
　内　　容　テーマ「世界に広がれ！子どもの笑顔」
　　　　　　つるの剛士ライブステージ
　　　　　　ステージ発表（NPO法人チャイルドライン京都）
　　　　　　四字熟語人権マンガ表彰式　ほか

　参加者数　482人
　

文化市民局
人権文化推進
課

①

43
人権ワークショップの
実施

<事業目的>
　市民に様々な体験を通じて豊かな人権感覚や人権に対する幅広い知識を習得してもらう
とともに，地域等における人権啓発のキーパーソンとなり得る人材を養成した。

<取組実績>
　第1回　　開催日　平成２５年12月５日
　　　　 　 テーマ　身近な障害者―当たり前な生活を振り返る―
　第2回　　開催日　平成２６年1月２９日
　　　　 　 テーマ「震災」を鏡として―様々な人権課題を考える―
　参加者数　延べ３９名

文化市民局
人権文化推進
課

①

44
人権“ほっと”写真
（フォト）の公募

<事業目的>
　市民に人権について考える機会を提供するとともに，市民から市民へのメッセージとし
て広く発信するものとして，人権の大切さが感じられる心温まる写真を公募する。

<取組実績>
　募集期間：平成2５年７月1日から平成2６年1月31日まで
　応募点数：204点

文化市民局
人権文化推進
課

①

45
柳原銀行記念資料館常
設展，特別展等の開催

<事業目的>
　柳原銀行記念資料館（人権資料展示施設）において，被差別部落の歴史・文化等の資料
の展示を通して，広く市民に対し同和問題をはじめとする様々な人権課題への正しい理解
と人権意識の普及・高揚を図った。

<取組実績>
　①特別展
　　開催期間　平成２５年９月４日～１０月１３日
　　テ ー マ　 明治・大正期　崇仁のまちづくり～あそびにきませ四方(よも)の人～
　
　②企画展
　　開催期間　平成２６年３月１日～３月３１日
　　テ ー マ　琉球・沖縄と京都の「つながり」
                  ～自治・自立と人権のまちづくりを目指して～

文化市民局
人権文化推進
課

①

40 奨学金返還事務等

<事業目的>
　「同和行政終結後の行政の在り方検討委員会報告書」に基づき，自立促進援助金制度の
廃止に伴う奨学金の返還事務について，十分な説明を行うとともに，適切な債権管理を図
る。
　
<取組実績>
　対象者に返還を求めるに当たっては，制度の見直し経過を踏まえ，免除制度等について
丁寧な説明を行い，返還手続や納入の相談に応じるなど，十分な説明責任を果たせるよ
う，実態に応じた誠意ある対応に努めている。
　滞納者（所在不明者を含め平成2６年３月末日現在４３人）については，返還に応じて
いただけるよう，督促状の指定期限後約１年間をかけて３回又は４回の催告を行ってい
る。
　それでもなお，正当な理由なく返還に応じない場合は，他の借受者との公平性を確保す
る観点から，滞納金額が50万円以上の者（ただし，当面の間は，滞納額が多い100万円
以上の者）を裁判手続の対象としている。平成２５年度は，新たに１人の借受者に対し訴
訟を提起した。
　なお，裁判手続等においても，十分にプライバシーに配慮して取り組んでいる。
　また，京都市奨学金等返還事務監理委員会を平成2５年6月,11月に開催し，取組状況等
を報告した。
【実績】
　○　借受者（1,404人）に対する平成2６年3月末日の取組状況
　　・　免除中　　　1,264人
　　・　猶予中　　  　　  3人
　　・　返還請求中　   137人（うち滞納は43人）
　○　監理委員会の開催
　　・　第9回　　  平成2５年  6月11日
　　・　第10回　　平成2５年11月29日
　○　訴えの提起
　　・　訴訟提起　１件（平成２５年５月２日）
   　　　※平成24年４月１６日に提起した２件の返還請求訴訟も係属中

文化市民局
人権文化推進
課

②
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事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

46
ツラッティ千本常設
展，特別展等の開催

<事業目的>
　ツラッティ千本（人権資料展示施設）において，千本地域を中心とした被差別部落の歴
史・生活等に関する資料の収集・保存・展示を通して，広く市民に対し同和問題をはじめ
とする様々な人権問題について正しい理解と人権意識の普及・高揚を図る。

<取組実績>
　①企画展
　　開催期間　平成２５年１０月８日～１１月９日
　　テーマ　　性同一性障害(GID)－そして多様な性の在り方を巡って－
　②特別展
　　開催日時　平成２６年３月４日～３月２９日
　　テーマ　　人を生かし，地域を活かす　いきいき市民活動センターの今

文化市民局
人権文化推進
課

①

47 人権情報誌の発行

<事業目的>
　「人権文化の息づくまち・京都」を目指し，市民の人権問題に対する関心を高めるとと
もに，自主的な学習に資することを目的として人権情報誌「あい・ゆーＫＹＯＴＯ」を発
行する。

<取組実績>
【実績】
　８月に，単独号を各１０，０００部発行
　５月，1２月に，ベーシックとの合併号を約２０，０００部発行

文化市民局
人権文化推進
課

①

48

人権情報誌「あい・
ゆーKYOTO」，企業
向け人権情報誌「ベー
シック」の点字版の作
成

<事業目的>
　人権の尊重される社会を目指し，視覚に障害がある方に対しても，情報発信する。

<取組実績>
　視覚に障害のある方に対しては京都市情報館のＨＰで読上げソフトによる情報発信を
行っており，当該情報誌についても読上げソフトによる提供が可能であるが，平成24年度
に試行的に実施した。発行後，改めて各施設に点字版の必要性について問い合わせたとこ
ろ，読上げソフトによる提供のみでもよいとの回答を得たため，本事業については本格実
施を見送ることとした。

文化市民局
人権文化推進
課

①

49
地域総合情報誌への人
権啓発記事の掲載

<事業目的>
　京都市内在住者及び京都市内に通勤・通学する人を対象に京都市営地下鉄全駅構内で配
架している地域総合情報誌「Leaf mini」に人権啓発記事を掲載することで，幅広い市民
に対して人権啓発事業を周知するとともに，人権の大切さについて考えてもらう契機とし
た。

<取組実績>
「Leaf mini」の中面1頁に人権啓発記事を掲載した。
　①　 人権月間の周知文
　② 　人権情報誌の発行案内
　③ 　人権啓発パネル展の開催案内
　④ 　ヒューマンステージ・イン・キョウト参加者募集告知

文化市民局
人権文化推進
課

①

50 街頭啓発の実施

<事業目的>
　人権尊重の機運を高めるため街頭啓発事業を実施する。

<取組実績>
　人権強調月間街頭啓発　　８月４日
　人権週間街頭啓発　　　１２月４日

文化市民局
人権文化推進
課

①

51
啓発物品の作成及び配
布

<事業目的>
　街頭啓発や講演会会場等において啓発物品を配布することにより，人権問題について正
しい理解と人権意識の普及・高揚を図る。

<取組実績>
　メモ帳作成冊数　　　４９，０００冊
　カレンダー作成部数　１６，０００部

文化市民局
人権文化推進
課

各区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

52
憲法月間・人権月間ポ
スター作成

<事業目的>
　啓発ポスターを市政広報版等に掲示することにより，人権擁護思想の普及・高揚を図
る。

<取組実績>
　憲法月間　ポスター作成部数　１２，８００枚
　人権月間　ポスター作成部数　１２，８００枚

文化市民局
人権文化推進
課

①

53 人権学習教材の配布

<事業目的>
　市民の学習教材となるよう，人権啓発冊子等を配布する。

<取組実績>
　５月，８月，１２月の各月間に市役所本庁舎玄関等で啓発冊子や当課で作成した情報誌
等を配架したほか，要望のあった市民，ＮＰＯ法人等に提供した。

文化市民局
人権文化推進
課

①

54
スポーツ組織と連携協
力した人権啓発活動

<事業目的>
　特に青年層や子どもたちに対する人権啓発を行う。

<取組実績>
8月4日に西京極スタジアムでの「京都サンガＦ．Ｃ．」対「モンテディオ山形」戦に宇治
(うじ)翔(しょう)Ｆ．Ｃ．スポーツ少年団の児童を招待し，啓発活動を行った。

文化市民局
人権文化推進
課

①
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事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

55
人権啓発ポスターコン
クール（京都人権啓発
推進会議）

<事業目的>
　だれもが笑顔で暮らせる明るい社会を築くため，日常の身近な出来事などを題材として
基本的人権の尊重・擁護を訴える。

<取組実績>
　応募数　　１７８校から４，８４１作品
　入選作品　１００作品

文化市民局
人権文化推進
課

教育委員会
学校指導課

①

56
人権啓発映画・ビデオ
の購入・貸出し

<事業目的>
　人権啓発ビデオ・DVDを貸し出すことにより，局区等が行う人権啓発活動を支援する。

<取組実績>
　啓発ビデオ　６作品購入，貸出本数　５６本

文化市民局
人権文化推進
課

①

57
啓発パネルの作成・貸
出し

<事業目的>
　人権啓発パネルを貸し出すことにより，局区等が行う人啓発活動を支援する。

<取組実績>
　貸出回数　１３回

文化市民局
人権文化推進
課

①

58
人権啓発に係る資料等
に関する調査の実施

<事業目的>
　本市各課が保有する啓発資料，ビデオ・DVD及び講師に関する情報のうち，人権啓発サ
ポート制度においても活用できるものについて調査し，情報を共有することによって，制
度をより充実させ，局区等，市民及び企業の啓発活動を支援する。

<取組実績>
　本市各課が保有する啓発資料及びビデオ・DVDについての情報をホームページに掲載し
た。

文化市民局
人権文化推進
課

①

59
人権啓発活動補助金の
交付

<事業目的>
　市民が自主的に行う啓発活動に対し補助金を支給することにより，広く市民の間に人権
尊重の理念を普及させる。

<取組実績>
 交付団体　1４団体，交付金額　6，１５９千円

文化市民局
人権文化推進
課

①

60
京都人権啓発推進会議
への参画

<事業目的>
　京都府内の自治体や人権擁護委員連合会その他の団体等が一体となって人権啓発を推進
するために設置された京都人権啓発推進会議に参画し，府民を対象とする人権啓発事業を
実施する。

<取組実績>
  会議開催回数　２回（平成２５年４月２４日，１０月２２日）

文化市民局
人権文化推進
課

④

61
京都人権啓発活動ネッ
トワーク協議会への参
画

<事業目的>
　京都府内の人権啓発の連携・調整を目的として設置された京都人権啓発活動ネットワー
ク協議会に参画し，京都府内における人権啓発活動を推進する。

<取組実績>
  会議開催回数　４回（平成２５年５月２７日，７月２２日，１０月３日，平成２６年４
月７日）

文化市民局
人権文化推進
課

④

62
人権に関する情報の職
員への提供

<事業目的>
　全ての職員が人権問題について高い見識の下に，人権文化の構築に積極的に取り組める
よう支援する。

<取組実績>
　人権情報誌「あい・ゆーＫＹＯＴＯ」及び企業向け人権情報誌「ベーシック」を各所属
へ配布
　あい・ゆー　５月，８月，１２月
　ベーシック　５月，９月，１２月
　※　5月と12月は，あい・ゆーとベーシックの合併号

文化市民局
人権文化推進
課

④

63
企業向け人権情報誌
「ベーシック」の発行

<事業目的>
　企業に向けた人権啓発を行い，人権尊重の精神を基盤とした企業活動及び企業内におけ
る人権尊重の気風の醸成に係る企業の取組を支援する。

<取組実績>
　9月に，単独号を約10,000部発行
　5月，12月に，あい・ゆーＫＹＯＴＯとの合併号を約20,000部発行

文化市民局
人権文化推進
課

①

64

インターネットによる
人権情報誌「あい・
ゆーKYOTO」，企業
向け人権情報誌「ベー
シック」，企業向け人
権啓発講座開催案内・
講演録等の発信

<事業目的>
　インターネットによる情報発信を行い，広く効果的な人権啓発に努める。

<取組実績>
   「あい・ゆーKYOTO」　発行ごとに最新号を追加
　「ベーシック」　発行ごとに最新号を追加
　「人権啓発講座」　開催10回／年。開催ごとに追加

文化市民局
人権文化推進
課

①

65
企業に対する人権問題
の解決に向けた取組の
依頼

<事業目的>
　公正な採用選考の呼掛け等を行う啓発文書を企業に提供することにより，企業内におけ
る人権啓発に関する取組の支援を行う。

<取組実績>
　送付日　平成25年5月7日，9月13日
　送付先　市内企業等6,000社

文化市民局
人権文化推進
課

①
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事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

66
企業向け人権啓発冊子
の配布

<事業目的>
　企業向け人権啓発冊子を提供することにより，企業内における人権啓発に関する取組の
支援を行う。

<取組実績>
　31,050部

文化市民局
人権文化推進
課

①

67 企業向け人権啓発講座

<事業目的>
　企業向けに人権啓発講座を開催することにより，企業内における人権啓発に関する取組
の支援を行う。

<取組実績>
　第1回　講演　参加者数　41人
　「介護と仕事との両立のために企業ができること　超高齢社会は企業に何をもたらす
   か？」
　講師　斎藤真緒（立命館大学産業社会学部准教授）
　第2回　講演　参加者数　26人
　「これが我社のＣＳＲ」
　講師　明致親吾（京都ＣＳＲ推進協議会会長）
　　　　　中村誠一（株式会社　カミッグ執行役員）
　　　　　谷口容造（株式会社　たにぐち代表取締役）
　　　　　中西秀彦（中西印刷　株式会社専務取締役）
　第3回　講演　参加者数　23人
　「より豊かな人間関係を育む人権文化の構築をめざして
      ～想像して気付く現状と課題～」
　講師　福田弘（山梨県立大学特任教授，筑波大学名誉教授）
　第4回　講演　参加者数　80人
　「インターネット社会における企業と人権」
　講師　牧野二郎（牧野総合法律事務所　所長　弁護士）
　第5回　講演　参加者数　324人
　（1）「労働相談から見える職場の問題」　大湾みどり（人権擁護委員）
　（2）「職場内トラブルと企業のリスク」　辻隆司（弁護士）
　第6回　フォーラム　参加者数　56人
　「第20回障害のある市民の雇用フォーラム」
　講師　白岩忠道（株式会社パソナハートフル取締役管理統括部長）他
　第7回　講演　参加者数　54人
　「人は経営の礎！『我が社でできる』ワーク・ライフ・バランスの勧め～自社に合った
   取組を見つけ，誰もがいきいきと働ける職場に～」
　講師　横山真衣（株式会社ワーク・ライフバランス）
　第8回　講演・グループディスカッション　参加者数　34人
　「改めて，『セクハラ』とは何か？今，職場で求められていることとは？」
　講師　杉山久美子（オフィスヒューマン代表）
　第9回　第19回ふしみ人権の集い　参加者数　21人
　「人権のまちをひとりひとりの心から」
　第10回　講演・トークセッション　参加者数　62人
　「性的少数者について知っていますか？～職場に正しい理解を深めるために～」
　講師　東優子（大阪府立大学大学院人間社会学研究科教授）
　　　　村木真紀（特定非営利活動法人　虹色ダイバーシティ代表）

文化市民局
人権文化推進
課

①
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産業観光局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
インターネットを活用
した情報の発信

<事業目的>
　インターネットにより広く情報を提供し，企業の取組の支援を図る。

<取組実績>
　本市ホームページや京都ＣＳＲ推進協議会のホ－ムペ－ジ等を活用し，企業等のCSR推
進に役立つ情報を発信した。

産業観光局
中小企業振興
課

①

2 講座の開催

<事業目的>
　企業が直面する人権課題を取り上げ講座を開催することで，企業の人権に関する取組の
支援を図る。

<取組実績>
　地域社会の一員として企業が果たすべき役割を再認識するきっかけとなるよう，企業向
け人権啓発講座の中で，CSR(企業等の社会的責任）をテ－マとした講座を開催した。

【実績】（開催日・参加者数・テーマ・講師等）
○ ７月2日　 ２６名
　講演：「これが我が社のＣＳＲ」
　講師：中村 誠一（株式会社カミッグ執行役員），谷口 容造（株式会社たにぐち代表
           取締役），中西 秀彦（中西印刷株式会社専務取締役）

○ 1２月１３日　５4名
　講演：人は経営の礎！「我が社でできる」ワーク・ライフ・バランスのすすめ
　　　　　～自社に合った取組を見つけ，誰もがいきいきと働ける職場に～
　講師：横山 真衣（株式会社ワーク・ライフバランス），
　　　　西光 正至（株式会社京都リビング新聞社代表取締役）

産業観光局
中小企業振興
課

①

3
ビデオ等の貸出し（人
権啓発サポート制度）

<事業目的>
　人権に関するビデオを貸し出すことで，情報を提供し，企業の取組の支援を図る。

<取組実績>
　CSR（企業等の社会的責任）推進の取組を効果的に進めてもらうため，研修教材とし
て，DVD等の貸出を行った。

 【実績】（貸出件数等）
　１件（本数：２本）

産業観光局
中小企業振興
課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

 2-17



保健福祉局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
みやこユニバーサルデ
ザインの推進

<事業目的>
　ユニバーサルデザインの考え方を京都の生活文化に取り入れた，全ての人が暮らしやす
い社会環境づくりを「みやこユニバーサルデザイン」と位置付け，その推進を図る。

<取組実績>
■審議会の開催　年4回（７月～３月　部会含む）
■みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰
○応募期間　６月～９月
○応募総数　一般取組・企画部門　２件　青少年アイデア部門　５８０件
○表彰　一般取組・企画部門　受賞作品なし
　　　　青少年アイデア部門　みやこユニバーサルデザインアイデア賞　１１件
■ユニバーサル上映補助　補助件数　６件
■映画館におけるユニバーサル上映の促進　上映件数　１７件
■ユニバーサルデザイン消費者啓発の実施　年１回実施　参加者数　１６３人
■人にやさしいサービス宣言事業の実施　２５年度新規発信件数　54件
■冊子「ＵＤアイデア・ヒント集」の発行　ＵＤかるたの作成
■みやこユニバーサルデザイン普及啓発
　（アドバイザー派遣５件，既存イベントとの連携した周知活動１回（やんちゃフェス
タ），みやこＵＤ推進主任連絡会議１回，庁内普及啓発等（広報担当者研修１回）

保健福祉局
保健福祉総務
課

①

2
ほほえみ交流活動支援
事業

<事業目的>
　障害のある人もない人も相互に交流できる機会を創出する。

<取組実績>
　２３事業を実施
　　体験・交流学習　２１箇所
　　出前講演　　　　　４箇所　　※一部，体験・交流学習との同時実施あり

　　小学校　１６校，　児童館　７館

保健福祉局
保健福祉総務
課

①②

3 障害者の就労支援対策

<事業目的>
　障害のある方が，生きがいと希望を持って働くことができるためには，その能力と適性
とライフステージに応じて，生涯にわたって継続的に支援することが必要である。そのた
め，「福祉」，「教育」，「企業」の融合・連携を図り，総合的視点から障害のある方の
就労支援を推進する。

<取組実績>
　平成２５年度は，２名の「障害者就労支援推進員」が，企業と福祉施設双方を対象とし
た研修会等を実施した。＜全２４回，４０６名参加＞
　また，「京都市障害者就労支援推進会議」及びその部会を開催し，関係機関・団体等と
協働して，取組を進めた。
　さらに，障害のある方を対象に実施する京都市役所における職場実習及びチャレンジ雇
用については，取組を継続しながら，一般就労のためのより効果的な手法の確立を図っ
た。＜職場実習１８名実施，チャレンジ雇用２名＞
　加えて，障害者雇用に意欲のある企業を対象に，アドバイザーの派遣や備品購入の費用
を助成する制度を実施する他，具体的な雇用計画の検討に至らない企業等を障害者雇用ス
テップアップ研究会でサポートすることにより，企業の雇用する力の向上を図り，障害の
ある人の雇用拡大と，それによる自立と社会参加を推進した。
　＜補助事業者２事業者を指定，ステップアップ研究会11社参加＞

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

①④

4
障害者虐待防止対策事
業

<事業目的>
　障害者虐待の防止，早期発見のため，関係機関との協力体制・支援体制を強化し周知・
啓発に取り組むことにより，障害者虐待の防止及び障害のある方や養護者への支援を促進
し，障害のある方の権利利益を擁護する。
　
<取組実績>
 ・　障害者虐待防止検討部会の開催（４回）
 ・　新規事業所説明会等での周知啓発（６回）
 ・　障害者福祉施設従事者等研修会の開催（参加者　１９８名）

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

5 ほほえみ広場の開催

<事業目的>
　障害のある市民もない市民も，すべての市民が日々の暮らしの中で，いきいきとした人
生を築くことのできる社会を目指し，障害のある市民に対する正しい理解と認識を一段と
深めるとともに，自立の促進と障害者福祉の増進を図る。

<取組実績>
　10月19日(土)　梅小路公園，参加者約7,000人
　　ステージ企画・レクリエーション，ほっとはあと（授産）製品展示販売　等

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

①

6
心の輪を広げる障害者
理解促進事業における
作品募集

<事業目的>
　障害のある人とない人との相互理解を促進する。

<取組実績>
応募状況
「心の輪を広げる体験作文」　１４３点　　　入賞作品　４点
「障害者週間のポスター」　　　２１点　　　入賞作品　３点

保健福祉局
保健福祉総務
課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

7 補助犬啓発事業

<事業目的>
　視覚・聴覚・肢体に障害のある市民の日常生活を支援し，社会参加を促進する。

<取組実績>
　市民の理解を深め，同伴できる民間施設等の拡大を図るための啓発を行う。
　また，補助犬に関する相談窓口を設置する。
 　「ほほえみ広場」（１０月１９日実施）の会場にてポスター掲示による啓発を実施。
　　市民等からの補助犬に関する相談：０件

保健福祉局
保健福祉総務
課

①②

8
点訳,音訳,手話,要約筆
記ボランティア養成

<事業目的>
　視覚，聴覚障害者のコミュニケーション手段である点字，音訳，手話，要約筆記技術を
指導し普及することによって，視覚，聴覚障害者の自立と社会参加の援助を図り，もって
障害者福祉の増進に寄与する。

<取組実績>
　点訳・音訳奉仕員養成講座　共通講座　95人
　点訳奉仕員養成講習　　　延　９０人（入門・初級・中級クラス）
　音訳奉仕員養成講習　　　延　８４人（入門・初級・中級クラス）
　手話奉仕員養成講座　　　　　２１７人
　要約筆記奉仕者養成講座　　　手書きコース7名，パソコンコース4名　計修了者11名

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

9
障害者法律・結婚・住
宅等の相談事業の充実

<事業目的>
　身体障害者の社会活動に必要な援助を行い，身体障害者の自立生活と社会参加を促進す
る。

<取組実績>
　身体障害者が社会に参加していくために生じる様々な問題に対し，障害者福祉関係をは
じめ様々な団体及び関係機関の協力の下に，法律相談，結婚相談，住環境相談等の相談事
業を実施した。
　法律相談：　　１８件
　結婚相談：　２３１件
　住環境相談：　３１件

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

③

10
知的障害者専門相談事
業

<事業目的>
　在宅の知的障害のある市民の，自主的な社会活動を育成・支援する。

<取組実績>
　相談：法律　２２件，人権　６件，教育　１４件，療育　５５件，施設　４８件
　　　　医療　１１件，プレカウンセリング　２２件　その他　２８３件
　講習会：　3回，参加数　延６４名

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

③

11 障害者相談員設置事業

<事業目的>
　身体・知的・精神の３障害対応の障害者相談員が，同じ背景を持つ立場で相談支援を要
する障害のある人やその家族からの生活上の相談に応じ，障害者団体・家族団体等との連
携を図る中で地域における相談支援体制の充実を図る。

<取組実績>
　京都市障害者相談員１１４人（定数１１７名）
（平成２６年３月３１日時点）
（委嘱期間：平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日）

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

③

12
手話通訳者，要約筆記
者の派遣

<事業目的>
　聴覚障害者，中途失聴者，難聴者等の社会生活上の意思疎通を円滑にする。

<取組実績>
　派遣数：派遣可能手話通訳者　４，４３２件　１８１人
　派遣数：派遣可能要約筆記者　　　２１６件　１８１人

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

13
聴覚言語障害者等の生
活訓練事業の充実

<事業目的>
　ノ－マライゼイションの理念を実現し，誰もが明るく暮らせる社会づくりを促進する。

<取組実績>
　視覚障害者家庭生活訓練，盲青年等社会生活教室，聴覚言語障害者生活訓練，難聴青
年・中高年講座，難聴者自立訓練，オストメイト社会適応訓練,音声機能障害者発声訓練・
指導者養成，吃音訓練，点字広報等の発行，字幕入りビデオカセットライブラリー製作貸
出，視覚障害者点字即時情報ネットワ－クの各種事業を実施。

【実績】
　視覚障害者家庭生活訓練　４３０人，盲青年等社会生活教室　６１１人
　聴覚言語障害者生活訓練　２０８人，難聴青年・中高年講座　２５６人
　難聴者自立訓練　３０７人

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

14
身体障害者障害別体育
大会の開催

<事業目的>
　スポーツを通じて残存能力の維持向上を図り，障害者の自立支援と積極的な社会参加を
促進する。

<取組実績>
　肢体障害：　６月２日開催　９６人（体育大会）
　　　　　　１０月１３日開催　８８人（フライングディスク大会）
　視覚障害：１０月６日開催　２７０名（個人競技，団体競技）
　聴覚障害：１１月１７日開催　９６人

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

15
知的障害者スポーツ大
会の開催

<事業目的>
　障害者スポーツの一層の発展を図ると共に社会の知的障害者に対する理解と認識を深
め，知的障害者の自立と社会参加を推進する。

<取組実績>
　ゆうあいボウリング大会　２月２２日　45名参加

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②
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16
全国車いす駅伝競走大
会の開催

<事業目的>
　障害者の社会参加の促進と障害者スポーツの振興を図るとともに，社会の障害者に対す
る一層の理解と認識を深める。

<取組実績>
　３月９日
　コース：国立京都国際会館～西京極総合運動公園
　　　　　５区間　２１.３ｋｍ
　参　加：全国２６チーム　２３７人参加（うち選手１６２人）

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

17
いきいきハウジングリ
フォーム事業

<事業目的>
　重度障害のある方が住み慣れた家での生活を暮らしやすく，また，介護する方の負担を
軽くする。

<取組実績>
助成決定件数：53件

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

18
京都市ハンディマップ
の情報提供

<事業目的>
　障害者の社会参加の促進を図る。

<取組実績>
　希望者に随時配布。インターネットでも閲覧可能。
　点字版作成。

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

19
京都市障害者雇用促進
啓発事業

<事業目的>
　障害のある市民の雇用の一層の促進を図るとともに，障害のある市民に対する理解と認
識を深め，障害のある市民の自立と社会参加を促進する。

<取組実績>
障害者雇用支援月間において，京都労働局・京都府・京都府高齢・障害者雇用支援協会と
「京都障害者ワークフェア」を共同開催した。
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との連携により，障害者雇用促進月間ポ
スターを掲出した。＜市内３３か所＞

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

①

20
精神科救急医療システ
ム

<事業目的>
　精神に障害がある市民が，住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるための
体制を確保する。

<取組実績>
　相談件数　２，８１５件（うち医療機関紹介等　２６１件 )

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

③

21
自動車運転免許取得助
成

<事業目的>
　身体障害者の自立と社会参加を図る。

<取組実績>
　助成件数　１２件

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

22 自動車改造費助成

<事業目的>
　身体障害者の自立と社会参加を促進する。

<取組実績>
　助成件数　３５件

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

23
重度障害者タクシー料
金助成

<事業目的>
　重度障害者に対して，タクシー料金の一部を助成することにより，日常生活の利便と社
会参加の促進を図る。

<取組実績>
　交付件数　１３，９７４件

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

24
障害者情報バリアフ
リー化支援事業

<事業目的>
　障害のある人の情報バリアフリー化を推進するとともに，自立と社会参加の促進を図
る。

<取組実績>
助成件数：18件

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

25
市バス・地下鉄福祉乗
車証交付事業

<事業目的>
　社会参加の機会が少なくなりがちな障害のある市民の行動圏を拡大し，積極的な社会参
加を促進する。

<取組実績>
　割引対象者　１４１，２９５人（介護人の人数含む）

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

②

26
こころのふれあい交流
サロンの運営

<事業目的>
　精神に障害のある市民の地域交流や社交の場を確保するとともに，精神障害に関する地
域啓発を推進する。

 <取組実績>
　延べ利用人数　３１，９９１人

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

①

27
障害者地域生活支援セ
ンター運営事業

<事業目的>
　障害のある方やその御家族等からの地域生活や福祉に関する様々な相談に応じて，福祉
サービスの利用援助（情報提供）等を行う。

<取組実績>
　現在，市内５箇所の障害保健福祉圏域ごとに３障害対応型，身体・知的障害対応型，精
神障害対応型を各１箇所ずつ，計１５箇所の障害者地域生活支援センターに設置してい
る。平成２５年４月からは身体・知的障害対応型を３障害対応化し，相談窓口の拡充を
図った。

保健福祉局
障害保健福祉
推進室

③
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28
ホームレスの自立の支
援等

<事業目的>
　就労による自立意欲と能力を有するホームレスに対し，自立のための支援を強化する。

<取組実績>
・「京都市自立支援センター」において，就労による自立意欲と能力を有するホームレス
　を対象に，求職活動の拠点となる宿泊場所の提供を行うなど，就労による自立支援を行
　った（利用者数４０名）。
・多重債務等法律的な問題を抱えていることにより，自立が阻害されているホームレスの
　支援対策として，京都弁護士会の協力を得て，毎月1回，ホームレス無料法律相談事業
　を実施した（相談者数２１名）。
・自立に向けた意欲を喚起し，安定した生活につなげることを目的に，長期的な支援や相
　談を行うホームレス訪問相談事業を実施した（延べ相談件数５，７９６人）。

保健福祉局
地域福祉課

②

29
福祉ボランティアに関
する情報システムの活
用及び情報誌の発行

<事業目的>
　福祉を中心としたボランティア活動の情報収集・提供について支援を行う。

<取組実績>
　「京都市福祉ボランティアセンター」における情報システムの活用や情報誌の発行によ
り，福祉を中心としたボランティア活動の情報収集・提供について支援を行った。
１　情報システム
　・福祉ボランティア団体・活動情報サーチシステム登録（２０５団体）
　・福祉ボランティアに関する募集やイベント等の情報発信（７６２件）
　・ホームページアクセス数（９０，２７８件）
　・メールマガジン発行（５１回）
２　月刊ボランティアーズ京都（１１回：各９，０００部）

保健福祉局
地域福祉課

②

30
ボランティアに関する
各種講座の開催

<事業目的>
　福祉ボランティアに係る人材を養成する。

<取組実績>
　「京都市福祉ボランティアセンター」及び各区社会福祉協議会に設置している「区ボラ
ンティアセンター」において，福祉を中心としたボランティア活動の研修会・各種講座を
開催し，人材養成を行った。
１　京都市福祉ボランティアセンター事業
　・ボランティア実践講座（４回，延べ101名）
　・ボランティアコーディネータ－研修会（１回，44名）
　・情報保障支援講座（ノートテイカー養成）
　　　初心者編（１回，33名）
２　区ボランティアセンター事業
　・入門講座(１１区、55講座)
　・各種体験学習（１１区、31回）
３　京都市福祉ボランティアセンター，市・区社会福祉協議会等との共催
　・地域福祉・ボランティア活動カレッジ（３回シリーズ，述べ189名）

保健福祉局
地域福祉課

②

31
ひとり親家庭等医療費
支給事業

<事業目的>
　ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図る。

<取組実績>
　ひとり親家庭等の母又は父等と児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）及
び父母のない児童に対し，医療保険の自己負担額に相当する額を支給した。（所得制限あ
り）
　平成２５年８月から，父子家庭の児童とその父親等についても，新たに助成対象として
いる。
【実績】月平均受給者数　29,005人，1人当たりの助成額　37,405円

保健福祉局
地域福祉課

②

32 子ども医療費支給事業

<事業目的>
　子どもの保健の向上と福祉の増進を図る。

<取組実績>
　小学6年生までの子どもに対し，医療保険の自己負担額と，当該制度の一部負担金との
差額を支給した。（所得制限なし）
　平成２５年９月からは，３歳から小学校６年生までの子どもの通院医療費について，医
療機関等での窓口負担は１箇月１医療機関３，０００円までとなるが，複数医療機関を受
診するなど１箇月の自己負担額合計が３，０００円を超えた場合，超えた額を申請により
払い戻している。
【実績】月平均受給者数　125,400人，1人当たりの助成額　12,205円

保健福祉局
地域福祉課

②

33 老人医療費支給事業

<事業目的>
　高齢者（65歳～69歳）の保健の向上と福祉の増進を図る。

<取組実績>
　所得税非課税世帯に属する方又は寝たきり・一人暮らし・老人世帯に該当する方に対
し，医療保険の自己負担額と，当該制度の一部負担金との差額を支給した。（所得制限あ
り）
【実績】月平均受給者数　20,177人，1人当たりの助成額　76,674円

保健福祉局
地域福祉課

②

34
重度心身障害者医療費
支給事業

<事業目的>
　重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図る。

<取組実績>
　１級又は２級の身体障害者手帳を持っている方，知能指数（ＩＱ）が３５以下である
方，３級の身体障害者手帳を持ち，かつ知能指数（ＩＱ）が５０以下である方等に対し，
医療保険の自己負担額に相当する額を支給した。（所得制限あり）
【実績】月平均受給者数　12,407人　　1人当たりの助成額　177,435円

保健福祉局
地域福祉課

②
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35
重度障害老人健康管理
費支給事業

<事業目的>
　重度心身障害者の保健の向上を図り，福祉の増進に寄与する。

<取組実績>
　後期高齢者医療の資格を有する方で，１級または２級の身体障害者手帳を持っている
方，知能指数（IQ）が３５以下である方，３級の身体障害者手帳を持ち，かつ知能指数
（IQ）が５０以下である方等に対し，医療保険の一部負担金に相当する額を支給した。

保健福祉局
保険年金課

②

36
「国民健康保険の手引
き」（外国語冊子）の
配布

<事業目的>
　外国籍市民に対して国民健康保険制度の周知を図る。

<取組実績>
　外国籍市民向けに解説した冊子（英語，中国語，ハングル，日本語併記）を作成し，市
内の各大学，国際交流会館及び各区役所・支所で配布する。
　2年に一度作成しており，2５年度に8,000部作成を行った。次回は2７年度に作成する
予定である。

保健福祉局
保険年金課

②

37 里親支援事業

<事業目的>
　何らかの事情により，家庭で生活できない子どもたちを，できる限り家庭的な環境の中
で養育する制度である「里親制度」の普及のため，広く市民に対する里親制度の啓発や，
養育里親に対する研修を実施する。また，里親委託を推進するため，関係機関との連携・
調整や，里親相互の相談援助，交流促進など，里親に対する支援を総合的に推進する。

<取組実績>
　里親に関する講演会や出前講座，制度に関するパンフレットの作成・配布，フリーペー
パーへの記事掲載，養育里親，専門里親研修，里親家庭への訪問等による支援，相互交流
の支援（里親サロン等），家事養育支援等を実施。

保健福祉局
児童家庭課

①

38
子ども支援センターの
運営

<事業目的>
　「京都市未来こどもプラン」に掲げる市民・地域ぐるみで子育てを支えあう子育て支援
の風土作りのための，行政区レベルにおけるネットワークの拠点を構築する。

<取組実績>
各行政区・支所において，総合相談の実施の他，児童相談所や保健センター等の関係機関
との連携を図り行う育児支援家庭訪問事業や，地域子育て支援ステーションへの助言指
導，毎月発行する情報誌による市民啓発活動に取り組んだ。
　また，各センターの職員（支援第一係長，二法担当現業員，相談員，育児支援活動員，
地域活動員）を対象とした研修を毎月１回実施し，二法担当現業員を対象の研修について
は年４回実施した。

保健福祉局
児童家庭課

③

39
地域子育てステーショ
ンの設置

<事業目的>
　新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」「京都市未来こどもプラン」の重点施策と
位置付け，身近な地域における子育て支援に関わる相談・ネットワークの拠点として保育
所・児童館を「地域子育て支援ステーション」として指定している。

<取組実績>
　市内１７５箇所のステーションにおいて，子育て相談や子育て講座の開催，園庭開放及
び育児に関する情報提供等の事業を実施。
　また，事業担当者に対して，子育て支援等に関する研修を実施。

保健福祉局
児童家庭課
保育課

③

40
京都子どもネットワー
ク連絡会議

<事業目的>
　子どもと家庭に関わる行政機関，民間団体等が連携し，情報交換や様々な活動を行い，
子どもの健全育成・子育て支援の取組を進めていく。

<取組実績>
　全体会議１回
　京都やんちゃフェスタ第2部作業部会　2回

保健福祉局
児童家庭課

④

41
児童虐待防止に係る広
報啓発

<事業目的>
　児童虐待の早期発見及び通告義務について啓発する。

<取組実績>
　近隣府県及び政令指定都市と共同でポスター掲示（近畿圏のＪＲ・私鉄駅），公衆電話
ボックス等へのステッカー貼付を実施。また，京都府と啓発グッズ（ポスター，リーフ
レット，クリアファイル，マグネット等）のデザインを共同制作したほか，本市独自事業
として京都タワー前での啓発イベントの実施，啓発グッズの制作・配布，市バス・地下鉄
等におけるポスター掲示，回覧板による広報チラシの回覧を実施。

保健福祉局
児童家庭課

①

42
子どもを共に育む京都
市民憲章の推進

<事業目的>
　平成１９年２月に制定した「子どもを共に育む京都市民憲章」を普及啓発し，憲章の理念に基づく
実践行動を促すことにより，家庭，地域，学校，企業，行政など社会のあらゆる場において行動の輪
を広げ，「子どもを健やかに育む社会」の実現を目指す。

<取組実績>
・憲章の実践の推進に関する具体的方策及び条例の見直しについて検討を進め，「子どもを共に育む
京都市民憲章推進協議会」における審議（計７回），市民公聴会（３回）や市民フォーラム（１回）
の開催，パブリック・コメントの実施等を経て，平成26年３月，ソーシャルメディア対策や「真の
ワーク・ライフ・バランス」の一層の推進に係る規定等を盛り込む条例改正を行った。
・毎年度の具体的な実践方策である平成25年度「行動指針」を策定した（平成25年５月）。
・「実践推進者表彰」として，９団体に対して市長表彰を行った（平成26年２月）。
・「憲章の日」（毎年２月５日）を契機とした普及啓発活動として，実践推進者表彰式の開催（第17
回人づくりフォーラムと同時開催，平成26年2月23日，京都勧業館，参加者約500人），市政広報
板や地下鉄・市バス車内でのポスター掲示，市役所本庁舎でのパネル展示，図書館への憲章コーナー
設置，京都市情報館（ホームページ）や市役所庁内放送及び庁舎テレビモニターを活用した情報発信
等，様々な媒体を活用した広報を実施した。
・「京都やんちゃフェスタ2013」や「保育フェスタ」をはじめとしたイベントにおいて，啓発ブー
スの設置やリーフレット配布を行うとともに，区役所・支所におけるパネル展示，人づくりニュー
ス，家庭教育新聞「あしたのために」等によるＰＲ活動を展開した。
・普及促進協調期間（平成25年10月26日～平成26年２月５日）を設定し，全庁を挙げての取組は
もとより，市民団体等にも協調を働きかけ，市民と行政が協働した普及促進活動を行った。

保健福祉局
児童家庭課

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①
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43

「保育の主体は子ども
である」との視点から
の保育・指導計画に基
づく保育の実践

<事業目的>
　子どもが現在を最もよく生き，望ましい未来を創り出す力の基礎を培う。

<取組実績>
　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもプラン」を基本と
し，少子化など保育所を取り巻く実態や地域のニーズなどを十分に把握したうえで，保育
所ごとに策定する保育計画・指導計画によって，「保育の主体は子どもである」という視
点に立って，子どもの自主性，意欲を喚起し，子ども自身が選択することを重視した保
育，子ども一人一人の人格を尊重した保育を展開した。

保健福祉局
保育課
保育所

①

44
障害のある児童の保育
の充実

<事業目的>
　自分を大切に感じ，愛されているという自尊感情や自我を育み，人に対する愛情と信頼
感を育てるとともに，自主，協調の態度を養い，社会性の芽生えを培うため，人権を大切
にする心を育てる保育を推進し，「自立と共生」の関係づくりを行う。

<取組実績>
　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもプラン」を基本と
し，障害のある子どもの保育については，一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把
握し，適切な環境の下で，障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長でき
るような保育を展開した。

保健福祉局
保育課
保育所

①

45
幅広い地域からの入所
と交流

<事業目的>
　自分を大切に感じ，愛されているという自尊感情や自我を育み，人に対する愛情と信頼
感を育てるとともに，自主，協調の態度を養い，社会性の芽生えを培うため，人権を大切
にする心を育てる保育を推進し，「自立と共生」の関係づくりを行う。

<取組実績>
　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもプラン」を基本と
し，幅広い地域からの入所を受け入れることにより，子どもが人との関わりの中で，人に
対する愛情と信頼感，そして人権を大切にする心を育てるとともに，自主，自立及び協調
の態度を養い，道徳性の芽生えを培う保育を展開した。

保健福祉局
保育課
保育所

①

46
男女の共生を進める保
育の推進

<事業目的>
　自分を大切に感じ，愛されているという自尊感情や自我を育み，人に対する愛情と信頼
感を育てるとともに，自主，協調の態度を養い，社会性の芽生えを培うため，人権を大切
にする心を育てる保育を推進し，「自立と共生」の関係づくりを行う。

<取組実績>
　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもプラン」を基本と
し，保育士等は，子どもの性差や個人差にも留意しつつ，性別などによる固定的な意識を
植え付けることがないよう，配慮する保育を展開する。

保健福祉局
保育課
保育所

①

47
異文化を持つ人との共
生を進める保育の推進

<事業目的>
　自分を大切に感じ，愛されているという自尊感情や自我を育み，人に対する愛情と信頼
感を育てるとともに，自主，協調の態度を養い，社会性の芽生えを培うため，人権を大切
にする心を育てる保育を推進し，「自立と共生」の関係づくりを行う。

<取組実績>
　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもプラン」を基本と
し，保育士等は，子どもの国籍や文化の違いを認め，互いに尊重する心を育てるよう配慮
する保育を展開した。

保健福祉局
保育課
保育所

①

48
地域の保護者・児童の
自立の支援等

<事業目的>
　家庭環境に対する配慮や地域との連携などきめ細かな保育を必要とする子どもについ
て，家庭との密接な連携のもとに，日常生活の基礎的事項について子どもが十分に身に付
けることができるよう配慮した保育を行う。

<取組実績>
　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもプラン」を基本と
し，地域社会との交流や連携を図り，一人一人の保護者の状況やその意向を理解，受容
し，それぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら，様々な機会をとらえ，援助を行っ
た。

保健福祉局
保育課
保育所

①

49
地域子育て支援事業の
拡充

<事業目的>
　保育所に蓄積されている専門的な子育てにかかわる知識や情報を地域に広げ，すべての
子どもの育ちと親の子育て支援に取り組むため，新「京・子どもいきいきプラン」の重要
施策である「子どもネットワーク」の地域レベルのネットワークとして事業を実施。

<取組実績>
　昨年度実施した各保育所での子育て講座等の実績を踏まえ，出産後の子育て不安を抱く
夫婦に様々な講座や体験教室を開くことにより，継続して子育ての不安の軽減を図った。
・地域子育て支援拠点事業実施箇所　１７箇園

保健福祉局
保育課
保育所

①

50
子育て学習会・子育て
講演会の開催

<事業目的>
　子育て学習会等を通して保護者や住民の育児力向上を図る。

<取組実績>
　子どもの人権，児童虐待，障害のある子どもの保育など，人権に関わる問題について学
習機会を提供する。昨年度の研修の実績を踏まえ，アンケートや参加人数により今後更に
充実させるべく内容を吟味した。
・実施回数　151回，参加者数述べ　3,403人

保健福祉局
保育課
保育所

①
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51 保護者会活動の支援

<事業目的>
　子どもを慈しみ育むために，親子が他の家族とともに一緒に過ごす時間を持つような事
業を実施する。

<取組実績>
　育児講座や親子の集いなど，継続して保護者会活動の支援を行った。
・実施事業　２３事業，参加者数　8,179人

保健福祉局
保育課
保育所

①

52
保育所に関する外国語
パンフレット等の配布

<事業目的>
　本市に在住する外国人の方に，保育所や昼間里親に関する情報を効果的に発信する。

<取組実績>
　本市に在住し，保育所，昼間里親への入所を希望する外国人の方向けに，保育所制度や
入所手続等を説明した外国語版「保育所入所申込みのご案内」（5箇国語）を配布する。
　また，福祉事務所での窓口業務や保育所，昼間里親での保育の際に，外国人の保護者，
児童と円滑なコミュニケーションが図れるよう外国語版「保育所ガイドブック」（5箇国
語）を活用した。

保健福祉局
保育課

②

53 保育所職員研修

<事業目的>
　「子ども主体の保育」「人権を大切に育てる保育」を子どもや保護者と適切に関わって
実施するとともに，多様な保育ニーズに対応する「地域子育て支援」を推進する。

<取組実績>
　把握，分析，処理する力，業務に対する意欲，専門的な知識や技術，広い視野と豊かな
人間性を持つ職員を育成する。
　昨年度の研修の実績を踏まえ，「子ども主体の保育」「人権を大切に育てる保育」を職
員が保育所において実践できるように，今年度も保育課主催・保育所内部での自主研修・
保育所への講師の派遣など様々な方法により研修を実施した。
・実施回数　115回，参加者数述べ　2,359人

保健福祉局
保育課

④

54

児童虐待防止等に関す
る関係機関職員，民
生・児童委員等に対す
る専門研修の実施

<事業目的>
　児童虐待防止等に関する活動を効果的に行う。

<取組実績>
　教職員，施設職員，民生・児童委員等を対象とした講師派遣を20回実施し，児童虐待の
早期発見・早期対応等，児童相談所と一体となった援助活動を実施できるよう専門的な研
修を実施した。

保健福祉局
児童福祉セン
ター

④

55
「児童虐待防止SOS
専用電話の設置」

<事業目的>
　児童虐待に対して迅速かつ的確に対応する。

<取組実績>
　児童虐待に関する通告や相談などを受付ける専用電話（℡801-1919）を設置
（平成13年6月25日）し，夜間・休日を含む24時間体制で迅速かつ的確に対応した。
【実績】
　相談受付件数　2,040件

保健福祉局
児童福祉セン
ター

③

56
虐待相談ホームページ
の開設

<事業目的>
　虐待の未然防止と早期解決を図る。

<取組実績>
　虐待をしてしまいそう，してしまったと悩む保護者が，インターネットのホームページ
上で様々な子育て支援情報や子育てへのヒントを気軽に閲覧することにより，自身の問題
解決の一助としていただくとともに，虐待を知った市民の市への通告方法等についての情
報提供を行った。
【実績】
　アクセス件数　124,015件

保健福祉局
児童福祉セン
ター

③

57
児童虐待に関する職員
の専門性の向上

<事業目的>
　虐待ケースの処遇の向上を図る。

<取組実績>
　児童虐待の防止に向けて，日常の業務の中で大きな課題となっている虐待家庭の支援，
児童福祉法及び虐待防止法の改正等をテーマに，児童福祉センター職員を対象とした研修
を実施し，虐待ケースの処遇向上を図った。
【実績】
　　８月　「性的虐待対応ガイドライン研修」
　　　　　（講師：日本子ども家庭研究所　山本恒雄）
　　９月　「初期被害調査面接研修」※２日間
　　　　　（講師：日本子ども家庭研究所　山本恒雄）
　１１月　「児童虐待事案対応合同訓練（臨検・捜索のロールプレイング等）」
　　　　　（京都府警察本部少年課少年サポートセンターと合同開催）
　　１月　「司法面接研修」※２日間
　　　　　（講師：北海道大学司法面接支援室　教授　仲真紀子 他）

＊上記の他，社会福祉法人横浜博萌会「子どもの虹情報研修センター」作成の研修用ＤＶ
Ｄ視聴による所内研修会を４回開催。

保健福祉局
児童福祉セン
ター

③
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58 児童相談所の体制強化

<事業目的>
　近年，増加傾向にある児童虐待に係る相談・通告に対し迅速かつ適切な対応を行うとと
もに，対応後のフォローを含めて一貫した取組を行うことができるよう，児童相談所及び
第二児童相談所の機能充実を図る。

<取組実績>
　児童相談所及び第二児童相談所においては，これまでから国の基準を大きく上回る児童
福祉司を配置するなど，増加する児童虐待に係る相談や通告に対応してきた。
　平成２５年度においては，児童福祉センターと第二児童福祉センターを併せて，児童福
祉司を平成２４年度の５２名から５５名に，児童心理司を１６名から１７名に増員し，対
応の強化・充実を図った。
　また，一時保護期間が長期化する傾向にあり，一時保護所「すばるホーム」における学
習指導の取組の充実が求められている中，新たに専任の学習指導員を２名配置するととも
に，一時保護所内に学習室を整備するなど，入所児童の個別の状況や特性，学力を考慮し
たきめ細かな学習保障を実現した。

保健福祉局
児童福祉セン
ター

④

59
～地域で気づき・つな
ぎ・支える～認知症総
合支援事業

<事業目的>
　認知症の早期発見・早期相談・早期診断の連続した支援に対応するため，地域全体で認
知症の人やその家族を支え合う取組を進める。

<取組実績>
・市民の認知症に対する早期発見・早期相談を促すため，京都府医師会及び認知症疾患医
療センター京都府立医科大学附属病院の監修を受け，認知症の初期症状を簡単に自己診断
できる「認知症？『気づいて相談！』チェックシート」を作成・配布した。
・高齢サポート（地域包括支援センター）等の介護・福祉職が認知症相談を行う際に必要
な情報をまとめた「認知症相談支援ガイドブック」を5,000部作成・配布した。
・医療と介護の連携体制構築を目的としたモデル事業を公募し，６箇所で実施した。
・認知症に関する知識や正しい理解の更なる普及のため「認知症フォーラムinきょうと」
（参加者353名）の開催や，市民しんぶん区版２月１５日号にて認知症啓発記事の挟み込
みを実施。
・その他，若年性認知症の支援に係る検討や窓口案内ガイドの作成，認知症ケアにおいて
多職種が協働するための「認知症ライフサポート研修」（参加者104名）をモデル実施し
た。

保健福祉局
長寿福祉課

④

60
京都市高齢者虐待シェ
ルター確保事業

<事業目的>
　虐待シェルター確保事業を実施し，高齢者の生命・身体の安全を確保する。

<取組実績>
　介護保険の要介護認定で要支援又は非該当（自立）と認定され，施設サービスを利用で
きない高齢者等が，一時的に虐待から逃れるための居室の確保を図った。
　○　平成２５年度利用件数　７件

保健福祉局
長寿福祉課

②

61
高齢・障害外国籍市民
福祉サービス利用サ
ポート助成事業

<事業目的>
　言葉や日常生活習慣の違いにより，保健福祉サービスの利用が困難な高齢又は障害のあ
る外国籍市民の日常生活における不安や悩みの解消を図る。

<取組実績>
　外国語によるコミュニケーションが可能な支援員による訪問・支援活動等（訪問活動等
８０１件）を行う団体に助成金を交付した。

保健福祉局
長寿福祉課

③

62 高齢者虐待防止事業

<事業目的>
　高齢者が住み慣れた地域において，尊厳が保たれ，安心して生活できる地域社会の構築
を目指す。

<取組実績>
　高齢者虐待の防止を目的として，一般市民に対する広報・啓発としてのリーフレット作
成，講演会の開催を行うとともに，養護者や高齢者福祉に携わる関係者等に対する研修を
実施した。

保健福祉局
長寿福祉課

①

63
認知症あんしん京（み
やこ）づくり推進事業

<事業目的>
　高齢者が認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを行う。

<取組実績>
　認知症に対する正しい知識や具体的な対応方法等を学び，地域や職域などで認知症高齢
者や家族などを見守る「認知症あんしんサポーター」や，認知症あんしんサポーター養成
講座の講師となる「認知症あんしんサポートリーダー」を養成した。また，認知症の診察
に習熟し，かかりつけ医への助言その他支援を行う「認知症サポート医」を５名養成する
とともに，「認知症サポート医フォローアップ研修」を実施し，医師29名（うちサポート
医15名）が受講した。さらに，「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を実施し，医師
62名が受講した。
　○平成25年度実績
　　・認知症あんしんサポーター講座　実施回数213回　養成人数7,399人
　　・認知症あんしんサポートリーダー養成講座　実施回数2回　養成人数139人

保健福祉局
長寿福祉課

①

64
京都市成年後見支援セ
ンターの設置・運営

<事業目的>
　今後，高齢者世帯や認知症高齢者が増加する中で，一層高まる成年後見制度の需要に対
応するため，制度に関する相談からその利用までの一貫した支援を行う。

<取組実績>
　長寿すこやかセンター内に設置した「京都市成年後見支援センター」において，必要な
支援を行った。
　○　平成25年度相談件数
　　・新規相談　508件
　　・継続相談　133件

保健福祉局
長寿福祉課

②
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65 市民後見人の養成

<事業目的>
　今後，高齢者人口の増加による成年後見制度利用者の増加に伴い，不足することが見込
まれる後見人の確保に資するとともに，専門職の後見人と比べて後見人報酬が低額であり
費用負担が困難な市民の制度利用の促進につながることから，市民後見人を養成する。

<取組実績>
　「市民後見人養成講座」を開催し，家庭裁判所や弁護士会，大学等の各関係団体の協力
を得ながら，市民後見人の養成を行った。
　○　平成25年度修了者数　23名

保健福祉局
長寿福祉課

②

66 敬老乗車証の交付

<事業目的>
　高齢者の生きがいづくりや介護予防に役立てる。

<取組実績>
・129,228名に敬老乗車証を交付した（平成25年10月末現在）

保健福祉局
長寿福祉課

②

67
シルバー人材センター
への助成

<事業目的>
　概ね６０歳以上の高齢者の労働能力を活用し雇用関係でない臨時的かつ短期的な就業を
とおして，追加的収入を得るとともに，自らの生きがいの充実や積極的な社会参加を図
る。

<取組実績>
　地域に密着した仕事を提供する「シルバー人材センター」への支援を行うことで，高齢
者の積極的な社会参加を図った。

保健福祉局
長寿福祉課

②

68
老人福祉センターの運
営

<事業目的>
　高齢者の健康で明るい生活を支援する。

<取組実績>
　高齢者の健康の増進，教養の向上及びレクリエーションのための場所や機会を提供する
とともに，各種の相談に応じた。
　○　平成25年度利用者数６０５，８０５人

保健福祉局
長寿福祉課

②

69 老人いこいの家の設置

<事業目的>
　高齢者が安寧な毎日が送れるよう，静かで快適な環境を提供する。

<取組実績>
　老人いこいの家を設置し，高齢者の憩いと静養の場を確保するため，施設の提供を行っ
た。

保健福祉局
長寿福祉課

②

70
老人クラブへの活動費
補助

<事業目的>
　老人クラブの多彩な活動を支援し，高齢者の積極的な社会参加及び生きがいの充実を推
進する。

<取組実績>
　同一地域内に住む概ね６０歳以上の方が集まり，社会奉仕活動，教養講座開催，健康増
進活動を行う老人クラブに対し，活動費の一部を補助した。

保健福祉局
長寿福祉課

②

71
老人クラブハウスへの
助成

<事業目的>
　高齢者の生きがいづくりの充実を図る。
　
<取組実績>
　高齢者の集会，クラブ活動及び慰安の場として，高齢者の生きがいを高めるために設置
された老人クラブハウスに対し助成した。
　○　平成25年度助成件数103箇所

保健福祉局
長寿福祉課

②

72
老人スポーツの普及事
業

<事業目的>
　高齢者の健康保持と生きがいを高めるため，老人スポーツの普及振興を図る。

<取組実績>
　 各区において老人スポーツの普及事業を１年を通じ実施した。
　○　平成25年度参加人数9,959人（各区合計）

保健福祉局
長寿福祉課

②

73
高齢者・障害者権利擁
護推進事業

<事業目的>
　認知症高齢者，知的障害者及び精神障害者の権利が擁護され，住み慣れた地域で安心し
て生活を送ることができる社会を構築する。

<取組実績>
　「京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議」において，関連団体の連携の
在り方等について検討を行い，また，市民や介護職員等への啓発を行うなど，高齢者･障害
者の権利擁護対策の推進を図った。
　平成24年度の実績を踏まえ，「京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会
議」，成年後見セミナー，高齢者虐待に関する研修及び講演等の開催により，関係団体と
の連携を密にし，今後，より一層の市民啓発を図った。
　○　平成25年度実績
　　・京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク運営会議及び連絡会議の開催（各1
回）
　　・市長申立件数118件（高齢者97件，知的障害者13件，精神障害者8件）
　　・後見人報酬等公費助成件数（高齢のみ）
　　　　申立費用5件
　　　　後見人等報酬115件

保健福祉局
障害保健福祉
推進室
長寿福祉課

②

74
市民すこやかフェアの
開催

<事業目的>
　市民が気軽に参加できる催しを通じ，長寿社会を考える機会の提供を図る。

<取組実績>
　高齢者をはじめ，あらゆる世代の市民が，スポーツや文化活動を通じて交流し，「明る
く豊かな長寿社会」を考える契機となるイベントとして，第22回市民すこやかフェア２０
１３を平成25年８月３１日，９月１日に開催した。
　○　参加者数２１，０００人

保健福祉局
長寿福祉課

①
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75
老人の日記念行事を通
じた取組

<事業目的>
　広く市民が高齢者の福祉についての関心と理解を深め，かつ，高齢者が自らの生活の向
上に努める意欲を高める。

<取組実績>
　敬老記念品贈呈事業
　　内容：当該年度中に100歳となる長寿者を祝い，敬老記念品を贈呈する。
　　対象者：大正２年４月１日から大正３年３月３１日までに出生した者　３４９人
　　記念品：京象嵌（飾額）

保健福祉局
長寿福祉課

①

76
ねんりんピックへの選
手派遣

<事業目的>
　京都市における高齢者の生きがいの充実，社会参加の推進等を図る。

<取組実績>
　健康及び福祉に関する積極的かつ総合的な普及啓発活動の展開を通じ，高齢者を中心と
する国民の健康の保持・増進，社会参加，生きがいの高揚を図り，ふれあいと活力のある
長寿社会の形成に寄与する全国健康福祉祭に京都市代表選手団を派遣した。
　○　派遣人数１４８人（高知）

保健福祉局
長寿福祉課

①

77
介護保険パンフレット
の外国語版，点字版の
配布

<事業目的>
　外国籍の方及び障害のある方に対して，制度の周知を図り，理解を深める。

<取組実績>
　介護保険制度のしくみ等を説明したパンフレットの外国語版（英語，中国語，ハング
ル，日本語併記）及び点字版を配布した。

保健福祉局
介護保険課

②

79
精神保健福祉に関する
映画・ビデオ等の収
集，提供

<事業目的>
　精神保健福祉について，市民や医療機関に啓発する。

<取組実績>
　市民対象の講演会やイベント，医療機関にＤＶＤ等を貸出し，精神保健福祉に関しての
啓発を行った。
　貸出件数：　２０件（ＤＶＤ４件，自殺予防対策パネル１６件）

保健福祉局
こころの健康
増進センター

①

80
京都市精神保健福祉ボ
ランティア連絡協議会
活動支援

<事業目的>
　①市内で活動する精神保健福祉ボランティアグループ間の交流・学習等を促す。
　②精神に障害を持つ方に関する市民への啓発活動。
　③精神保健福祉ボランティアの養成，育成を行う。
　
<取組実績>
　京都市精神保健福祉ボランティア連絡協議会の活動を支援することにより，下記の精神
保健福祉に関する啓発活動等を行った。
　①幹事会の開催　１２回
　②風に出会う会（市民と障害者の交流会）１回　１３３人
　③精神保健福祉ボランティア養成講座　　６回　　７８人
　④通信の発行　　１回

保健福祉局
こころの健康
増進センター

①

81 精神障害者法律相談

<事業目的>
　精神に障害のある方の人権を擁護し，地域社会における自立，社会参加を支援する。

<取組実績>
　法律相談件数　　４１件

保健福祉局
こころの健康
増進センター

③

82 精神保健福祉相談事業

<事業目的>
　市民の方の心の悩みから保健，医療，福祉，社会参加に至る幅広い相談に応じる。

<取組実績>
　電話相談　　５，１７９件　　来所相談　　９９４人

保健福祉局
こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

③

83
精神障害者訪問指導事
業

<事業目的>
　精神に障害のある市民を援助する。

<取組実績>
　各保健センター・支所の精神保健福祉相談員・保健師が中心となって，精神に障害のあ
る市民の家庭の訪問活動を強化し，本人の状況，家庭環境，社会環境などの実情を把握
し，医療，日常生活，社会復帰等について相談援助を行った。

保健福祉局
こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

③

78
講演会及びシンポジウ

ムの開催

<事業目的>
　市民等に対して，心の健康問題，精神疾患及び精神障害者への理解，自殺に関する問題
を深める。

<取組実績>
○自殺予防と自死遺族支援のための府民・市民シンポジウム（9月15日開催１５８名）
○アルコールと健康を考えるセミナー（１０月１８日開催１５４名）
○若者の薬物問題について考える講演会（１１月２８日開催８３名）
○ゲートキーパー研修会（民生児童委員を含む）（11月12日　285名）
○ゲートキーパー研修会（理容関係）（9月2日開催２８９名）
○ゲートキーパー研修会京都大学附属病院（医療従事者）への研修（6月7日開催１２１
名）
○貧困を考える連続市民シンポジウムへの研修（２月１４日開催４６名）
○ゲートキーパー研修会（寺社教会関係者向け）（２月１７日開催　４６名＋１８名）
○ゲートキーパー研修会（地域で活躍する医療関係者等向け地域包括支援センター等）
（12月5日開催７０名）
○相談業務従事者向け研修会　（５月２４日開催47名）
○総合相談会，相談電話等の相談従事者への研修（８月２日開催２７名）
○総合相談会，相談電話等の相談従事者への研修，各大学の就活やメンタルにかかわる担
当職員も参加　（３月１９日開催３１名）
○自死遺族支援の理解を深めるための研修会の実施(相談機関,地域役員等)２月２４日開催
３９名
○思春期・青年期のこころの健康について考える講演会」２月５日開催２１２名

保健福祉局
こころの健康
増進センター

①
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84
精神障害者社会復帰相
談指導事業

<事業目的>
　グループ活動等を通じて，精神に障害のある方の社会復帰及び就労準備等の促進を図
る。

<取組実績>
　各保健センター・支所において，毎月3回の相談指導事業を実施した。

保健福祉局
こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

③

85
京都市精神障害者社会
適応訓練事業

<事業目的>
　精神に障害を持つ市民が本格的に就労する際に必要となる能力（集中力，対人能力，仕
事に対する持久力，環境適応能力など）を養い，就労を通じた社会参加と生活の自立を目
指す。また，精神に障害を持つ訓練生に対する理解を深める。

<取組実績>
訓練登録者数：18人　訓練述べ日数：1,545日　　協力事業所登録数：６１箇所
社会適応訓練事業主研修会：平成２６年２月５日開催　参加者数：24名

保健福祉局
こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

③

86
精神障害者社会復帰施
設及び共同作業所等職
員研修会

<事業目的>
　精神に障害を持つ市民の社会参加や就労訓練等の支援に取り組む職員が，具体的な知
識・方法を身につけるとともに，関連施設職員間の交流・情報交換・連携を目的とする。

<取組実績>
　平成２５年６月１９日開催　　参加者数：25名

保健福祉局
こころの健康
増進センター

④

87
こころのふれあいネッ
トワークの構築

<事業目的>
　精神保健福祉施策への市民参加を促進する。

<取組実績>
　関係機関・団体の参加及び協力を得て，精神障害に関する講演会・学習会等の開催，区
民ふれあいまつりなどの交流イベントの活用・開催，ネットワークを通じた各種の情報交
換，サロンの活動支援，ボランティアの育成，保健センターにおける地域精神保健福祉事
業への参加など，様々な地域啓発活動の充実を図った。

保健福祉局
こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

④

88
こころのふれあいネッ
トワーク構成員の区民
ふれあい事業への参加

<事業目的>
　市民が気軽に参加できる催しを通じて精神障害について考える機会の提供を図る。

<取組実績>
　精神障害について市民への啓発を行うために，区民ふれあいまつりなどの交流イベント
等を活用し，様々な地域啓発活動を推進した。

保健福祉局
こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

①

89
機関紙「こころここ」
及び啓発冊子の発行

<事業目的>
　精神障害者に対する市民への啓発を行うとともに，社会資源などの情報提供をする。

<取組実績>
　①センター機関紙「こころここ」の発行　２回　　各４，５００部（点字版７０部）
　②市民しんぶん挟み込み　　　           　２回　　各６４万部

保健福祉局
こころの健康
増進センター

①

90
精神保健福祉相談員及
び関係職員の研修

<事業目的>
　保健センター・福祉事務所・教育機関等の職員が，精神疾患や精神障害者に対して正し
い知識や理解に基づいて，業務を実施することができるよう研修会等を実施する。

<取組実績>
　①新規採用者研修　　　　　１回　１０人
　②精神保健福祉実践研修　　１回　４９人
　③薬物問題を考える講演会　１回　２６人
　④思春期・青年期の精神保健講座，講演会　２回　１５６人
　⑤アルコールと健康を考えるセミナー　　　１回　　４９人
　⑥自殺予防・自死遺族支援相談従事者研修会２回　　６４人
　⑦精神保健福祉相談員研修
　⑧保健師研修
　⑨精神保健福祉相談員研修会　　４回　参加者５９人
　⑩地域精神保健福祉活動に係る保健師業務研修会　　２回　参加者３７人

保健福祉局
こころの健康
増進センター

④

91
こころのふれあいネッ
トワークによる学習会
の実施

<事業目的>
　精神に障害のある市民に対する正しい知識の普及・啓発を目的とする。

<取組実績>
　開催日：平成２６年２月２０日（木）　午後２時～４時
　参加人数：７４人
　開催場所：むすびわざ館

保健福祉局
こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

①

92
精神障害者バレーボー
ル京都市大会の開催

<事業目的>
　精神に障害のある市民がスポーツを楽しむ機会と環境を整備し，精神障害者スポーツ活
動の普及及び振興を図ることにより，精神に障害のある市民の社会参加を推進する。

＜取組実績＞
　大会（第９回）開催日：平成２５年１２月１２日
　参加チーム1数：１4チーム
　場所：島津アリーナ京都（京都府立体育館）
　参加者の技術向上のニーズに対し，練習機会の整備を行った。

保健福祉局
こころの健康
増進センター

③

93

精神障害者地域移行・
地域定着支援事業の地
域移行支援協議会への
参画

<事業目的>
　精神科病院に入院している精神に障害のある市民が本人の意向に即して，地域で充実し
た生活ができるよう，精神科病院から地域生活への移行に向けた支援並びに地域生活を継
続するための支援をする。

<取組実績>
　行政，精神科病院，相談支援事業者，福祉サービス事業者及びピアサポーター等で構成
される地域移行支援実務者会議に参画し，事業の運営・内容の検討，関係機関との連絡調
整，懸案事項の協議等を行った。
　平成2５年度地域移行支援実務者会議開催回数：12回

保健福祉局
こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

③
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

94
統合失調症の市民のた
めの就労支援講座

<事業目的>
　精神障害者の社会復帰及び就労基準の促進を図る。

＜取組実績＞
平成２５年9月１１日開催　テーマ「病気とつきあいながら働く」　参加者：58名
平成２６年2月１２日開催　テーマ「病気とつきあいながら働く方とその雇用者，支援者
の体験談」パネルディスカッション　参加者：67名

保健福祉局
こころの健康
増進センター

①

95
精神障害者雇用支援連
絡協議会

<事業目的>
　精神障害者に対して職場復帰，雇用促進及び雇用継続等の雇用の各段階に応じた効果的
な支援を実施する。

＜取組実績＞
開催日：平成２５年６月7日及び平成２６年２月２８日
場　所：京都障害者職業センター

保健福祉局
こころの健康
増進センター

④

96
地域リハビリテーショ
ン交流セミナー

<事業目的>
　医療，福祉のみならず，様々な角度から地域リハビリテーションの推進を図り，障害の
有無に関わらず豊かに生活できる環境づくりを目的としている。

＜取組実績＞
　地域リハビリテーションの推進と障害の有無に関わらず豊かに生活できる環境づくりを
目的として，平成２６年３月22日に京都市身体障害者リハビリテーションセンターで開催
した「気持ちはダンクシュート！～エンジョイ車椅子バスケット～」において，車椅子バ
スケットボールチームと一般の参加者（約30名）との交流を通じて，障害に対する理解を
図った。

保健福祉局
身体障害者リ
ハビリテー
ションセン
ター

①

97 若杉祭の開催

<事業目的>
　地域住民等との交流を図ることにより，利用者に対して身近な地域社会への参加を
支援すると共に，多くの市民の方に障害者福祉についての理解を深める。

<取組実績>
　平成２５年１０月１９日（土）に開催。今回初めての取組として，１年間を通じて学園
内での利用者の日常活動を撮影した写真をパソコンに取り込み，「スライドショー」方式
で上映し，保護者をはじめとする来園者に新しい方法での情報発信を試みたところ，家庭
ではわからない利用者の学園での表情や活動内容などがよくわかって良かったという評価
をいただいた。

＜次回予定＞
　平成26年11月8日（土）

保健福祉局
若杉学園

①

98
ＡＩＤＳ文化フォーラ
ムｉｎ京都の共催

<事業目的>
　「エイズ問題の啓発」「性の多様性の理解」「共に生きること」を目的とした講演や
ワークショップを実施する。

<取組実績>
　平成２３年度から毎年１０月にエイズに関わる各種団体・個人が集まりＡＩＤＳ文化
フォーラムｉｎ京都を開催しており，本市も共催として参画している。平成２５年度も引
き続き参画し，講演会等による啓発及び，臨時のＨＩＶ検査を実施した。
（検査受検者：６０名）

保健福祉局
保健医療課

①

99
HIV検査普及週間にお
ける検査・啓発体制の
拡充

<事業目的>
　ＨＩＶやエイズに関する関心を喚起し，ＨＩＶ検査の浸透・普及を図るために国が提唱
している検査普及週間において，感染不安を持つ市民を対象に，ＨＩＶ啓発体制を拡充す
る。

<取組実績>
 　ＨＩＶ検査の普及を図るため，感染不安を持つ市民を対象に下京保健センターにおいて
無料・匿　名の夜間HIV即日・性感染症検査を６月に臨時で実施した。
（検査受検者：２９名）

保健福祉局
保健医療課

③

100
世界エイズデー街頭啓
発事業

<事業目的>
　エイズについて正しく理解し，エイズ蔓延防止と感染者・患者の差別・偏見の解消を図
る。

<取組実績＞
　12月1日世界エイズデーの関連事業として京都駅前広場において街頭啓発キャンペーン
を実施したほか，ラジオＣＭ，地下鉄への啓発ポスターの掲出，臨時夜間ＨＩＶ即日検
査・性感染症検査を実施した。（検査受検者：３８名）

保健福祉局
保健医療課

①

101
エイズ相談・カウンセ
リング体制の充実

<事業目的>
　エイズ患者・ＨＩＶ感染者に対する差別・偏見を解消する。

<取組実績>
　市内各保健センター・支所・保健医療課において，エイズ相談を実施した。また，ＨＩ
Ｖ検査時には，保健師及び医師が，正しい知識の普及と不安を軽減できるようカウンセリ
ングを実施した。（相談件数：４６０件）

保健福祉局
保健医療課

③

102
エイズ啓発パンフレッ
ト作成・配布

<事業目的>
　エイズに関する正しい知識を伝え，エイズ蔓延防止と，エイズ患者・ＨＩＶ感染者に対
する差別・偏見を解消する。

<取組実績>
　エイズ啓発パンフレットを市内高校，大学・短期大学，成人式参加者等に配布し，市民
向けの配布のために保健センター窓口に設置した。（市内高校５５か所　1,600部，短
大・大学８３か所　23,000部，成人式100部）

保健福祉局
保健医療課

①
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

103 「HIV土曜検査」の拡
充

<事業目的>
　保健センターにおいて，感染不安を持つ市民を対象に無料・匿名で実施するＨＩＶ検査
について，更なる受検機会の確保を図る。

<取組実績>
　保健センターにおいて検査を実施すると共に下京保健センターにおいて夜間即日ＨＩＶ
検査を，京都工場保健会において土曜日に即日ＨＩＶ検査を実施した。（受検者数：
3,635名）

保健福祉局
保健医療課

③

104
エイズ専門講師による
担当職員研修会

<事業目的>
　保健センターにおけるエイズ相談・カウンセリング体制を充実させる。

<取組実績>
　国が実施する研修会へ担当職員を派遣し，派遣した職員による担当者研修，及び外部専
門講師を招いた研修会を実施した。

保健福祉局
保健医療課

④

105
家庭動物相談所職員の
研修

<事業目的>
　職員の人権意識を高める。

<取組実績>
　5月の憲法月間と１２月の人権月間を中心に研修会を実施し，所属職員10人に対し人権
意識高揚に繋がる研修を実施。

保健福祉局
家庭動物相談
所

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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都市計画局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
人権キャンペーン（Ｒ
ＣＶ）広報

<事業目的>
　市民に，日常生活の中で人権の大切さを再認識していただく契機を提供することを目的
として，人権啓発に関する番組を放映する。

<取組実績>
　 洛西ケーブルビジョンにおいて，「人権月間啓発キャンペーン」番組を放映し，洛西
ニュータウン内の住民に広く呼び掛けた。
【実績】
放映時期：平成２５年１２月１日から１２月３１日
　　　　　１５秒×５回／日×３１日間

都市計画局
都市総務課

①

2
バリアフリーに配慮し
た建築物の整備の促進

<事業目的>
　すべての人が安全で快適に利用できる都市の施設と空間が整ったまちづくりの推進を図
る。

<取組実績>
　建築物を建築する際には，京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例に定める
施設整備基準に適合するよう協議・指導を行った。（協議書交付件数：５５８件）
　また，「みやこユニバーサルデザイン優良建築物顕彰制度」の普及啓発により，バリア
フリー整備の一層の促進を図った。(優良プレート交付件数：５４件，適合ステッカー交付
件数：２０９件)

都市計画局
建築審査課

②

3
「市営住宅住まいのし
おり」外国語版の配布

<事業目的>
　市営住宅に居住する外国人にも，適切かつ正確な情報を提供し，公平な情報の提供を図
るため。

<取組実績>
　市営住宅に居住する外国人向けに「市営住宅住まいのしおり」外国語（英語・中国語・
ハングル）版を作成し，希望者に配布した。

都市計画局
住宅管理課

②

4
交通バリアフリーの推
進

<事業目的>
　高齢者や障害のある方をはじめ，すべての人が安心・安全で円滑に移動することのでき
る社会を実現するため，駅や道路等のバリアフリー化を推進する。

<取組実績>
　平成２５年度は，ＪＲ藤森地区，深草地区，西院地区のバリアフリー化に向けた整備内
容等を定める「移動等円滑化基本構想」を策定するとともに，市民がお互いに理解し，支
え合う，「心のバリアフリー」を推進するため，「心のバリアフリーハンドブック」を作
成した。
　また，平成２５年３月策定の太秦地区及び大宮地区の「移動等円滑化基本構想」に基づ
き，各鉄道事業者が実施するＪＲ太秦駅及び阪急大宮駅のバリアフリー設備の整備費につ
いて補助金を交付した。
　併せて，１日の利用者数が１万人以上の鉄道駅のホームにおける旅客の転落防止対策を
推進するため，鉄道事業者が実施するＪＲ山科駅における内方線付き点状ブロックの整備
費について補助金を交付した。

都市計画局
歩くまち京都
推進室

②

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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建設局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
「人にやさしいみちづ
くり」の推進

<事業目的>
　歩道の段差や勾配の解消を図り，どのような人にとっても暮らしやすい社会を実現す
る。

<取組実績>
　歩道の段差，勾配改善　　　　　　　　　３箇所
　視覚障害者誘導用点字ブロックの設置　　２箇所

建設局
道路環境整備
課
土木管理課

②

2

「京都市みやこユニ
バーサルデザイン推進
条例」，「京都市人に
やさしいまちづくり要
綱」に基づく公園整備
の推進

<事業目的>
　誰もが安心して円滑に利用できる公園の整備を図る。

<取組実績>
　大藪公園，下庄田公園の新設整備及び静原公園，住吉公園，西新屋敷公園の再整備を行
なった。

建設局
みどり政策推
進室

②

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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会計室
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1 職員研修

<事業目的>
　研修の機会を通して，職員一人一人の意識の向上を図る。

<取組実績>
　・憲法月間において，人権に対する認識を深めるための職場研修を実施
   　内容：講演
   　日時：９月２日（月）
   　参加者：２４人
 
　・人権月間において，人権に対する認識を深めるための職場研修を実施
　　内容：ビデオ・講義
　　日時：１２月２６日（木）
　　参加者：２４人

会計室 ④

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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北区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
市民しんぶん区版への
人権啓発記事の掲載

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　区民に対して人権尊重の意識高揚を図ることを目的に，市民しんぶん区版において｢憲法
月間」「人権月間」の時期を中心に，人権啓発に関する記事を掲載した。

市民しんぶん北区版への掲載記事
　　５月１５日号…憲法月間街頭啓発
　１１月１５日号…北区「人権のつどい」
　　　　　　　　　北区ハートスポット・スタンプラリー
　　　　　　　　　人権啓発作品展

北区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

2 憲法月間街頭啓発

<事業目的>
　基本的人権に対する正しい理解と認識を深め，すべてのひとの人権が尊重される地域社
会の実現を目指し，区民の人権擁護意識のより一層の普及と高揚を図る。

<取組実績>
　基本的人権に対する正しい理解と認識を深め，すべてのひとの人権が尊重される地域社
会の実現を目指す取組の一環として．憲法月間に街頭啓発を実施した。

　日時：５月２４日
　場所：キタオオジタウン，北野白梅町
　参加人数：３６人

北区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3
区民ふれあいまつりに
おける舞台での人権啓
発

<事業目的>
　多数の区民に人権に関する情報を提供する。

<取組実績>
　多数の区民の参加が見込める「北区民春まつり～ふれあいまつり２０１３～」におい
て，舞台での人権啓発を行った。
　　日時：６月９日
　　場所：船岡山公園内
　　内容：ＮＰＯ法人スウィングによる，障害福祉に関する寸劇実演（ゴミコロレン
　　　　　ジャー）を行った。

北区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4
北区ハートスポット・
スタンプラリー

<事業目的>
　基本的人権に対する理解や認識を深める機会を提供する。

<取組実績>
　スタンプラリーを実施した。
　　期間：１１月１５日～１２月２５日
　　場所：区内の人権・福祉関連施設及び人権月間の催しの開催場所
　　内容：参加者が台紙を持って区内の人権・福祉関連施設を見学し，また，人権月
　　　　　間の催しに参加しスタンプを集める。
　　　　　スタンプを集めた参加者には，記念品などを進呈した。
　　　　　参加人数　８８人

北区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5 人権啓発作品展

<事業目的>
　人権擁護意識の普及高揚を図る。

<取組実績>
　人権月間に，小学生児童による絵画，習字，標語等の作品展を実施した。
　　日時：１２月３日～１７日
　　場所：北区役所１階，キタオオジタウン
　　内容：区内小学校児童生徒による絵画，習字等の作品（１６校，７２作品）を展示

北区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6 北区「人権のつどい」

<事業目的>
　区民の人権擁護意識の普及高揚を図る。

<取組実績>
　人権月間事業として，広く人権問題を考える場を持つことを目的に講演会や映画等を実
施した。
　　日時：１２月７日
　　場所：京都市北文化会館
　　内容：映画「草原の椅子」
　　　　　講演「僕が走るわけ」
　　　　　講師　甲斐英幸氏（ＮＰＯ法人子どもの虐待防止みやざきの会会長）
　　　　　参加人数２０５人

北区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

7
北区こころのキャンバ
スネットワーク

<事業目的>
　こころに障害のある方もない方も，すべての人が安心していきいきと暮らし続けていけ
るまちづくりを図る。

<取組実績>
　・スポーツ大会（6月）（卓球，ジェンガ，玉入れ等）　参加75名
　・秋の大運動会（10月）（お楽しみリレー，玉入れ，ボール送り等）　参加60名
　・夢と希望の作品展　テーマ～紙芝居～　　来場者　489名
　　　日時：H26年1月28日～2月2日　　場所：SPASEろさんじ
　・ボランティア交流会の開催　参加者　４名
　・当事者の集い（年１０回）　参加者延26名
　・講演会（地域懇談会）「こころの交流会」（講師YOUYOU館）
　　　場所：鳳徳会館　参加32名
　・実務者会議　12回（月1回）

北区役所
健康づくり推
進課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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番号 事業名 ２５年度取組実績 担当課 分類

8
精神保健福祉事業（家
族懇談会）

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持することを図る。

<取組実績>
・交流会・医師との懇談会等の実施　実施回数7回　参加延べ人数24名

北区役所
健康づくり推
進課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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上京区
番号 事業名 ２５年度取組実績 担当課 分類

1
庁舎内における
人権コーナー設置

＜事業目的＞
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　人権冊子などの啓発物品配布コーナーを設置した。
　日　時　憲法月間期間中（5月）
　　　　　人権月間期間中（12月）
　場　所　上京区役所庁舎内
　内　容　下記物品の配布
　　　　　・四字熟語人権マンガ冊子
　　　　　・あいゆーkyoto
　　　　　・人権メモ帳
　　　　　・人権カレンダー

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

2
人権強調月間
人権見学会

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績i >
　夏休みに親子で参加し，人権について考える事業とした。
　　夏休み親子施設見学会
　　　日　時　平成２５年８月8日
　　　見学先　京都地方裁判所
　　　参　加　２３名

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3
市民しんぶん区版への
人権啓発記事の掲載

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　市民しんぶん区版に，憲法月間・人権月間の関連事業や人権問題に関する事業の紹介な
ど人権啓発の記事を掲載し，区民に対して人権尊重の意識高揚を図った。

　＜25年度実績＞
　５/15号　　「憲法月間　映画のつどい」
　　　　　　　　参加者募集
　11/15号　 「人権月間　講演のつどい」
　　　　　　　「こころのふれあいネットワーク」イベント

上京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

4
憲法月間「映画のつど
い」

<事業目的>
　区民や企業に対して，人権問題について真剣に向き合い，人権意識の高揚を図ることを
目的とする。

<取組実績>
　多くの人に楽しんでいただくため，日本語字幕，音声ガイド付きで上映した。

　日　時：５月３０日　14時～16：15分，18時30分～20：45

　内　容：映画上映「わが母の記」
　場　所：同志社大学寒梅館ハーディーホール
　来場者：1,488名

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5 講演のつどいの開催

<事業目的>
　区民や企業に対して，人権問題について真剣に向き合い，人権意識の高揚を図ることを
目的とする。

<取組実績>
　できるだけ多くの人に人権問題について考えていただくために，幅広い世代になじみが
ある，ということを基準に講師を選定した。
　日　時：12月15日　14時00分～15時30分
　内　容：人権講演会「オール１の落ちこぼれ，教師になる」
　場　所：御所南京都平安ホテル
　講　師：宮本　延春
　来場者：104名

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
区民ふれあいまつり等
における人権コーナー
などの設置

<事業目的>
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流を育むことを目的とする。

<取組実績>
①継続
・上京区民ふれあいまつりにおける啓発コーナー設置
　日時：10月27日　11時00分～15時00分
　場所：西陣中央小学校

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

7
地域ぐるみによる街頭
啓発の実施

<事業目的>
　幅広い区民に対して人権について考える機会を提供することを目的とする。

<取組実績>
　できるだけ多くの人に啓発活動へ参加してもらうため，出町商店街での街頭啓発につい
ては地元学区に積極的な参加を呼びかけた。
　
　日　時：4月25日，5月15日，5月23日，12月4日，12月6日
　内　容：憲法月間及び
　　　　　人権月間に伴う街頭啓発（啓発物品配布）
　場　所：出町商店街，堀川商店街，北野天満宮

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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番号 事業名 ２５年度取組実績 担当課 分類

9
精神保健事業「精神障
害者家族懇談会」

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
   精神障害者を抱える家族の方々が，保健センターに集い，病気についての知識や再発防
止，家族の役割等について学習する機会を提供した。
　実施回数：４回　参加延人数：７名

上京区役所
健康づくり推
進課

①

10
精神保健事業「精神障
害者社会復帰相談指導
事業」

<事業目的>
　回復途上にある在宅の精神障害のある方の社会復帰を促進する。

<取組実績>
ミーティング，創作活動，施設見学，スポーツ，ハイキング等の所内外の活動を行った。
　実施回数：３６回　参加延人数：９９名

上京区役所
健康づくり推
進課

①

8

上京こころのふれあい
ネットワークイベント
～ひびきあうこころと

こころ～

<事業目的>
　こころの病を持つ人々に対する理解を促し，障害のある人もない人もともに安心して暮
らせるまちづくりをめざす。
　
＜取組実績>
○講演会
日時：平成２５年９月２日午後１時３０分～３時３０分
内容：講演会「大人の発達障害について」
場所：京都社会福祉会館
参加人数　８９名
○地域懇談会
①日時：平成10月22日午後３時～４時３０分
内容：医師の話「こころの病について」
場所：元待賢小学校
参加人数：２８名
②日時：平成２５年１０月２９日午後３時～４時３０分
内容：施設見学（上京こころのふれあい交流サロン）
参加人数：１５名
○啓発活動
日時：平成２５年１０月２７日（上京ふれあいまつりにおけるパネル展示，うつチェック
等）
　　　平成２５年１２月９日～１３日（上京区役所におけるパネル展示）

上京区役所
健康づくり推
進課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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左京区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1

市民しんぶん左京区版
「左京ボイス」及び左
京区役所ホームページ
への人権啓発記事の掲
載

<事業目的>
　市民しんぶん区版やホームページに人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の
高揚を図る。

<取組実績>
・5月　　「憲法月間」関連事業の開催を周知
・8月　　「人権強調月間パネル展示」の開催を周知
・11月　 「人権月間」関連事業の開催を周知

左京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

2 伝統文化を楽しもう

<事業目的>
　左京区基本計画事業と連携した取組として，文化的な環境に恵まれた左京区において，
次代を担う子どもたちに，日本を代表する伝統芸能である「狂言」を体験・観賞してもら
うことにより，こころ豊かで創造あふれる子どもたちの育成の一助とする。
　また，近代まで芸能者が被差別身分とされていた狂言等の芸能について認識を深め，そ
の歴史的背景から人権について考える契機とする。

<取組実績>
・伝統文化を楽しもう
　日時：平成26年2月18日（火）午後2時～午後3時20分
　内容：「狂言の解説とワークショップ」「柿山伏」「附子」
　場所：京都観世会館
　参加者：462名（小学校392名，一般70名）

左京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

3

憲法月間
「人権を共に考える見
学会（フィールドワー
ク）」

<事業目的>
　区内外の人権にかかわりのある施設を訪れ，見学や交流を通して，身近な地域における
人権尊重のまちづくりについて考える機会を提供する。

<取組実績>
　更に多くの区民に参加していただくことができるよう，事業手法の見直しを行い，引き
続き一旦休止する。
　なお，2５年度は，２４年度と同様に，区民ふれあい事業で実施している「左京区民ふ
れあいウォーキング」に当該事業を組み込んで実施。

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4
人権強調月間
「人権啓発パネル展」

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　日時：８月１２日（月）～２３日（金）
　内容：啓発パネルの展示
　場所：左京区総合庁舎１階区民ロビー

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5
人権月間
「心のふれあいみんな
の広場」

<事業目的>
　人権月間を機会とし，改めて人権尊重の意識の高揚を図る。

<取組実績>
　人権月間を機会とし，改めて人権尊重の意識の高揚を図るため，区民を対象に，人権を
考える契機となる映画上映会を実施
・心のふれあいみんなの広場「RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ」の上映
　日　時：12月10日（火）
　場　所：京都大学芝蘭会館
　参加者：１７５人

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
人権月間
「児童絵画展」

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　人権月間を機会として，左京区内の小学生の描いた，人権をテーマにした児童絵画を区
役所で展示
　日時：12月1日（日）～13日（金）
　場所：左京区総合庁舎１階区民ロビー

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

7
地域ぐるみによる街頭
啓発

<事業目的>
　幅広い区民に対して人権について考える機会を提供する。

<取組実績>
　憲法月間・人権月間に人権擁護思想の普及高揚を訴えるために，区民を対象に啓発物品
を配布し，街頭啓発を実施
　5月14日（火）Ａ・コープ岩倉店前周辺，叡山電鉄修学院駅前周辺，
　　　　　　　　イズミヤ高野店前周辺
　12月2日（月）イオン東山二条店前周辺，東山丸太町交差点周辺，
　　　　　　　　白川通今出川交差点周辺

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

8
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活の向上
を図る。

<取組実績>
　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談事業を実施
　窓口での相談を随時開催（法律相談　毎週水曜日）。通年にわたり，弁護士・市職員が
対応する。

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

③

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

9 区民ふれあい事業

<事業目的>
　幅広い区民の方々が参加できる事業を通じて，区民相互の積極的な交流とふれあいを深
める。

<取組実績>
・第３１回左京区民煎茶会
　日時：6月７日（金）午前10時～午後3時
・左京区民ふれあいまつり２０１３
　日時：7月2８日（日）午前１１時～午後３時
・左京区民ふれあいセミナー
　日時：８月２日（金）
・第２１回左京区民ふれあいウォーキング
　日時：11月23日（祝）午前９時～午後１時
・第１７回左京区民正月いけ花教室
　日時：12月１９日（木）午後１時３０分～２時４５分
・第2２回左京区民作品展
　日時：２月１８日（火）～２０日（木）午前１０時～午後５時

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

10

左京こころのふれあい
ネットワークイベント
～こころときめき芸術
祭～

<事業目的>
　こころの病を持つ人々に対する理解を促し，障害のある人もない人も共に安心して暮ら
せるまちづくりを目指す。

<取組実績>
　より広く一般市民に向け，病気の予防，障害への理解を深めてもらえるよう工夫する。
［実施予定］
・日時：１０月３０日（水）・３１日（木）（市障害者スポーツセンター）
・内容：舞台発表, 合同作品展, 作業所祭り等

左京区役所
健康づくり推
進課

①

11
精神保健事業「精神障
害者家族懇談会」

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　精神障害者を抱える家族の方々が，保健センターに集い，病気についての知識や再発防
止，家族の役割等について学習する。更に勧奨し参加者を増やす。
　・実施回数　　７回

左京区役所
健康づくり推
進課

①

12
精神保健事業「精神障
害者社会復帰相談指導
事業」

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　回復途上にある精神障害者の円滑で無理の無い社会復帰を促すため，レクリエーション
活動・創作活動・所外活動を行う。
　・実施回数　　３６回

左京区役所
健康づくり推
進課

①

【凡例】
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中京区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

2 子どもふれあい鑑賞会

<事業目的>
　子どもたちに楽しみながら優しさや思いやりについて理解を深める。

<取組実績>
　「こどもふれあいコンサート」と題して，子どもたちに楽しみながら優しさや思いやり
について理解を深めることを目的として開催し，２５６人の参加者を集めた。
　　開催日　８月９日（金）
　　場　所　京都国際マンガミュージアム

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3
小・中学生による人権
啓発ポスター展等の開
催（書初め展）

<事業目的>
　小･中学生に書初めを通じて，人権の大切について考える機会を提供する。

<取組実績>
　「人権啓発書初め展」と題し，人権を題材とした書初め展の作品を募集し，区内の全小
中学校より９３点の参加があった。また，作品は区役所に展示して多くの来庁者に見ても
らうことができた。
　　開催日　26年1月27日～２月14日
　　場   所　中京区役所区民ホール

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4
地域ぐるみによる街頭
啓発の実施

<事業目的>
　憲法月間・人権月間を機会に，広く市民に人権の大切さを訴える。

<取組実績>
　「憲法月間街頭啓発」や「人権啓発パレード」として，憲法月間・人権月間を機会に，
広く市民に人権の大切さを訴えるための街頭啓発を行い，述べ５０人が参加した。
　　開催日　5月１４日（火）　場所　二条駅・Bivi前，寺町京極商店街
　　開催日　12月５日（木）　場所　 京都三条商店街

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5
区役所等における人権
パネル展の開催

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　「四字熟語人権マンカ゛パネル展」と題して，広く区民に人権の大切さについての意識
を高めてもらう機会として，パネル展を実施し多くの来庁者に見てもらうことができた。
　　開催日　5月１日～5月１７日
　　場　所　中京区役所区民ホール

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
地域啓発推進協議会に
よる連携充実

<事業目的>
　中京区内の行政機関が各種事業の企画・立案会議を開催し，人権文化の構築を目指す。

<取組実績>
　人権文化の構築を目指して，各種事業の企画・立案会議を開催する。
　　開催日　随時

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

④

7 人権施設見学会の開催

<事業目的>
　人権啓発事業の一環として区民相互の人権意識の浸透と高揚を図る。

<取組実績>
　「盲導犬クイールのふるさとを訪ねる」と題して，区民相互の人権意識の浸透と高揚を
図ることを目的に，人権にかかわる施設を訪問し，その活動を知ることで，人権の大切さ
を考えるツアーを実施し，２８人の参加者を集めた。
　　開催日　９月２６日（木）
　　場   所　関西盲導犬協会

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

8
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活の向上
を図る。

<取組実績>
　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談事業を実施し
た。
　

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

③

9 人権講演会

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<事業実績>
　「桂あやめの落語＆トーク」と題して，人権月間取組として，性差などの捉われない生
き方の素晴らしさと，笑いのあるコミュニケーションの大切さをテーマとした講演会を開
催し，１９９人の参加者を集めた。
　　　開催日　１１月３０日（土）
　　　場　所　ウィングス京都

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

1
市民しんぶん区版への
人権啓発記事の掲載

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　人権啓発パネル展，人権施設見学会等，区民を対象とした人権啓発事業を市民しんぶん
区版に掲載した。
　掲載実績：５月１５日号，８月１５日号，10月１５日号

中京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

【凡例】
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

10

こころ･愛･ふれあい
ネットワーク
(中京精神保健ネット
ワーク事業)

<事業目的>
　精神保健についての理解を深めて，地域でどのような支援が必要なのかを地域住民に正
しく認識してもらう。

<事業実績>
　こころの病気や障害をもっている人が地域の中で安心して自立した生活を送ることがで
きるよう，関係機関が協力して支えあう，市民参加型のネットワーク事業を実施した。
【開催内容】
　健康教室　「ストレスと睡眠」
　開催日　　平成２５年１２月１０日（火）
　講　師　　京都府立医科大学　三橋　美和　氏
　　　　　　佛教大学　　        苅山　和生　氏
参加者実績　　８７名

中京区役所
健康づくり推
進課

①
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東山区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
地域の人権啓発活動支
援事業

<事業目的>
　地域が自ら主体となって実施する人権啓発の取組へ支援を行い，東山区の人権啓発活動
の更なる充実を図る。

<取組実績>
「スマイルミュージックフェスティバル」
日時：３月２日（日）
場所：東山区総合庁舎３階大会議室
対象者：市民約２５０人
主催：スマイルミュージックフェスティバル実行委員会
内容：ＮＰＯ法人が中心となって，障害者の「自分らしさ」を表現する音楽の祭典の開催
を支援した。

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

2 人権啓発パネル展

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
「区内小・中学生人権作品展」として開催した。
　日時：５月１日（水）～３１日（金）
　場所：東山区総合庁舎１階展示ホール

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3
東山区民ふれあいひろ
ば「人権ブース」

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>

　東山区民ふれあいひろばに「人権啓発ブース」を設置し，地域啓発推進協議会の活動状
況のパネルを展示した。
　場所：東山開睛館グラウンド
　日時：５月2６日（日）午前１１時～午後３時

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4 人権啓発パネル展

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
人権パネル，四字熟語人権マンガ入賞作品及び人権ほっと写真入賞作品の展示を行った。
　日時：８月１日（木）～１５日（木）
　場所：東山区総合庁舎１階展示ホール

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5 人権学習ツアー

<事業目的>
　区内外の人権にかかわりのある施設を訪れ，見学や交流を通して，身近な地域における
人権尊重のまちづくりについて考える機会を提供する。

<取組実績>
　日時：９月２５日（水）
　場所：国立療養所　長島愛生園
　参加人数：４７人

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
人権月間
映画の集い

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
多くの区民が参加し，人権問題の啓発ができる機会となる映画上映を開催した。
　日時：１２月７日（土）午後２時～４時３０分
　場所：東山区総合庁舎３階大会議室
　内容：「遺体　明日への十日間」上映
　参加人数：１６０人

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

7
人権月間
街頭啓発

<事業目的>
　区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　場所：東山区総合庁舎周辺
　日時：１２月１９日（木）午後３時３０分～４時
　内容：人権カレンダーの配布

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

8
人権月間
標語の展示

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　掲示場所：東山区総合庁舎１階展示ホール

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

9
人権研修リーダー育成
講座

<事業目的>
　東山区地域啓発推進協議会メンバーのスキルアップを図る。
　当日は，地域啓発推進協議会のメンバーも会員となっている東山区関係機関連絡調整会
議のメンバーにも参加してもらい，合わせて人権学習の機会を提供する。

<取組実績>
　日　　時：２月２０日（木）午後２時～午後３時
　場　　所：東山区総合庁舎地下１階会議室１
　講　　師：渡辺　毅　氏
　テーマ　：障害とコミュニケーション
　参加者数：１５人

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

10
東山区こころのふれあ
いネットワーク

<事業目的>
　こころの病のある人について，理解を深め，保健医療福祉関係団体，関係行政機関，各
地域団体，地域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人もない人も安心して生活で
きるまちづくりをめざす。

<取組実績>
　こころの病のある人について，理解を深め，保健医療福祉関係団体，関係行政機関，各
地域団体，地域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人もない人も安心して生活で
きるまちづくりを目指す。
・　七夕まつり(こころのふれあい交流サロン「ふらっと♭すぺえす」共催７月４日　延
60人
・　東山こころのふれあい卓球交流会　８月8日　延51人
・　東山こころのふれあい作品展　１１月11日～15日　来場者延470人
・　こころのふれあいネットワーク講演会　１１月18日　延41人
・　クリスマスイベント(こころのふれあい交流サロン「ふらっと♭すぺえす」共催１２
　　月20日　延85人)
・　こころのふれあい勉強会　８月22日　延72人
・　こころのふれあいネットワーク総会　２６年３月18日　延25人
・　実務者会議　４回／年（6月14日，9月13日，11月29日，2月14日）延48人

東山区
健康づくり推
進課

①

11 精神障害者家族懇談会

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　精神障害者をかかえる家族が，病気についての知識や家族の役割について理解を深め，
障害者を地域で支える方法について考え，精神障害者及びその家族の自立を図ることを目
的として，家族の交流会を実施する。
内容
　精神障害者を抱える家族の交流会及び学習会
　・日程：５月２２日，7月１１日，１０月３日，１２月１１日，３月１３日　延24人

東山区
健康づくり推
進課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

 2-43



山科区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
市民しんぶん山科区版
への人権啓発記事の掲
載

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　11/15号　12月の人権月間の取組として関連記事を掲載

山科区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

2
山科区HPへ情報を掲
載

<事業目的>
　広く区民が閲覧できるホームページに人権に関する情報を掲載することで，区民の人権
意識の高揚を図る。

<取組実績>
　12月の人権月間の取組として関連事業を掲載

山科区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

3
「人権啓発リーダー研
修会」の実施

<事業目的>
　地域の各種団体役員を対象に，人権に対する幅広い知識を習得してもらうとともに，地
域等における人権啓発の面で，リーダーとしての役割を果たしてもらえることを目的とし
て実施する。

<取組実績>
　「人権啓発リーダー研修会」
　　日　時：5月23日（木）
　　場　所：区役所大会議室
　　参加予定者：各種団体役員４０人
　　内　容：講演会
　　講　師：松永信也氏
　　テーマ：障害者の人権

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4
「山科区人権映画のつ
どい」の開催

<事業目的>
　一般区民を対象に，わかりやすい内容で様々な人権問題について，講演会や啓発映画を
上映し，理解を深めてもらう。

<取組実績>
　「山科区人権講演のつどい」
　　日時：12月６日
　　場所：東部文化会館
　　内容：う～み氏「じんけんコンサート～あなたに会えてよかった～」
　　　　　鈴木光司氏「新しい家族のあり方～パートナーシップと子育て～」

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5 街頭啓発の実施

<事業目的>
　広く市民に人権の大切さを訴える。

<取組実績>
　基本的人権を侵害する様々な人権問題の解決を目指し，区内で街頭啓発を実施。
　　日　時：5月２３日（木），12月６日（金）
　　参加者：5/２３　３０名
　　           12/６ 　２５名

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
「人権啓発ポスター
展」の開催

<事業目的>
　作品を出展してもらうことにより，出展者，鑑賞者それぞれに人権に対する理解と認識
を深めてもらう。

<取組実績>
　区内の中学生から人権問題に関わるポスターを募集し，展示。
「人権啓発ポスター展」
　　日時：12月２日～１３日
　　場所：山科区役所１階ロビー

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

7
区民まつりでの人権
コーナーの設置

<事業目的>
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流を育む。

<取組実績>
　多数の区民が集まる区民まつりにコーナーを設け，人権啓発パネルを展示。
　　区民まつり開催
　　　日時：11月23日
　　　場所：山科中央公園

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

8

山科こころのふれあい
ネットワーク
（山科こころの健康を
考える会）

<事業目的>
　こころの病を持つ人について理解を深め地域住民との交流を図り，保健医療福祉関係団
体，関係行政機関，各種地域団体，地域住民等関係者が積極的に支援して，ともに安心し
て暮らせるまちづくりを目指す。

<取組実績>
　こころの病を持つ人について理解を深め地域住民との交流を図るべく，保健医療福祉関
係団体，関係行政機関，各種地域団体，地域住民等関係者が積極的に参加して，イベント
や講演等を行った。
　　山科こころのふれあい夏まつり　年1回　　353名
　　精神家族セミナー　　　年2回　　29名
　　精神保健福祉懇談会　　年1回　　77名

山科区役所
健康づくり推
進課

①

9
精神保健事業（精神障
事者社会復帰相談指導
事業）

<事業目的>
　回復途上にある在宅の精神障害のある方の社会復帰を促進するため，所内外の活動を
行っている。

<取組実績>
　回復途上にある在宅の精神障害のある方の円滑で無理のない社会復帰を促進するため，
レクリエーション活動，創作活動，調理実習を行った。
　月3回実施（年36回）　　延べ243名

山科区役所
健康づくり推
進課

①

【凡例】
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

10
精神保健事業（精神障
害者家族懇談会）

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　精神障害者を抱える家族の方々が集い，病気についての知識や再発防止，家族の役割等
について学習したり，交流を深めた。
　　年4回  30名

山科区役所
健康づくり推
進課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

 2-45



下京区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
庁舎内TVモニター広
報への人権啓発記事の
掲載

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　庁舎内TVモニター広報において，憲法月間の取組を掲載し，広く区民の参加を呼びか
けた。
　　掲載時期
　　　５月

下京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

2
下京区ホームページへ
の人権啓発記事の掲載

<事業目的>
　広く区民が閲覧できるホームページに人権に関する情報を掲載することで，区民の人権
意識の高揚を図る。

<取組実績>
　人権に関する情報を広く区民に伝えるため、誰にとってもわかりやすく，親しみを持て
るホームページの制作を目指した。
　　掲載時期
　　　４月　,  11月

下京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

3
市民しんぶん区版への
人権啓発記事の掲載

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　昨年度の実績を踏まえ、人権問題を身近に感じられる紙面の制作を目指した。
　　掲載号
　　４月15日号，11月15日号

下京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

4
区役所等における人権
パネル展の開催

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　昨年度の実績を踏まえ，人権についてより身近に考えてもらうため，憲法月間及び人権
月間に，親しみやすい人権に関する啓発パネルを展示した。
　人権啓発パネルを展示（人権マンガ　作品集「四字熟語」）
　　　日時：５月２０日～３１日　，　１２月３日～１４日
　　　来庁者：約１０，０００人

下京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5
地域ぐるみによる街頭
啓発

<事業目的>
　憲法月間・人権月間を機会に，広く市民に人権の大切さを訴える。

<取組実績>
　憲法月間や人権月間に，人権に関する啓発文書入りの物品を，各学区自治連合会並び
に，講演会場や区役所窓口で配布し，区民に対する啓発を行う。
　下京区民ふれ愛ひろば会場内にて，人権啓発ブース（人権啓発パネル展）を設置し，来
場者に啓発物品を配布し，広く啓発を行った。
　＜下京区民ふれ愛ひろば＞
　　実施日　　平成２５年１１月１０日
　　場所　　　梅小路公園
　　参加者　約６，０００人

下京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6 憲法月間講演会の開催

<事業目的>
　区民や企業に対して，人権問題について真剣に向き合い，人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　より多くの区民の方の関心を高めるようなテーマを設定し，開催した。
　
　　講演会「人権を考えるつどい」
　　　内　容：心の講演会～絆の大切さ　いのちはひとつにつながっている～
　　　講　師：佐久間　レイ（声優，脚本家）
　　　実施日：平成２５年５月２４日
　　　場　所：池坊学園こころホール
　　　参加者：約７３名

下京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

7
区民ふれあい事業の開
催

<事業目的>
　幅広い区民の方々が参加できる事業を通じて，区民相互の積極的な交流とふれあいを深
める。

<取組実績>
　区民相互の交流とふれあいを深めることを目的に，下京ふれあい事業実行委員会の運営
による事業を実施した。
      内　容：人権啓発コーナーでの「人権啓発パネル展」
                 各種啓発物品の配布
      日　時：１１月１０日（日）
      場　所：梅小路公園
      参加者：約６，０００人

下京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

【凡例】
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

8 人権講演会

<事業目的>
　区民がお互い尊重しあい，助け合いながらいきいきと活動できる下京区を目指し，地域
の人権啓発リーダーとなる人材を育成する。

<取組実績>
　昨年度の実績を踏まえ，より多くの区民の方に関心を高めるテーマを設定し，下京区に
おける人権月間事業として，トーク＆コンサート講演を実施した。
　　　テーマ：前例がなければつくればいい～夢実現に向かって～
　　　内　容：障碍者福祉をテーマに希望を失わず障害を克服し前向きに生きる大切さ，
すべ
　　　　　　　ての人権が尊重される社会づくりのたいせつさを考えていただく。
　　　講　師：青野　浩美（声楽家）
　　　実施日：平成２５年１２月１５日
　　　場　所：池坊学園こころホール
　　　参加者：１７５名

下京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

　①

9
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活の向上
を図る。

<取組実績>
　昨年度の実績を踏まえ，区民の方が相談しやすいよう考えて実施を継続した。

下京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

　③

11
精神保健福祉事業
＜家族懇談会＞

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　昨年度同様,精神障害者の家族が，病気についての知識や家族の役割について理解を深
め，精神障害者及びその家族の自立を図ることを目的として，家族の交流会を実施した。
＜家族懇談会＞
　実施日（参加者）：６月３日（８名）,１０月１１日（３名）,１２月１２日（８名）
　　　　　　　　　　２月５日（５名）
　場　所：保健センター多目的ホール他

下京区
健康づくり推
進課

①

10
下京こころのふれあい
ネットワーク事業

<事業目的>
　こころの病のある人について，理解を深め，保健医療福祉関係団体，関係行政機関，各
地域団体，地域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人もない人も安心して生活で
きるまちづくりをめざす。

<取組実績>
　参加機関を募るとともに，情報の共有化，ネットワークの基盤強化を図り，地域と協力
してネットワーク作りを進めていく。精神障害について理解が深まるよう取組を進めた。
○講演会
第1回テーマ：「高齢者のうつと認知症の予防」
　　 実施日：平成25年10月31日
　　 場　所：下京区役所会議室
　　 参加者：30名
第2回テーマ：「こころのしんどさに気づき，寄り添い，つなげる～私たちにできること
～」
　　 実施日：平成2６年３月3日
　　 場　所：下京区役所会議室
　　 参加者：１７名
○地域懇談会
　学区等に出向いての,精神保健福祉に係る普及啓発・意見交流等（講話・事業所見学等）
　第1回　対象者：社会福祉協議会等地域で社会福祉活動をされている方
　　　　  実施日：平成25年8月21日
　第2回　対象者：稚松学区
             実施日：平成26年3月7日
○パネル・作品展
　「命の大切さ」をテーマにネットワーク機関からの作品展示。
　こころのふれあいネットワークや障害者総合支援法生活訓練事業所，保健センター，ク
リ
　ニック等機関の紹介パネル展示
　実施日：平成25年9月30日～10月9日
　場　所：下京区役所１階
○保健所社会復帰相談指導事業への講師派遣
　講師として，ネットワーク推進委員である地域女性会,民生児童委員が各1回，健康づく
りサ
　ポーターも2回（体操）派遣

下京区役所
健康づくり推
進課

①
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南区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
心のふれあい
みんなの広場・講演会

<事業目的>
　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を図る。

<取組実績>
　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を図るため市民を対象とした講演会を実
施した。
日時：12月6日（金）18時３０分開演
場所：龍谷大学アバンティ響都ホール
講師：古賀　稔彦（バルセロナ五輪柔道金メダリスト）
参加者：約300人
成果：また講演を聞きたい，人権問題に興味を持てた，等の感想があった。

南区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

2 人権映画鑑賞会

<事業目的>
　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を図る。

<取組実績>
　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を図るため市民を対象とした映画鑑賞会
を実施した。
日時：8月4日（日）午後2時開演
場所：龍谷大学アバンティ響都ホール
上映作品：「おにいちゃんのハナビ」
参加者：約300人
成果：人権の大切さを感じた，良い映画だった，等の感想があった。

南区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3
区民のふれあい相談
コーナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活の向上
を図る。

<取組実績>
　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談事業を実施。
窓口対応：約70人
無料法律相談：約600人

南区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

③

4
区民ふれあい事業の開
設

<事業目的>
　区民のまち（区）に対する愛着意識の高揚を図るとともに，区民相互の交流とふれあい
を深め，健康な体力づくりと地域の活性化を図る。

<取組実績>
　「人とまち，交流とふれあいでまちづくりを！」をスローガンに，区民のまち（区）に
対する愛着意識の高揚を図るとともに，区民相互の交流とふれあいを深め，健康な体力づ
くりと地域の活性化を図ることを目的に，南区民ふれあいまつりを開催した。
日時：11月10日（日）午前１０時～午後3時
場所：東寺境内
参加者：約1万人

南区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5
「区民ぐるみ組織」へ
の支援策の検討及び実
施

<事業目的>
　区民が自ら計画等を決定することで，より身近な人権啓発事業に着手でき，区民の人権
意識高揚に繋げる。

<取組実績>
　区内の各学区，各種団体の代表による「南区人権文化推進会議」が，年２回の会議で啓
発事業計画等を決定。区役所は事務局として会議や事業の運営を支援した。
参加者：委員数44名

南区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

④

6

市民しんぶん区版への
人権啓発記事の掲載
（人権に関する啓発活
動）

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　人権文化を構築することを目的として，市民しんぶんの区版に憲法月間・人権強調月
間・人権月間での啓発記事及び人権講演会等の事前告知記事を掲載した。
　7月15日号　 「人権映画鑑賞会」開催周知「街頭啓発」実施報告
　11月15日号  「人権講演会」「街頭啓発」開催周知

南区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

7
地域ぐるみによる街頭
啓発の実施

<事業目的>
　広く市民に人権の大切さを訴える。

<取組実績>
・街頭啓発
　参加者　５月　２５名　　１２月　４１名
　人権文化推進会議委員及び地域啓発推進協議会委員により，人権啓発物品を配布した。
・人権啓発旗の掲揚
　５月，８月，１２月
　人権文化推進会議委員自宅周辺及び地域啓発推進協議会委員事業所周辺に，啓発標語の
旗を掲揚した。

南区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

8
南区こころのふれあい
ネットワーク

<事業目的>
　こころの病のある人について，理解を深め，保健医療福祉関係団体，関係行政機関，各
地域団体，地域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人もない人も安心して生活で
きるまちづくりをめざす。

<取組実績>
　精神障害に対する正しい知識の普及，こころの健康づくりに関する知識の普及・啓発，
ボランティアの育成並びに精神障害者に対する支援活動を行う。
　○総会・情報交換会　「ＪＯＹＳの活動紹介」
　　　　　　　　　　　「高次脳機能障害当事者の会チルドレンの活動紹介」
　○発表会・作品展　体験談，コーラス，体操，ハンドベル演奏　１８２名参加
　○支援者向け研修会　「アルコール依存症」３６名参加
　○こころの支援パートナー養成講座　３５名参加
　○講演会「高次脳機能障害の方の理解と支援」，当事者の会チルドレン活動紹介
　○交流会等（当事者，家族，ボランティア）３７名参加

南区
健康づくり推
進課

①

9
精神保健事業[家族懇
談会]

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，病気についての知識や家族の役割について理解
を深めることにより，精神障害のある方及びその家族の自立を図る。

<取組実績>

　　　　７回開催　交流会・学習会等　　延３８名参加

南区
健康づくり推
進課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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右京区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
市民しんぶん区版への
人権啓発記事の掲載

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　引き続き，市民しんぶん区版（区HP）で憲法月間や人権月間の関連事業の募集や周知を
行うことにより，区民に人権問題についての意識を高めてもらう。
【掲載内容】
　　８／15号　人権啓発事業　小・中学生によるポスター展を開催
　１１／15号　DV(ドメスティック・バイオレンス)を考えるパネル展を開催

右京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

2
人権啓発事業
「小学生・中学生によ
る人権ポスター展」

<事業目的>
　８月の人権強調月間に関連し，多くの区民の方に広く「人権の尊重」について理解して
いただく。

<取組実績>
　８月の人権強調月間に合わせて，右京区内の小学生・中学生に人権啓発ポスターを制作
してもらい，多くの区民の方に広く「人権の尊重」について理解していただくことを目的
に，「小学生・中学生による人権ポスター展」を実施した。
　日　時：平成２５年９月７日（土）～１６日（月）
　場　所：サンサ右京１階区民ロビー
　展示数：１８０点

右京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3
人権啓発事業
「右京はーとふるシア
ター」

<事業目的>
　映画産業の街，右京区ならではの人権啓発事業として，現代社会が抱える人権問題につ
いて，演劇等でわかりやすく紹介することにより，一人ひとりが人権問題を再考するきっ
かけとする。

<取組実績>
　公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定し，右京区を舞台とした人権啓発映画
を制作した。
　啓発対象：大学生等の若者
　テーマ：地域社会への参加，つながり，絆
　作品名：「しあわせ色のレンズ」

右京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4
区民ふれあい事業の開
催

<事業目的>
地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の

自治意識の高揚，地域の活性化を図る。

<取組実績>
地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の

自治意識の高揚，地域の活性化を図ることを目的に実施する。
　内　容：右京区民ふれあいフェスティバル２０１３
　日　時：平成２５年１０月２６日（土）午前１０時３０分～午後３時
　場　所：太秦安井公園，右京ふれあい文化会館
　参加者：約１４，０００人

右京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6 保健所実習

<事業目的>
　保健所において, 受け入れている保健師，看護師，栄養士養成施設校からの実習の中
で，地域における保健所の役割及び意義を学びとる際に，これからの社会人として，ま
た，学校生活の中で人権尊重が身近に課題として存在していることを学習する。

<取組実績>
　昨年度と同様に受け入れた。
　研修受入数：５９人

右京区役所
健康づくり推
進課

①

7
精神保健事業［家族懇
談会］

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　家族が病気についての知識や家族に求められる役割について理解を深めていただくこと
及び，家族がこころのふれあいネットワークへ積極的に参加していただくことなどを目標
に実施した。
　　　　　7月及び8月に家族懇談会開催

右京区役所
健康づくり推
進課

③

5
右京こころのふれあい
ネットワーク

<事業目的>
　こころの病のある人について，理解を深め，保健医療福祉関係団体，関係行政機関，各
地域団体，地域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人もない人も安心して生活で
きるまちづくりをめざす。

<取組実績>
　障害のある人と，多くの区民との交流を通じて，精神障害について学び，互いに支えあ
える地域づくりについて検討した。
　平成25年　9月　スポーツの集い
　　　　　　11月　交流学習会
　

右京区役所
健康づくり推
進課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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西京区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
市民しんぶん区版への
人権啓発記事掲載

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　５月の憲法月間及び１２月の人権月間における取組の告知や啓発記事の掲載を行うこと
により，区民の人権意識の高揚を図る。

・４月号　「憲法月間映画のつどい」の事業告知
・１１月号　人権に関する映画上映会，小・中学生による人権をテーマとした作品展の開
　　　　　　催告知

西京区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

2
西京区民映画のつどい
の開催

<事業目的>
　区民に人権を尊重することの大切さについて理解と認識を深めてもらい，一人一人が個
人として尊重される，人権文化の息づくまちづくりを推進するため。

<取組実績>
　広く区民を対象として映画上映会を開催する。また，参加者には啓発物品を配布する。
　　人権月間「西京区民映画のつどい」
　　　日　　時　平成25年12月14日（土）　13：00～15：00（開場：12：３０）
　　　場　　所　西文化会館ウエスティ
　　　内　　容　映画「北のカナリアたち」
　　　　　　　　　バリアフリー上映

西京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3
小・中学生による人権
啓発作品展の開催（絵
画・書道展）

<事業目的>
　小・中学生に，人権をテーマとした絵画等の作成を通じて，人権の大切さを浸透させる
とともに，それらの作品を展示することにより，区民に広く人権の尊さを訴える。

<取組実績>
　人権をテーマとした絵画等の作成を通じて，小・中学生に人権の大切さを学習させると
ともに，作品を展示することにより，広く区民に人権の尊さについて訴えかける。
　 小・中学生合同作品展
　　日　　時　平成25年12月2日（月）～13日（金）
　　場　　所　西京区役所(及び洛西支所)1階ロビー

西京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活の向上
を図る。

<取組実績>
　人権尊重の考え方が日常生活の中で根付いていくための取組の一つとして，各種相談事
業を実施する。
　　法律相談　毎週水曜日
　　行政相談　毎月第１木曜日

西京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

③

5
区民ふれあい事業の開
催

<事業目的>
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の
自治意識の高揚，地域の活性化を図る。

<取組実績>
　子どもから高齢者まで多くの区民が相互にふれあい，交流を深めることを目的として，
充実した内容のふれあいまつりを開催する。
　 西京区民ふれあいまつり
　　日　　時　平成２５年１１月１６日（土）午前１０時～午後３時
　　場　　所　京都市西文化会館ウエスティ

西京区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
地域役員研修及び各学
区・地域における啓発
活動の実施

<事業目的>
　区内の自治連合会及び各種団体役員の方々に呼びかけ，人権に関する身近な問題，新聞
掲載記事等を題材とした研修を受けてもらうことにより，人権意識の高揚を図る。

<事業計画>
　憲法月間（洛西支所実施事業）及び人権月間における「西京区民映画のつどい」への参
加を通じて，地域役員の人権意識の一層の向上を図る。また，各学区・地域に啓発物品を
配布し，各学区の実情に応じた自主的な啓発活動を進めてもらう。

　○憲法月間　「西京区民映画のつどい」（洛西支所実施事業）
　   日　　時　　平成25年5月25日（土） 13：30～16：15（開場：13：00）
　   場　　所　　ホテル京都エミナース　明治アニバーサリーホール
　   内　　容　　映画「戦火の馬」（日本語吹き替え版）
　　　   　　　　　バリアフリー上映
　○人権月間　「西京区民映画のつどい」
　　日　　時　　平成25年12月14日（土）13：00～15：00（開場：12：３０）
　　場　　所　　西文化会館ウエスティ
　　内　　容　　映画「北のカナリアたち」
　　　　　　　　　バリアフリー上映

　　啓発活動　　憲法月間・人権月間「西京区民映画のつどい」に併わせ，啓発グッズを
　　　　　　　配布。
                   　また，まちづくり推進担当窓口においても啓発グッズ配布。

西京区
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

8 精神障害者家族懇談会

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　精神障害のある方の家族が，病気についての知識や家族の役割について理解を深めるこ
とにより，精神障害のある方及び家族の自立を図ることを目的として交流会等を実施す
る。
　○9回実施，延べ２５名参加
　○交流会，学習会，イベントへの参加，軽スポーツ等

西京区
健康づくり推
進課

①

7

心の病のある人が地域
で安心して暮らせるよ
うにする会（精神保健
福祉ネットワーク作
り）

<事業目的>
　こころの病のある人について，理解を深め，保健医療福祉関係団体，関係行政機関，各
地域団体，地域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人もない人も安心して生活で
きるまちづくりをめざす。

<取組実績>
　こころの病についての理解をより一層区民に広げることを目的として，講演会の開催や
「小さな秋のこころまつり」等のイベントを当事者も含めて企画し，開催する。
　また，より身近な方との関係づくりを通して相互理解を広げるため，地域懇話会や研修
会を行う。
　さらに，地域におけるこころの病のある方の日常生活や自立・就労等を支援するため，
当事者及び家族と区内の関係機関，団体等の連携を深め，ネットワーク機能の強化を進め
ていく。
○啓発・研修
　・こころの健康講座（講演会）日時:11月２９日(金）場所：京都市西文化会館ウエス
ティ　 内容：東京女子医科大学病院教授　坂元薫氏による講義ほか　参加者：２２３名
　・こころまつり（交流・ふれあい）日時：９月２０日（金）場所：桂川地域体育館
内容: スカイクロス・西京音頭ほか  参加者：１８５名
　・地域懇話会　２５年度は実施できず
　・通信の発行　年２回発行

○活動支援
　・当事者の活動への支援
　・家族会「なんてんの会」への支援

西京区役所
健康づくり推
進課
洛西支所
健康づくり推
進室

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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西京区洛西支所
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
西京区民映画のつどい
の開催

<事業目的>
　人権問題は日常生活を営む地域社会で起こる問題であることを提案し，日々の暮らしの
中で人権について考え，行動するきっかけづくりの場を提供した。

<取組実績>
憲法月間「西京区民映画のつどい」
　日　時　5月２５日（土）13：30～16：15（開場13：00）
　場　所　ホテル京都エミナース　明治アニバーサリーホール
　内　容　映画「戦火の馬」（日本語吹き替え版）
　　　　　バリアフリー上映
　参加者　450名

洛西支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

2
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活の向上
を図った。

<取組実績>
　窓口や電話による相談の常時受付
　各種相談事業の実施

洛西支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

③

3
区民ふれあい事業の開
催

<事業目的>
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の
自治意識の高揚，地域の活性化を図った。

<取組実績>
　西京区民ふれあいまつり
　　日時　１１月１６日（土）
　　場所　京都西文化会館ウエスティ
　　参加　ステージ１６団体、ブース３４団体
　　来場者　７，８００人

洛西支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

③

5
地域役員研修及び各学
区・地域における啓発
活動の実施

<事業目的>
　人権問題は日常生活を営む地域社会で起こる問題であることを提案し，日々の暮らしの
中で人権について考え，行動するきっかけづくりの場を提供した。

<取組実績>
　憲法月間啓発
　日　時　５月２５日（土）
　場　所　ホテル京都エミナース
　映　画　「戦火の馬」
　※憲法月間「西京区民映画のつどい」に併わせ，啓発グッズ配布。
　　また，まちづくり推進担当窓口においても啓発グッズ配布した。

　人権月間啓発
　日　　時　12月14日（土）
　場　　所　京都市西文化会館ウェスティ
　上映内容　「北のカナリアたち」
　※人権月間「西京区民映画のつどい」に併わせ，啓発グッズ配布。
      また，まちづくり推進担当窓口においても啓発グッズ配布した。

洛西支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
小・中学生による人権
啓発作品展の開催（絵
画・書道展）

＜事業目的＞
　小・中学生に，人権をテーマとした絵画等の作成を通じて，人権の大切さを浸透させる
とともに，それらの作品を展示することにより，区民に広く人権の尊さを訴えた。

＜取組実績＞
　小・中学生による人権をテーマとした作品展
　開催日　１２月２日（月）～１２月１３日（金）
　　　　（小・中学生合同）
　開催場所　洛西支所1階ロビー
　出展作品　絵画１３点
　　　　　　習字４５点

洛西支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4

洛西ケーブルビジョン
でのスポットの放映
（憲法・人権月間
RCV市民啓発番組）

<事業目的>
　憲法・人権月間のポスターを背景に，人権尊重のナレーションを放映し，人権尊重の気
運の高揚を図った。

<取組実績>
　　憲法月間
　　内　容：1日6回　毎回30秒
　　　　　　　憲法月間の啓発用ポスターを背景に人権尊重のナレーション放映
　　放送日：5月１日～５月３１日
　　対　象：洛西ニュータウン及び周辺住民等

　　人権月間
　　内　容：1日6回　毎回30秒
　　　　　　　人権月間の啓発用ポスターを背景に人権尊重のナレーション放映
　　放送日：12月１日～１２月３１日
　　対　象：洛西ニュータウン及び周辺住民等

洛西支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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伏見区
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1

市民しんぶん伏見区版
「きらり伏見」及び伏
見区ホームページへの
人権啓発記事の掲載

<事業目的>
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　市民しんぶん伏見区版「きらり伏見」及び伏見区ホームページにおいて，憲法月間及び
人権月間に合わせて行われる各種事業や区内で開催される人権関連事業への区民の参加を
促すため，事前広報を行う。さらに，人権関連事業への区民の意識向上を目指し，人権啓
発特集記事を掲載する。

　　４月１５日号：憲法月間関連事業
　　６月１５日号：「ふしみ人権の集い第1回学習会」の事前告知
　　９月１５日号：「伏見区こころの健康を考える集い」の事前告知
　１１月１５日号：人権月間関連特集
　　１月１５日号：「ふしみ人権の集い」の事前告知

伏見区役所
地域力推進室
総務・防災担
当

①

2 伏見区人権月間事業

<事業目的>
　人権を尊重する考えが根付いた人権文化の構築に向けて，人権問題への区民への関心を
高め，理解を深める。

<取組実績>
　人権を尊重する考えが根付いた人権文化の構築に向けて，人権問題への区民への関心を
高め，理解を深める機会として，伏見区役所，深草支所，醍醐支所それぞれにおいて事業
を実施した。
　
　ふしみ人権の集い　第２回学習会
　　内容：講演「東日本大震災と人権　～あの日から２年１０か月，被災地の現状～」
　　講師：片岡　遼平さん（ＮＰＯ人権センターＨＯＲＩＺＯＮ代表）
　　日時：１２月７日（土）午後１時３０分～４時３０分
　　場所：深草総合庁舎
　　参加者：１２９名

  人権啓発絵画ポスター展
　　期間：１２月２日～２５日
　　会場：伏見区総合庁舎ロビー，向島図書館，地下鉄竹田駅構内
　　本所管内の小中学校９校より８５点が出展された。

  街頭啓発
　　計２箇所　４５名が参加

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3 ふしみ人権の集い

<事業目的>
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。

<取組実績>
　伏見区人権啓発推進協議会，各種団体，学校，行政等により構成された｢ふしみ人権の集
い実行委員会｣が企画運営し，｢人権文化のまちを一人一人の心から｣をテーマに地域ぐるみ
の啓発活動として，様々な人権をテーマにした講演会を実施するなど，学習と交流の機会
を提供した。

　第１回学習会
　　内容：講演「子どもたちを守るために何をすべきか　～いじめ，体罰，虐待～」
　　講師：住友　剛　さん（京都精華大学人文学部准教授）
　　日時：６月２９日（土）午後２時００分～４時３０分
　　場所：月桂冠　昭和蔵ホール
      参加者：１４０名

　第２回学習会（伏見区人権月間事業の再掲）
　　内容：講演「東日本大震災と人権　～あの日から２年１０か月，被災地の現状～」
　　講師：片岡　遼平さん（ＮＰＯ人権センターＨＯＲＩＺＯＮ代表）
　　日時：１２月７日（土）午後１時３０分～４時３０分
　　場所：深草総合庁舎
　　参加者：１２９名

　第１９回ふしみ人権の集い
　　内容：第１部　人権の集いからのメッセージ
　　　　   第２部　記念公演
　　　　　　　　　「福を運び続けた人びとに思いを馳せて」
　　　　　　　　　　 -「阿波の箱廻し」と「竹田の子守唄」-
　　出演：阿波木偶箱まわし保存会の皆さん
　　　　　部落解放同盟改進支部女性部
　　日時：２月８日（土）午後１時３０分～４時３０分
　　場所：京都府総合見本市会館京都パルスプラザ　稲盛ホール
　　参加者：３００名

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

4

小中学生による人権啓
発絵画ポスター展及び
人権啓発絵画ポス
ター・標語展の開催

<事業目的>
　製作する児童・生徒や保護者，鑑賞する人々がそれぞれ絵画を通じて，人権問題につい
て考える機会と話題を提供する。

<取組実績>
　行動計画が目指す人権文化の息づくまちづくりのための取組の一環として，12月の人権
月間をはじめとした様々な機会に区内の児童・生徒が製作した絵画により「人権啓発絵画
展」及び「人権啓発絵画ポスター標語展」を実施した。製作する児童・生徒や保護者，鑑
賞する人々がそれぞれ絵画を通じて，人権問題について考える機会と話題を提供した。
　〔人権月間　人権啓発絵画ポスター展，人権啓発絵画ポスター・標語展〕
　〔第1９回ふしみ人権の集い　人権啓発絵画ポスター展〕

　（人権月間）　期間：１２月２日～２５日（人権月間事業：再掲）
　　　　　　　　会場：伏見区総合庁舎ロビー，向島図書館，地下鉄竹田駅構内
　（人権の集い）期間：２月８日（土）
　　　　　　　　会場：京都府総合見本市会館京都パルスプラザ　稲盛ホール

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5
ふしみ人権の集い実行
委員会ニュースの発行

<事業目的>
　ふしみ人権の集い実行委員会が実施する学習会等の取組を広報するため。

<取組実績>
　ふしみ人権の集い実行委員会が実施する学習会等の取組を広く広報するために，ニュー
ス「いーくうぁる」VOL.４２～４４を発行した。

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活がより
良いものとする。

<取組実績>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活がより
良いものとするために各種相談事業を実施した。

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

③

7
区民ふれあい事業の開
催

<事業目的>
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の
自治意識の高揚，地域の活性化を図る。

<取組実績>
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の
自治意識の高揚，地域の活性化を図るため伏見区ふれあいプラザ２０１３を開催した。

　日時：９月８日（日）
　場所：京都府総合見本市会館京都パルスプラザ　大展示場

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

8
伏見区企業向け人権啓
発講座

〈事業目的〉
　人権文化推進課が実施している企業向け人権啓発講座の一つを伏見区人権啓発推進協議
会との共催として実施。企業・団体に関心のあるテーマを選んで講座を実施し，会員の拡
大や参加促進を図る。
。
<取組実績>
　日　時　平成２５年９月１７日（火）
　会　場　伏見区総合庁舎　４階大会議室
　テーマ　インターネット社会における企業と人権
　講　師　牧野二郎(牧野総合法律事務所弁護士法人所長 弁護士）
　参加者　８０名

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

9
地域ぐるみによる街頭
啓発の実施

<事業目的>
　広く市民に人権の大切さを訴える。

<取組実績>
　憲法月間，人権月間及び「ふしみ人権の集い」の広報のため，伏見区人権啓発推進協議
会，行推や地域住民が往来の多い駅前などで啓発物品を配布した。

  　５月憲法月間　計２箇所　７４名が参加
  １２月人権月間　計２箇所　４５名が参加 （人権月間事業：再掲）
　  ２月ふしみ人権の集い大手筋人権パレード　３７名が参加

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

10
区民ふれあいまつり等
における人権コーナー
などの設置

<事業目的>
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流を育む。

〈取組実績>
　ふれあいプラザを一新した関係から，人権啓発コーナーは実施せず。ただし，従来どお
り区民の相談窓口として，消費生活相談コーナーは開設した。

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

11
区役所等における人権
パネル展の開催

<事業目的>
　来庁者に対して人権問題について考える機会と話題を提供する。

<取組実績>
　人権文化の根付くまちづくりのための取組の一環として，憲法月間に区役所ロビーにお
いて「人権啓発パネル展」を実施し，来庁者に対して人権問題について考える機会と話題
を提供した。
　期間：５月１日～３１日
　場所：伏見区総合庁舎ロビー

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

 2-55



番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

12 精神保健福祉講演会

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　日時：1月31日（金）　14：00～
　会場：伏見区総合庁舎
　内容：講演：「こころの健康　～こころの病　身近に感じて～」
　　　　講師：石倉　文信　医師（大阪樟蔭女子大学　教授）
　参加者：117人

伏見区役所
健康づくり推
進課
深草・醍醐支
所
健康づくり推
進室

①

13
伏見区こころの健康を
考えるつどい

<事業目的>
　区内の精神に障害のある方の人権を守り，自立と社会参加の促進の援助を拡大するとと
もに，精神に障害のある方への正しい理解と認識を深めるために，啓発事業を実施する。

＜取組実績＞
　日時：10月4日（金）　13：00～
　会場：伏見総合庁舎
　内容：事前展示，体験談，ステージ発表，展示，販売
　参加者：350人

伏見区役所
健康づくり推
進課
深草・醍醐支
所
健康づくり推
進室

①

14 家族懇談会

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持することを目的としている。

＜取組内容＞
　会場：伏見保健センター　他
　実施日及び内容：
　　7月24日　家族の交流会
　　8月29日　講話「家族の接し方について」
　　9月18日　就労継続支援利用者と就労以降支援利用者との交流
　　10月4日　こころの健康を考える集い
　　12月18日　講話「こころの病気について」
　　1月23日　施設見学（京都ふれし工房）
　参加者：延べ53人

伏見区役所
健康づくり推
進課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

 2-56



伏見区深草支所
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1

区役所等における人権
パネル展の開催
（市民啓発活動の取
組）

<事業目的>
　広く市民に人権の大切さを訴える。

<取組実績>
　憲法月間を契機に市・区民の人権意識向上を図るため，コミュニティホールに人権パネ
ルを展示した。
　5月1日（水）～5月31日（金）
　　テーマ　「男女共同参画」

深草支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

2
地域ぐるみによる街頭
啓発の実施

<事業目的>
　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の周知及び参加者の拡大を図る。

<取組実績>
　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の周知及び参加者の拡大を図るため，憲
法月間と人権月間に街頭啓発を実施した。
　・憲法月間　5月１０日（金）　計１２１名参加
　　　京阪伏見稲荷駅前及び京都医療センター前，イズミヤ伏見店前
　・人権月間　12月５日（木）　計１０６名参加
　　　京阪伏見稲荷駅前及び京都医療センター前，イズミヤ伏見店前

深草支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

3
区民ふれあい事業の開
催

<事業目的>
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の
自治意識の高揚，地域の活性化を図る。

<取組実績>
　多くの区民協力と参加による多彩な催しで，人と人との交流を育む。
　10月20日（日）開催予定　第2３回深草ふれあいプラザ　荒天のため中止
　場所　藤森神社及び藤の森児童公園

深草支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

4
区民ふれあいまつり等
における人権コーナー
の設置

<事業目的>
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流を育む。

<取組実績>
　深草ふれあいプラザに人権啓発コーナーを設けパネルを展示し，人権の大切さを訴え
る。
　10月20日（日）開催予定　第23回深草ふれあいプラザ　荒天のため中止
　場所　藤森神社及び藤の森児童公園

深草支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5

伏見区人権月間事業
（人権を考える講演会
～ふしみ人権の集い
第2回学習会～）

<事業目的>
　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取組の一つとして，区民が人権問題への
関心を高め，理解を深める機会を提供する。

<取組実績>
　伏見区役所，深草支所，醍醐支所で異なるテーマ，手法で実施する。深草支所ではふし
み人権の集い実行委員会との共催で講演会を実施した。
実施日　12月７日（土）
場所　深草総合庁舎４階会議室
講演テーマ　「若い世代からの人権メッセージ　－さらに確かな人権尊重の営みを！－」
演題　「東日本大震災と人権　～あの日から2年10カ月，被災地の現状～」
講師　片岡　遼平氏　（ＮＰＯ人権センターHORIZON代表）
参加者　１２９名

深草支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

6
小・中学生の絵画・ポ
スター展

<事業目的>
　製作する児童・生徒や保護者，鑑賞する人々がそれぞれ絵画を通じて，人権問題につい
て考える機会と話題を提供する。

<取組実績>
　児童・生徒の人権教育及び作品展の開催による市・区民の人権意識の普及，高揚を図っ
た。
　　12月2日（月）～25（水）　コミュニティーホール
　　出展数　５０点

深草支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

7
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活の向上
を図る。

<取組実績>
　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，窓口や電話での各種相
談事業を実施した。

深草支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

8 精神保健事業

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
（精神障害者家族懇談会）
　　精神障害を抱える家族が集まり，相互理解を深めた。
　内容：講話・施設見学・意見交流・情報交換など
　日時：７月２３日（火）12:30～14:30：施設見学（暮らしの交流サロン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふかふか家）
　　　　９月２４日（火）13:30～16:00：講話（福祉サービスについて）
　　　　１１月１５日（金）13:30～15:30：施設見学（モーツァルト七瀬川つつみ，
                                                                       ともい き，ひびあらた）
　　　　１月２８日（火）13:30～16:00：講話（成年後見制度について）
　　　　３月１１日（火）13:30～15:30：講話（日常生活自立支援事業について）
　場所：深草支所ほか
　参加延べ人数：２７人

深草支所
健康づくり推
進室

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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伏見区醍醐支所
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

3
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

<事業目的>
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が日常生活に根付き，区民の生活の向上
を図る。

<取組実績>
　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談事業を実施し
ている。
【内容】
　窓口や電話での相談を常時受付

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

③

4
区民ふれあい事業等の
開催

<事業目的>
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の
自治意識の高揚，地域の活性化を図る。

<取組実績>
　多くの区民の参加と協力により，人と人，世代間の交流とふれあいを深める。

　第２３回醍醐ふれあいプラザ
　　日　時：９月１５日　午前１０時～午後２時
　　場　所：折戸公園
　　内　容：（雨天のため中止）

　福祉のまち醍醐・交流大会
　　日　時：１月２５日　午前１０時～午後４時
　　場　所：京都市醍醐交流会館
　　内　容：人権啓発物品の配布

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

5
区民ふれあいまつり等
における人権コーナー
などの設置

<事業目的>
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流を育むことを目的とする。

<取組実績>
　会場内を訪れる多くの地域住民に対して，人権擁護思想の普及・交流を図る。
　第２３回醍醐ふれあいプラザ
　　内容：（雨天のため中止）

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

2 伏見区憲法月間事業

<事業目的>
　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取組の一つとして，区民が問題への関心
を高め，理解を深める機会を提供する。

<取組実績>
　伏見区役所，深草支所，醍醐支所それぞれにおいて事業を実施する。

　憲法月間街頭啓発
　　日　時：５月１６日
　　　　　　午後２時３０分～（武田総合病院前）,午後３時３０分～（他３箇所）
　　場　所：武田総合病院前，パセオ・ダイゴロー，ホームセンターコーナン六地蔵，
　　　　　　マツヤスーパー醍醐店
　　内　容：人権啓発の周知ビラ付メモ用紙を配布
　　参加人数：５０人
　
　人権啓発書道展
　　日　時：５月1日～３１日
　　場　所：醍醐支所２階ロビー
　　出展数：９６点

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

1 伏見区人権月間事業

<事業目的>
　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取組の一つとして，区民が問題への関心
を高め，理解を深める機会を提供する。

<取組実績>
　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取組の一つとして，区民が問題への関心
を高め，また理解を深める機会になるよう，伏見区役所，深草支所，醍醐支所それぞれに
おいて事業を実施する。

　人権を考える講演会
　　日時：１２月８日
　　場所：京都市醍醐交流会館
　　講師：上瀧　浩子　弁護士
　　演題：みんなでいっしょに生きる～多分化共生社会をめざして～
　　参加者：８２人
　
　人権月間街頭啓発
　　日　時：１２月５日
　　　　　　午後２時３０分～（武田総合病院前）,午後３時３０分～（他３箇所）
　　場　所：武田総合病院前，パセオ・ダイゴロー，ホームセンターコーナン六地蔵，
　　　　　　マツヤスーパー醍醐店
　　内　容：人権啓発の周知ビラ付メモ用紙を配布
　　参加人数：５２人

　人権啓発絵画・ポスター展
　　日時：１２月２日～２5日
　　場所：醍醐支所２階ロビー，管内金融機関
　　出展数：５２点

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

7
精神保健事業
[精神障害者家族懇談
会］

<事業目的>
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ，こころの健康を維持する。

<取組実績>
　精神障害者を抱える家族を対象に実施する。家族が，精神障害者を理解し，支えていく
ための学習や情報提供を行う。また家族同士が，お互いの思いを共有するための交流の機
会を設ける。

日　時：６月１４日，７月１８日，９月５日，１０月４日，２月４日
内容：医師等による学習会，交流，社会復帰相談指導事業と合同講座

醍醐支所
健康づくり推
進室
(保健セン
ター)

①

6
地域ぐるみによる街頭
啓発の実施

<事業目的>
　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の周知及び参加者の拡大を図る。

<取組実績>
　憲法月間及び人権月間の取組として実施し，啓発チラシ入りの啓発物品を街頭で配布す
ることで，人権擁護思想の普及，高揚を図る。
　
　憲法月間街頭啓発
　　日　時：５月１６日
　　　　　　午後２時３０分～（武田総合病院前）,午後３時３０分～（他３箇所）
　　場　所：武田総合病院前，パセオ・ダイゴロー，ホームセンターコーナン六地蔵，
　　　　　　マツヤスーパー醍醐店
　　内　容：人権啓発の周知ビラ付メモ用紙を配布
　　参加人数：５０人
　
　人権月間街頭啓発
　　日　時：１２月５日
　　　　　　午後２時３０分～（武田総合病院前）,午後３時３０分～（他３箇所）
　　場　所：武田総合病院前，パセオ・ダイゴロー，ホームセンターコーナン六地蔵，
　　　　　　マツヤスーパー醍醐店
　　内　容：人権啓発の周知ビラ付メモ用紙を配布
　　参加人数：５２人

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推
進担当

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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市会事務局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
本会議傍聴及び委員会
モニター視聴に係るバ
リアフリー化

<事業目的>
　誰もが傍聴・視聴できるような環境を整える。

<取組実績>
　１　本会議における手話通訳の実施（平成8年から実施。事前申請による。）
　２　本会議傍聴，委員会モニター視聴における介助犬等の同伴
　　　　平成13年2月～　介助犬，盲導犬の同伴を認める。
　　　　平成14年7月～　聴導犬の同伴を認める。

市会事務局
総務課

②

2 職員研修

<事業目的>
　研修を通じて，職員の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
人権に関する様々な課題に対する認識を深め，今後の課題解消に向け学ぶため，局全体で
研修を実施。
　１　外部講師による講義
　（１）内　容：崇仁地区の今日と明日に向かって～教育とまちづくり～
　　　　実施日：平成２５年５月２９日，３０日
　（２）内　容：同和問題の現状と課題
　　　　実施日：平成２５年１２月１８日
　２　施設見学
　　　　見学先：柳原銀行記念資料館
　　　　見学日：平成２５年５月２９日，３０日

市会事務局
総務課

④

3 点字請願，陳情の受付

<事業目的>
　全ての市民に利用してもらえるような市会制度を整える。

<取組実績>
  点字による請願，陳情の受付を行う。（平成13年11月～）

市会事務局
議事課

②

4
市会だよりの点字版，
拡大版，音声版の発行

<事業目的>
　全ての市民に開かれた市会の推進に向け，視覚に障害のある方にも市会に関する情報を
提供する。

<取組実績>
　全ての市民に開かれた市会の推進に向け，視覚に障害のある方にも市会に関する情報を
提供するため，市会だより点字版，拡大版，音声版を発行した。（市会だより発行当初
（平成９年度）から実施。ただし，CD版は平成20年5月号以降。）（年４回）
　なお，拡大版について，21年5月号から，通常版をそのまま拡大したブランケット版か
ら，見やすい文字サイズ等に編集したA４サイズの冊子に変更した。
【実績】　発行部数（１回当たり）
　点字版…約330部
　拡大版…4５0部
　テープ版…250部
　CD（デイジー版）…165部

市会事務局
調査課

②

5
インターネットによる
情報発信

<事業目的>
　全ての市民に開かれた市会の推進を図る。

<取組実績>
  全ての市民に開かれた市会の推進に向け，視覚に障害のある方等に対し，ホームページ
のアクセシビリティ推進等を行う。
・平成22年12月から市会だよりのHTML版を掲載した。
・平成26年3月にホームページのデザイン，階層等の大幅に見直し，リニューアルを実施
した。

市会事務局
調査課

②

6
リーフレット「私たち
の市会」の外国語版の
作成及び配付

<事業目的>
　全ての市民に開かれた市会の推進を図る。

<取組実績>
  全ての市民に開かれた市会の推進に向け，市会のしくみなどを分かりやすくまとめた
リーフレット「私たちの市会」について，市内在住の外国人の方や海外から視察に来られ
た方等を対象に，英語，中国語，ハングル版を作成する。来庁者等に配布するとともに，
市会ホームページに掲載する。（平成16年1月に英語版，平成16年3月に中国語版及びハ
ングル版を作成　平成２３年３月に英語版，中国語版及びハングル版を改訂（ホームペー
ジへの掲載のみ。））

市会事務局
調査課

②

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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選挙管理委員会事務局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
投票しやすい環境の整
備

<事業目的>
　投票所の施設改善など誰もが投票しやすい環境づくりを図る。

<取組実績>
　投票所の施設改善など誰もが投票しやすい環境づくりに取り組むとともに，障がいのあ
る人及び重度の在宅療養者等が選挙権の行使を容易にできるよう，指定都市選挙管理委員
会連合会を通じて国に対する法改正の要望を行った。

選挙管理委員
会事務局

②

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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監査事務局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1 職員研修

<事業目的>
　職員一人一人が人権に対する認識を更に深め，意識の向上を図る。

<取組実績>
   講義のみではなく，職員同士のディスカッションを中心とした内容で研修を実施する。
また，研修テーマについても未実施の分野を採り上げ，幅広い知識習得に努めた。
【個人情報の保護について】
内容：ビデオ「個人情報保護の常識　ケース解説―こんな時どうする？」視聴の後，グ
ループに分かれ討議・発表を行った。
実施日：６月１３日
参加者：２５人
【子どもの人権について】
内容：ビデオ「あたたかい眼差しを（虐待から子どもを守る）」視聴の後，グループに分
かれ討議・発表を行った。
実施日：１２月１７日
参加者：２５人

監査事務局 ④

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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人事委員会事務局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
身体に障害のある方を
対象とした京都市職員
採用試験の実施

<事業目的>
　身体に障害のある方へ就職の機会を提供し，全ての人にとってくらしやすい社会の実現
を図る。

<取組実績>
■身体に障害のある方を対象とした京都市職員採用試験の実施
　○募集職種　一般事務職（高等学校卒業程度）
　○募集人数　約5名
　○受験資格
　　昭和59年4月2日から平成8年4月1日までに生ま
      れた方で，身体障害者手帳（１～４級）の交付を
　　受けており，かつ自力勤務が可能な方
　○試験内容　第１次試験　　教養試験（高校卒業程度），作文試験
　　　　　　　第２次試験　　個別面接，身体検査
　○実施日程
　　受験案内配布開始　6月13日
　　受付期間　　　　　8月16日～9月6日
　　第１次試験日　　　９月２9日
　　最終合格発表　　　11月15日
　○実施結果
　　申込者数　　　　　30名
　　受験者数　　　　　24名
　　1次合格者数　　 　14名
　　最終合格者数　　 　 ４名

人事委員会事
務局
任用課

②

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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消防局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
印刷物への人権啓発標
語の掲載

<事業目的>
　当局が発行する印刷物に人権啓発標語を掲載することにより，より多くの市民に人権擁
護思想の普及高揚を図る。

<取組実績>
　消防局において発行する印刷物に人権啓発標語を掲載し，より多くの市民に人権擁護思
想の普及高揚を図った。
（平成２５年度中の印刷媒体作成数　１９１件　１，６１６，５２０部）

消防局
庶務課

①

2
市民からの相談電話を
通じた情報提供

<事業目的>
　市民からの消防に関わる要望・意見・相談・問合せ等に適切に対応し，市民の消防に対
する認識を深めるとともに，市民の要望等を消防行政に反映させ，より一層信頼させる消
防行政を推進するため，昭和４３年から実施している。

<取組実績>
　相談電話による広聴活動を実施したが，人権に関する相談は０件であった。

消防局
庶務課

③

3

京都市政出前トークを
通じた高齢者への防火
防災指導

<事業目的>
　高齢者を対象としたテーマとして，「みんなで守る！～高齢者の防火安全対策～」を設
定し，高齢者への防火防災に関する普及啓発を実施している。

<取組実績>
　各団体からの出講依頼に基づき，合計８回実施した。

消防局
企画課

②

4
人権啓発看板,啓発のぼ
り旗等の掲出

<事業目的>
　消防署,消防出張所等に人権啓発看板等を掲出することにより,より多くの市民に人権擁護
思想の普及高揚を図る。

<取組実績>
　より効果的な人権擁護思想の普及を図るため，人権月間等（憲法月間，人権月間，人権
強調月間）において消防署，消防出張所等に人権啓発看板を掲出した。

消防局
企画課

①

5
ユニバーサルデザイン
化された避難誘導シス
テムの設置指導

<事業目的>
　平成6年1月に「視聴覚障害者等の火災安全対策に係る設備等の設置指導要領」を制定
し，社会福祉施設や宿泊施設などを対象として，聴覚障害者用の警報設備（点滅形誘導灯
など）をはじめとする避難誘導システムの設置を促進することにより，安心安全なまちづ
くりを目指している。

<取組実績>
平成２５年度において，市内４１の建物に，４９の避難誘導システムが新たに設置され
た。

消防局
予防部

②

6 防火安全指導の実施

<事業目的>
　職員が，高齢者や障がい者等の在宅避難困難者宅を訪問し，出火及び人命の危険に係る
事項の点検を行うとともに，その結果に基づき指導又は助言を行う。その際，いざという
時に119番通報や救急隊員等への情報提供を迅速に行っていただくためのふれあい手帳や
安心カードを配布する。

<取組実績>
　全ての対象世帯において，面談することを目標に実施し，115,274件（対象世帯の
98.6％）を訪問，面談数は，74,986件（対象世帯の64.2％）であった。

消防局
市民安全課

②

7 熱中症対策指導の実施

<事業目的>
　無理な節電により，高齢者等が熱中症にかからないよう，防火安全指導等を通じて，注
意を呼び掛ける。

<取組実績>
　高齢者等に対し，防火安全指導等を通じて，注意を呼び掛けた。

消防局
市民安全課

②

8
防火防災教育訓練の実
施

<事業目的>
　女性，子ども，高齢者等を含め市民全てを対象に，各地域において，消火実験会や地震
対応訓練，防火防災に関する講習などを実施する。

<取組実績>
　延べ2,386回実施（191,355人が参加）

消防局
市民安全課

②

9
身近な地域の市民防災
行動計画づくり

<事業目的>
　自主防災部を単位に，自分たちの町の防災について考え，話し合い，その内容を行動計
画としてまとめた町内版の地域防災計画である身近な地域の市民防災行動計画づくりを推
進している。計画では，防災マップの作成等を通じた高齢者等の実態把握等についても盛
り込むよう指導している。

<取組実績>
　現在，ほぼ全ての自主防災部で計画が策定されている。今後は，小学校区単位を対象
に，現在の町内単位の計画を集約し，避難所到達までの活動要領を明記した行動計画づく
りを推進する。

消防局
市民安全課

②

10

地域の福祉関係団体と
連携し，高齢者等のい
のちを火災等から守る
ネットワークの構築

<事業目的>
　在宅介護に係る事業者，民生児童委員，老人福祉員，社会福祉協議会等と火災等の災害
から高齢者等のいのちを守るための情報交換を定期的に行うなど積極的に連携する。

<取組実績>
　各署において各種会議上で，情報交換を実施。

消防局
市民安全課

②

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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11
防火アドバイザー研修
の実施

<事業目的>
　ホームヘルパー等を対象に，高齢者宅等を訪問した際に，火災危険の排除や防火のアド
バイス等の出来る知識及び技術を備えるための研修の実施。

<取組実績>
　実施要領を一部変更して実施（カリキュラムを分割し，実施時間を短縮）。延べ3,968
人を養成した。

消防局
市民安全課

②

12
「チャレンジ！防災リ
ズム」を活用した幼児
への防災教育の実施

<事業目的>
　リズム遊びを通じて楽しく安全行動（地震及び火災に対する退避行動等）を習得させ
る。

<取組実績>
　各園（所）において，日頃の保育や教育の中での「チャレンジ！防災リズム」の実施を
促した。

消防局
市民安全課

②

13

防災救急リーフレット
を活用した乳幼児の保
護者への防火防災思想
の普及啓発

<事業目的>
　乳幼児の保護者に対して，乳幼児を対象とした地震対策及び乳幼児への応急手当を普及
啓発する。

<取組実績>
　リーフレットを作成し，各保健センターを通じて乳幼児の保護者に配布するほか，乳幼
児とその保護者を対象をした防火防災行事で活用した。作成数16,200枚

消防局
市民安全課

②

14

防火防災パンフレット
「みんなの消防探検」
を活用した小学生への
防災教育の実施

<事業目的>
　「消防の仕事」について学習する学校授業等に際し，防火防災パンフレット「みんなの
消防探検」を活用し，小学生に防火防災に関する知識を普及し，防火防災思想を高める。

<取組実績>
　パンフレットを作成し，小学４年生の「消防の仕事」の授業等に合わせて各小学校に配
布するとともに，消防署見学（社会見学等）を幅広く受け入れた。

消防局
市民安全課

②

15

消防の図画・ポス
ター・作文の募集を通
した幼少年者への防火
防災思想の普及啓発

<事業目的>
　消防の図画・ポスター・作文募集を通じて，児童等はもとより広く市民の消防に対する
理解と認識を深め，防火防災意識の高揚を図る。

<取組実績>
　応募校数延べ３１６校，応募総数25,964作品。

消防局
市民安全課

②

16
ホームページ上への幼
少年向け等の広報媒体
の掲載

<事業目的>
　幼少年向け等に作成した広報媒体（みんなの消防探検，消防の図画・ポスター・作文作
品集，防火救急リーフレット）をホームページに掲載し，更なる防火防災に関する知識の
普及を図る。

<取組実績>
　平成2５年度版のパンフレットを作成した後，速やかにホームページに掲載した。

消防局
市民安全課

②

17
京都市ＷＥＢ１１９の
実施

<事業目的>
　聴覚，言語機能又は音声機能に障がいのある方からの119番通報を確保するために携帯
電話のWeb機能（インターネット機能）等を用いて，利用者が外出中でも文字通信により
緊急通報を行えるシステム。京都市内の居住者や通勤通学者のほか，観光等で京都市を訪
問される方も利用可能。

<取組実績>
　リーフレットを活用し，未登録者に対し登録を促した。

消防局
市民安全課

②

18
緊急通報システムと連
動した住宅用火災警報
器整備事業

<事業目的>
　緊急通報システムを使用している世帯のうち，自力歩行が不能な方，約2,000世帯を対
象に，緊急通報システムに無線で連動する住宅用火災警報器を寝室に設置し，火災の煙を
感知した場合，自動的に消防指令センターに火災通報できる体制を構築している。

<取組実績>
　リーフレットを活用し，防火安全指導等の機会を通じ，対象者に設置利用を促した。

消防局
市民安全課

②

19
消防ファクシミリの運
用

<事業目的>
　聴覚，言語機能又は音声機能に障がいのある方等からの緊急時の通報体制を確保するた
め，加入電話ファクシミリを用いた通報体制を整備している。
　当該ファクシミリでは，緊急時の通報のほか，利用者からの防火相談に各消防署が対応
したり，火災予防運動や出火防止キャンペーンの実施等，必要な情報提供を行っている。

<取組実績>
　防火安全指導等を通じて，対象者に対して未登録の場合，変更事項がある場合，新規登
録・変更登録を促した。

消防局
市民安全課

②

20
市民防災センターにお
ける防災体験

<事業目的>
　各種防災体験を通じて，来館者に対して防災に関する知識や技術の普及向上及び防災意
識の高揚を図る。また，家庭内に潜んでいる危険について，高齢者の立場になって体験す
る「くらしの安全コーナー」を常設している。

<取組実績>
　工夫を凝らしたイベント等を年間９種類実施するとともに，３月１８日にリニューアル
オープンした。昨年度の来館者数88,374人。

消防局
市民安全課

②

21
４箇国語版　防火防災
パンフレットの配付

<事業目的>
　英語，中国語，ハングル，日本語で記載した防火防災パンフレットを活用して，本市に
在住する外国人に対し，災害に対応できる知識と技能を身に着けさせる。

<取組実績>
　写真・イラストを取り入れたパンフレットを新たに6,000部作成し，外国人が利用する
施設等を通じて配布したほか，各消防署で実施する外国人を対象とする防火防災事業で活
用した。

消防局
市民安全課

②
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22
4箇国語対応通報依頼
カードのホームページ
上への掲載

<事業目的>
　緊急時の通報要領を記載した通報依頼カードをホームページに掲載することで，外国人
に対し通報要領を周知する。

<取組実績>
　ホームページへの掲載を継続した。

消防局
市民安全課

②

23
我が家の防火診断士の
実施

<事業目的>
　将来の防火防災の担い手である子どもたちの防火意識の高揚と防火に関する知識を深
め，それぞれが居住する住宅での火災危険を排除するとともに，家族等への防火防災意識
の啓発能力を習得させる。

<取組実績>
　各署において計画的に実施　１０８回実施。3,923名養成。

消防局
市民安全課

②

24
家具転倒防止器具普及
啓発事業

<事業目的>
　地震による被害を軽減するため，地域ぐるみで在宅避難困難者世帯に家具転倒防止器具
の取付けを行っている自主防災組織等に家具転倒防止器具を提供し，その活動を支援する
ことにより，地震による家具の転倒防止対策を普及する。

<取組実績>
　各種防火防災行事等で，家具の転倒防止対策の普及啓発を進めた。

消防局
市民安全課

②

25 筆談具の設置

<事業目的>
　聴覚に障がいのある方などとのコミュニケーションを図る手段として，各署所に筆談具
を設置し，来庁時や防火安全指導時等に活用する。

<取組実績>
　引き続き，聴覚に障がいがある方が来庁した際などに活用した。

消防局
市民安全課

②

26
ホームページ上へのＡ
ＥＤマップの公開

<事業目的>
　市民の方々や観光客に対して，あらかじめ市内のＡＥＤ設置場所を知っていただき，Ａ
ＥＤを使用した応急手当を速やかに行っていただくことにより救命率の向上を図る。

<取組実績>
　昨年度と同様に掲載承諾を得て公開した。

消防局
救急課

②

27
４箇国語対応救急活動
現場シートの運用

<事業目的>
　英語，スペイン語，中国語，ハングル語の４箇国語に対応したピクトグラム（表したい
概念を単純な絵文字で表現したもの。）を用いて，外国人の観光客等に対する救急活動時
に傷病状況等を迅速に把握する。

<取組実績>
　引き続き当該シートを活用し，外国人の観光客等の傷病状況の迅速な把握に努めた。

消防局
救急課

②

28
安心救急ステーション
事業における外国人対
応

<事業目的>
　商店街やコンビニエンスストア，観光地の土産物店等を対象に，付近で救急事案が発生
した際の１１９番通報や応急手当，救急隊への的確な引継ぎなど救命リレーの第１走者と
しての活動を担う事業所を「安心救急ステーション」と認定し，市民，観光客の一層の安
心安全を確保するもの。認定事業所には，外国語対応シートを配付している。

<取組実績>
　引き続き、本事業の趣旨に賛同していただける事業所等への認定を行うとともに， 市
民，観光客の安心安全の確保のため，当該事業を推進していく。

消防局
救急課

②

29
救急活動記録書の遺族
への提供

<事業目的>
　本事業は，救急搬送された傷病者が死亡された場合に限り，京都市個人情報保護条例が
限定している請求者の範囲を広げることで，遺族からの要望を受け，死亡された方の権利
利益を保護した上で，救急活動記録書に記載された情報を遺族に提供するもの。

<取組実績>
　昨年度と同様に申請に基づき，救急活動記録書の遺族への提供を実施していく。

消防局
救急課

②

30 救命入門コース

<事業目的>
　小学５．６年生を対象に，胸骨圧迫とＡＥＤの実技を中心とした短時間講習（９０分）
を，実施し，学童時期から救命の意識を高めるとともに，将来的に普通救命講習の受講者
の裾野を広げる。

<取組実績>
　小学校等において，救命入門コースの受講を推進する。

消防局
救急課

②

31 普通救命講習Ⅲ

<事業目的>
　学童保育関係者等を主な対象として，主に小児，乳児及び新生児を蘇生対象とした救命
講習（心肺蘇生法，ＡＥＤの使用方法，異物除去，止血法）の受講を推進する。

<取組実績>
  他の普通救命講習及び上級救命講習を併せ，救命講習年間修了者数34,000人の達成を
目指す。

消防局
救急課

②

32
障がい者福祉講座の実
施

<事業目的>
　障害のある市民等の問題について理解と認識を深め，豊かな人権感覚と行動力を身に着
ける。

<取組実績>
　初任教育生５９名に対して講座を実施した。

消防局
教養課

④

33 国際文化系研修の実施

<事業目的>
　外国人が災害時要救護者にならないために必要な知識や方法等への理解を深めるなど，
地域に住む外国人への対応能力の向上を図る。

<取組実績>
　５月２２日～６月７日に実施された研修を１名が受講した。

消防局
教養課

④
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34 手話講座の実施

<事業目的>
　聴覚言語に障害がある方との意思伝達に必要な手話を習得する。

<取組実績>
　手話講座を延べ１２日間実施し，延べ３５７名が受講した。

消防局
教養課

④

35 少年消防クラブ

<事業目的>
　少年少女に防火防災に関する知識及び技能を普及し，防火防災思想を高めるとともに，
防火防災マナーを身に着けた社会人を育成する。

<取組実績>
　各少年消防クラブにおいて，概ね月1回，年間12回の活動により，研修及び消防出初式
のパレードへの参加を行った。

消防局
教養課

②

36 幼年消防クラブ

<事業目的>
　幼児に正しい火の取扱いを教育し，火遊びによる火災を防止するとともに，消防の仕事
に対する理解を深め，防火の大切さを習うことを目的とする。

<取組実績>
　幼稚園，保育園等での活動を中心に，消防署見学，花火指導，防火映画会及び消防の図
画・ポスターの写生会などを実施するとともに，消防出初式のパレードに参加した。

消防局
教養課

②

37
消防団員を対象とする
研修会

<事業目的>
　消防団員の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　市内7消防団において研修を実施し，294名が受講した。

消防局
教養課

①

38
機関誌「京都消防」へ
の情報等の掲載

<事業目的>
　職員の人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　１２月に「犯罪をめぐる人権」に関する記事を掲載した。

消防局
教養課

④

39
階層別研修,担当業務別
研修

<事業目的>
　消防業務と人権との関わりについて，職員の理解を深める。

<取組実績>
　消防業務と人権との関わりについて理解を深めるため，消防学校における階層別，担当
業務別教育の１０課程において人権に視点を置いた研修（カリキュラム）を実施し，２５
７名が受講した。

消防局
教養課

④

40 職場研修

<事業目的>
　職員一人一人が人権に対する認識を更に深め，意識の向上を図る。

<取組実績>
　参加型，体験型研修を積極的に取り入れ，憲法月間及び人権月間を中心に全所属で研修
を実施し，延べ３，７９９名が受講した（人権講座受講者１，３４４名を含む。）。

消防局
教養課

④

41
外部講師による人権講
座の開催

<事業目的>
　人権行政を推進するに当たり，様々な人権課題についての職員の理解を更に深める。

<取組実績>
　様々な人権課題について外部の専門講師による人権講座を定期に開催することとし，局
本部，消防学校，各消防署及び消防分署で計１２回実施して，延べ１，３４４名が受講し
た。

消防局
教養課

④

42 人権研修推進者の養成

<事業目的>
　職場研修を推進する人権研修推進者，人権研修推進補助者等の資質向上を図る。

<取組実績>
　人権研修推進者，人権研修推進補助者等の資質向上を図るため，行財政局が実施する指
導育成力向上研修，市政重要課題の各講座等を延べ２４名が受講した。

消防局
教養課

④

43
人権研修推進者等によ
る研修内容等の検討

<事業目的>
　人権研修推進者が研修内容を自ら検討することで，職場研修をより効果的なものとす
る。

<取組実績>
　憲法月間及び人権月間における職場研修を実施するに当たり，各所属の人研修推進者等
により，職場研修の方法，内容等について検討を行った。

消防局
教養課

④

44
未就学児とその保護者
に対する防火等の指導

<事業目的>
　未就学児を火災や家庭内事故から守る。

<取組実績>
　未就学児とその保護者を対象に参加型の防火演奏会「みんなでコンサート」を６回実施
し，「パネルシアター」,「ぼくとわたしの命をまもるチャレンジ！ぼうさいリズム」など
により，音楽を通じて防火に関する安全教育を行った。

消防局
教養課

②
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交通局
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1 地下鉄駅施設の整備

<事業目的>
　地下鉄駅の施設を整備することで，どのような人にとっても利用しやすい駅を目指す。

<取組実績>
　地下鉄駅については，人にやさしく，安全・快適な地下鉄を目指した設備の充実を図
る。
　地下鉄丸太町駅の一般旅客用トイレの全面改修を行い，トイレの快適性を向上させると
ともに，トイレ出入口部分の段差解消や洋式便器の設置を行った。

交通局
技術監理課
電気課

②

2
地下鉄全駅に「こども
１１０番の駅」の設置

<事業目的>
　子どもを犯罪などの危険から守る。

<取組実績>
　地下鉄全駅に「こども１１0番の駅」を設置した。不審者に襲われるなどして逃げ込ん
できた子どもを保護するとともに，保護者，学校，警察に連絡し対応するなど，安全な地
域づくりに貢献している。

交通局
運輸課

②

3
ノンステップバスの充
実

<事業目的>
　車いす利用者はもとより，子どもや高齢者並びに身体の不自由な方などにも，安全で容
易に乗り降りできる，ノンステップバスの充実を図る。

〈取組実績〉
　高齢者及び障がい者並びに健常者がともに利用できるノンステップバス３７両を導入
し，ノンステップバスの充実を図った。
　路線車両788両のうち累計673両（平成２５年度末）

交通局
技術課

②

4
職場研修推進専門委員
会

<事業目的>
　市民・お客様への応対，人権文化，公務員倫理等について，職員研修等の効果を高める
とともに，両推進者が職場研修のリーダーとしての自覚と指導力を高める。

<取組実績>
　「京都市交通局における職場研修の推進に関する要綱」の制定に伴い，新たに任命する
職場研修総括推進者（課長級職員）及び職場研修推進者（補佐・係長級職員）で構成され
る。
　職場研修推進会議専門委員会　実施回数：１１回

交通局
研修所 ④

5
啓発ポスターの作成及
び掲出

<事業目的>
　市バス・地下鉄利用者への人権啓発及び乗客誘致を図る。

<取組実績>
　京都市内の人権に関わる史跡や施設等を題材にした人権啓発ポスターを作成する。ま
た，合わせて市バス・地下鉄の沿線案内を紹介し，市バス・地下鉄の車内及び交通局施設
等に掲出した。
　実施月　：5月（憲法月間），8月（人権強調月間）
　　　　　　12月（人権月間）
　施設名　：ウィングス京都
　配布数　：各月　1，500枚

交通局
研修所

①

6
街頭人権啓発活動の実
施

<事業目的>
　地下鉄の利用者に人権問題に気付き，人権の尊重や人権意識を深めることを図る。

<取組実績>
　憲法月間・人権月間の各月間中，地下鉄の主要駅(四条駅・山科駅)で啓発チラシ及び啓
発物品を配布した。
　実施月　：5月（憲法月間），12月（人権月間）
　配布場所：地下鉄四条駅，山科駅
　配布数　：各月　５００個

交通局
研修所

①

7
市バス車内への人権啓
発絵画の展示

<事業目的>
　市バスの利用者に向けて，人権問題に気付き，人権の尊重や人権意識を深めることを図
る。

<取組実績>
　市バス車内に，小学生の人権啓発絵画を掲出した。
　実施月　：12月
　掲出車両：洛バス９両
　掲出枚数：198枚

交通局
研修所

①

8
人権行政に関する資
料・情報の職員への提
供

<事業目的>
　職員が人権行政に関する資料・情報を共有することで，職員全体の人権意識の高揚を図
る。

<取組実績>
　交通局事業を進めるうえで人権の尊重を基本理念に置くことは極めて重要であり，職員
に対しては，日常不断に人権についての情報を提供していく必要があり，必要な参考図書
の配付等を行った。
　購入書籍「外国人と人権」　７０冊

交通局
研修所

④

9
局職員に対する人権問
題啓発講座

<事業目的>
　基本的人権について再認識するとともに，人権問題全般（女性，高齢者，障害のある
人，同和問題，外国人等）について広い視野に立った研修を実施し，様々な人権問題につ
いて正しく理解し認識を深め，人権意識を磨く。

<取組実績>
　集合研修を実施した。
　実施日　　：12月10日
　実施回数　：1回
　受講者数　：４２人
　内容　　　：心のバリアフリーを目指して（障害者支援）

交通局
研修所

④
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番号 事　　業　　名 ２５年度取組実績 担当課 分類

10 階層別職員研修

<事業目的>
　公務員としての自覚と認識を深め，職員として果たすべき役割，責務の自覚，服務の厳
正を守る意識を高める。

<取組実績>
　新規採用時及び昇任時等において，階層ごとに，その職の遂行に必要な知識，実践能力
を培うとともに，人権問題についても学習を深めた。
　新規採用職員研修（事務，技術・バス運転士・地下鉄駅職員），新任主任研修（自動車
部）

交通局
研修所

④

11
参加・体験型研修を取
り入れ，より効果的な
研修の実施

<事業目的>
　人権文化の構築を目指し，受け身の研修から，フィールドワーク等参加体験型研修を取
り入れることにより，自ら考え自ら行動する，能動的で資質と能力の高い職員の育成を図
る。

<取組実績>
　実施講座：フィールドワーク　３回，６８人

交通局
研修所

④

12
交通局契約の民間企業
職員に対する人権啓発
研修

<事業目的>
　民間企業職員の人権意識を向上させることで，どのような方も利用しやすい地下鉄を目
指す。

<取組実績>
　市バス，地下鉄の広告を取り扱う広告代理店の職員を対象に，ユニバーサルデザインに
関する資料を配布し，情報を共有した。

交通局
営業推進室

①

13
刊行物等への啓発標語
の掲載

<事業目的>
　交通局施設の掲示板や市バス車内及び地下鉄駅に啓発標語の掲載された啓発ポスターを
掲出することにより，より多くの職員や市民に人権擁護思想の普及高揚を図る。

<取組実績>
　実施月：５月，８月，１２月
　掲出物：啓発ポスター

交通局
営業推進室

①

14
人権啓発看板，啓発の
ぼり旗等の掲出

<事業目的>
　バス営業所，地下鉄駅及び局施設の玄関等に人権啓発看板や啓発のぼり旗，啓発標語パ
ネルを掲出することにより，より多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を図る。

<取組実績>
　実施月：５月，８月，１２月
　掲出物：啓発看板，啓発のぼり旗，啓発標語パネル

交通局
各事業所

①

15 所属・職場研修

<事業目的>
　「すべての人の人権を尊重する」をテーマに，職員がお互いに相手の人権を尊重し合
い，あらゆる差別の無い明るい社会と快適な職場環境の形成を目指す。

<取組実績>
　各所属において人権研修を実施した。
　実施月　　：6月～7月
　実施回数　：７７回
　受講者数　：1,594人

交通局
各課

④

16
障害のある人，外国籍
市民等との交流事業の
推進

<事業目的>
　人権に関する一段と深い理解や人権問題に対する共感が得られることから，人権問題を
抱える当事者と積極的に交流を図る。

<取組実績>
　実施日　：6月～7月
　受講者数：４８６人
　テーマ　：知的障害者，外国人等

交通局
各課

④
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上下水道局
番号 事　　業　　名 ２５年度取組実績 担当課 分類

1
コミュニケーション
ボードの設置

<事業目的>
　「外国人のお客さま」や「障がいのあるお客さま」との窓口応対での意思疎通の円滑化
を図る。

＜取組実績＞
　「コミュニケーションボードの設置」については，お客さまと円滑に意思疎通を図るた
めのツールとして活用しているところである。お客さま，職員の双方にとって，不慣れな
言葉でのコミュニケーションから生じる不安感や行き違い等を低減する効果が得られてい
る。

上下水道局
お客さまサー
ビス推進室

②

2
聴覚障害者への窓口対
応支援事業

<事業目的>
　高齢者や耳の不自由な方が安心していただけるよう，局施設に「耳マーク」を表示した
案内板や筆談用具を設置し，環境づくりを図る。

＜取組実績＞
　「聴覚障害者への窓口対応支援事業（耳マークの表示等）」を通じて，高齢者や耳の不
自由なお客さまが利用しやすい窓口づくりを行っている。この取組により，筆談用具を必
要とするお客さまとのコミュニケーションの円滑化が図れたとともに，職員側の意識向上
にもつながった。

上下水道局
お客さまサー
ビス推進室

④

3 職場研修推進講座

<事業目的>
　職員一人一人の人権意識の高揚を図る。

＜取組実績＞
　職場研修における人権研修の充実を図るため，研修の企画・実施に関する助言・指導を
実施した。

上下水道局
職員課

①

4
庁内誌への啓発標語の
掲載

<事業目的>
　職員一人一人の人権意識の高揚を図る。

＜取組実績＞
　職員の自主学習の素材提供として定期的に発行する庁内誌に，啓発標語を掲載した。

上下水道局
職員課

④

5
関連企業に対する啓発
活動の実施（憲法月間
等の取組）

<事業目的>
　人権文化の構築を目指し，企業と人権問題の関わりについて，正しい理解と認識を深め
る。

＜取組実績＞
　人権文化の構築を目指し，企業と人権問題の関わりについて，正しい理解と認識を深め
るために，上下水道工事事業者団体である一般社団法人京都市公認水道協会の会員に対
し，人権月間に，研修会を実施した。研修内容については，重要課題を偏りなく実施する
ように，年度で調整を図った。
　≪研修会≫
　　時期　12月12日
　　場所　京都水道会館3階ホール
　　内容　「子どもの人権　児童虐待について」
　　講師　木村 章子(京都市第二児童福祉センター第二児童相談所児童虐待対策担当課長)
　　参加　一般社団法人　京都市公認水道協会会員　５０人

上下水道局
職員課

①

6 人権啓発看板等の掲出

<事業目的>
　より多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を図り，人権文化の構築を目指す。

＜取組実績＞
　営業所・事業所等局施設の玄関に人権啓発看板を掲出した。

上下水道局
職員課

①

7
各種会議等による局内
連携の充実

<事業目的>
　本市の人権文化推進会議の一員として参画するとともに，上下水道局人権行政の推進を
図る。

＜取組実績＞
　全市的な組織である人権文化推進協議会と綿密な連携を取りながら，局内の人権主任・
副主任会議を10月に実施した。

上下水道局
職員課

④

8
人権行政の視点からの
所属事務事業の点検

<事業目的>
　人権尊重の視点から市政を推進するため，所属事務事業を点検し，必要な改善を図る。

＜取組実績＞
　人権行政推進主任・副主任会議において所属事務事業を点検し，効果的な研修方法や窓
口応対を協議するとともに，必要な改善に努めた。

上下水道局
職員課

④

9 職員研修

<事業目的>
　「人権文化推進計画」に基づき，広く人権問題について，その本質を正しく認識すると
ともに，日常業務を通じてはもとより，地域社会においても積極的に実践できる職員づく
りを図る。

＜取組実績＞
　憲法月間講座及び人権月間講座を，上下水道局研修室で実施した。
（憲法月間講座）
　時期　5月17日（2回開催）
　内容　講演「憲法の視点から見る地方公営企業」
　講師　弁護士　高山 利夫，弁護士　中尾 誠
　参加　１４１名
（人権月間講座）
　時期　12月9日（2回開催）
　内容　講演「憲法の視点から見る地方公営企業」，「人権から見たワークライフバラン
ス」
　講師　赤木 範子（文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課課長補佐）
　　　　杉山 久美子（きょうと男女共同参画推進アドバイザーオフィスヒューマン代表）

上下水道局
職員課

④
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

10
人権研修等に関する資
料の提供

<事業目的>
　職員が自己の能力向上を目指して，自発的，主体的に研鑽できるよう，また，職場にお
ける人権研修を推進するため，教材としてビデオや書籍等の研修資料の充実を図る。

＜取組実績＞
　研修ビデオをより利用しやすくするために，貸出しリストにあらすじを掲載し，内容を
紹介するチラシとともに，庁内イントラネットホームページに掲載し，所属の利用促進に
つながった。
　また，ＤＶＤ及びＤＶＤの上映が可能なプロジェクターを購入し，職場研修を行うに当
たっての教材及び機器を充実させた。

上下水道局
職員課

④

11 職場研修の充実

<事業目的>
　職員一人一人が人権に対する認識を更に深め，意識の向上を図る。

＜取組実績＞
　全所属において人権に関する研修を実施し，職員の人権に対する認識を深め，意識の向
上を図った。

上下水道局
各課・事業所

④

12
認知症あんしんサポー
ター養成講座

<事業目的>
　高齢社会の進展に伴い増加する高齢及び認知症のお客さまへの対処方法について，理解
と知識を深める。

<取組実績>
　営業所職員及び水道メーター点検業務委託業者職員を対象に，認知症あんしんサポー
ター養成講座及び高齢サポート職員との意見交換を実施した。（１２月）

上下水道局
お客さまサー
ビス推進室・
営業所

④
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教育委員会
番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

1
地域読み書き教室支援
事業

<事業目的>
　小学校程度の基本的な文字の読み書きの習得を必要とする方々を対象に，文字の習得を
図る。

<取組実績>
　申請団体数：2団体（平成24年度から1団体減少）
　交付総額：130,400円

教育委員会
学校指導課

①

2 京都市土曜コリア教室

<事業目的>
　市内小学校に在籍する韓国・朝鮮籍児童及び韓国・朝鮮にルーツをもつ児童が自らの文
化や言葉等を学ぶことを通して，民族的・文化的アイデンティティや文化を大切にし，民
族的自覚の基礎を培うことを支援するため，さらに，日本人児童には，国際理解・国際協
調を深めることを目的に実施する。

<取組実績>
　登録児童数：５４名（京都市立学校３６校）
　教室実施回数：全１１回（第１０回教室は民族の文化にふれる集いに参加）

教育委員会
学校指導課

①

3
多文化学習推進プログ
ラム

<事業目的>
　広く国際理解・国際協調を深めることを目指す。

<取組実績>
　実施校：小学校３４校，中学校１８校

教育委員会
学校指導課

①

4
「人権教育指導資料集
（参考試案）」の活用

<事業目的>
　児童生徒の発達段階に応じた資料集を使用することで，適切な人権意識の高揚を図る。

<取組実績>
　「人権教育指導資料集（参考試案）」を活用し，児童生徒の発達段階に十分留意した系
統的な指導を推進した。

教育委員会
学校指導課

①

5
「《学校における》人
権教育をすすめるにあ
たって」の活用

<事業目的>
　「《学校における》人権教育をすすめるにあたって」をもとにして，各校で人権教育の
一層の充実を図る。

<取組実績>
　毎年新規採用教職員全員に配布し広く周知を図るととともに，本指針の理念の実現に向
け，教職員・事務局職員を対象とした各種研修会を実施するなど，各学校における人権教
育のより積極的な推進を図った。
・管理職人権研修の実施
・人権教育に関わる主任研修の実施
・人権教育講座（全教職員対象）を実施

教育委員会
学校指導課

①

7 同和教育の推進

<事業目的>
　同和教育を行うことで生徒の人権意識を高揚させ，人権差別のない社会の実現を図る。

<取組実績>
　同和教育主任等，人権教育に関わる主任を対象とした研修会を実施した。

教育委員会
学校指導課

①

8 外国人教育の推進

<事業目的>
(1) 外国人教育が民族差別の解消を目指す教育であるとともに，国や民族の違いを認め共
に生きる国際協調の精神を養うことを目指す教育であることを再認識し，各校の実態に応
じた重点目標を明らかにし，保護者啓発を含め組織的・計画的な取組を一層推進する。
(2) 外国人問題の歴史的経緯，現状と課題についての認識の深化と課題解決に向けた実践
につながる研修の充実を図る。
(3)社会科をはじめとする外国人教育に関連する単元等における指導や「民族の文化にふれ
る集い」などを通し，外国の文化や伝統を理解させるとともに，それぞれの主体性を認
め，互いに理解・尊重し，差別のない社会を目指して共に生きていこうとする態度を養
う。
(4) 日本が古くから朝鮮半島と政治・経済，文化等で交流があったことなど，アジアの近
隣諸国と日本の歴史的な関係をはじめ，世界の人々の交流の軌跡と現状についての正しい
認識を培う。
(5) 市内にある民族学校や国際学校，外国の学校との継続的な交流を充実するとともに，
留学生の協力を得た「PICNIK」等の外国の文化にふれる取組への参加を積極的に促す。
(6)「外国人教育方針」の補足となる「外国人教育の充実に向けた取組の推進について」の
通知を受けた取組を推進する。

<取組実績>
・多文化学習推進プログラムの実施
・京都市土曜コリア教室の実施
・民族の文化にふれる集いの実施
　日時：平成26年2月1日（土）
　場所：京都テルサ（南区）
　内容：市立学校児童・生徒及び市内の民族学校に通う
　　　　児童・生徒による，民族舞踊，民族楽器の演奏，
　　　　歌・遊びの交流，児童・生徒の作品展示など

教育委員会
学校指導課

①

6 男女平等教育の推進

<事業目的>
　学校教育の中で男女平等教育を推進し，男女共同参画社会の実現を目指す。

<取組実績>
　児童・生徒の発達段階に応じた系統的な指導を行うとともに，学校生活全体に視野を広
げ，男女共同参画社会並びに男女平等の視点に立った学校教育の推進を図った。

教育委員会
学校指導課

①

【凡例】
　分類　①教育・啓発　②保障
　　　　　③相談・救済　④推進体制・職員研修
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番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

9
帰国・外国人児童生徒
等に対する日本語指導

<事業目的>
　市内小中学校に在籍する日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒等に対し，言語や生
活習慣等に配慮したきめ細かな指導を図る。

<取組実績>
　日本語教室の設置：小学校９校，中学校５校
　日本語指導ボランティアの派遣：６２校１１６人（小・中学校合計）
　初期日本語指導員の派遣：１４校１６人（小・中学校合計）
　通訳ボランティアの派遣：３０校７１人，派遣回数１０４回（小・中・高・総合支援学
校合計）

　また，国において日本語指導を「特別の教育課程」に位置付けて実施できるよう制度改
正されたことをうけ，本市においては平成26年度から来日直後の児童生徒について，一人
一人の実態に応じた「特別の教育課程」を編成・実施できるよう制度を見直し，日本語指
導体制の充実を図った。

教育委員会
学校指導課

①

10
人権啓発ポスターコン
クール（京都人権啓発
推進会議）

<事業目的>
　人権を題材にした啓発ポスターを募集・掲示することにより，市民の人権意識の高揚を
図る。

<取組実績>
　応募数：１７８校から４,８４１作品（うち京都市分５２校１,６２１作品）
　入選作品：１００作品（うち京都市分３０作品）

文化市民局
人権文化推進
課

教育委員会
学校指導課

①

11 常設展示の充実

<事業目的>
　広く市民に対し京都での明治初期の地域住民と番組小学校の教師による障害児教育への
熱意と工夫を伝える。

<取組実績>
　常設展の１コーナーに「京都盲唖院」の創設に関する資料を展示し、視聴覚障害児のた
めの日本で最初の近代教育の取組を紹介した。

教育委員会
学校歴史博物
館

①

12
総合育成支援教育の推
進

<事業目的>
　全ての子どもたちがノーマライゼーション社会の実現の担い手として，互いに支えあ
い，成長するための基礎を培うことを図る。

<取組実績>
　障害ある子どもの自立と社会参加に向けて，研修等の取組を推進した。

教育委員会
総合育成支援
課

①

13
「総合育成支援教育ボ
ランティア養成講座」
の開催

<事業目的>
　養成講座を経たボランティアにより，より多くの障害を持つ子どもに支援の手が広がる
ことを目指す。

<取組実績>
　総合支援学校の総合育成支援教育相談センター「育（はぐくみ）支援センター」の取組
として，障害のある子どもの支援を行うボランティアの養成講座を開催した。保護者・地
域の方に参画を求めることにより，地域ぐるみで総合育成支援教育を推進する気運を高め
ることにつながった。
【実績】
　期間：6月～7月（各会場で5回講座を開催）
　　   　９月～11月（各会場で5回講座を開催）
　会場：4会場
　受講者数：計７９名
　内容：障害のある子どものサポート等実践的な研修や障害理解等の理論研修

教育委員会
総合育成支援
課

①

14
「総合支援学校デュア
ルシステム」の推進

<事業目的>
　高等部生徒一人一人の就職希望を実現し，生徒の進路開拓に向けた取組を推進する。

<取組実績>
　学校，関係団体，企業の３者で構成される「総合支援学校デュアルシステム推進ネット
ワーク会議」を開催した。
【実績】
　総合支援学校デュアルシステム推進ネットワーク会議
　６/19，２/１９の２回開催

教育委員会
総合育成支援
課

①

15

総合支援学校生徒の進
路開拓をめざす「巣立
ちのネットＷＯＲＫ」
の取組の推進

<事業目的>
　企業就労・福祉就労等，総合支援学校生徒の進路先の開拓及び定着に向けて，教育，労
働，福祉機関等が連携を密にし，生徒一人一人の障害の状態に応じた幅広い多様な進路の
確保を目指す。

<取組実績>
「巣立ちのネットＷＯＲＫ」事務局会議及び「障害のある市民の雇用フォーラム」を開催
した。
【実績】
　「巣立ちのネットＷＯＲＫ」事務局会議　7/10，9/18，2/12の3回開催
　障害のある市民の雇用フォーラム　11/13開催（出席団体数41社）

教育委員会
総合育成支援
課

①

16

「出会いとふれあいの
オープンスペース（総
合支援学校・育成学
級・通級指導教室等見
学説明会）」の実施

<事業目的>
　障害のある子どもたちの教育の場（総合支援学校・育成学級・通級指導教室）について
理解を深め，よりよい教育環境を実現する。

<取組実績>
　障害のある子どもを持つ保護者や就学前教育・保育を行っている幼稚園・保育所等の職
員を対象とした見学説明会を実施し，総合育成支援教育に対する理解を深めた。
【実績】
　6/11～7/5のうち13日間（13会場）実施
　参加者513名

教育委員会
総合育成支援
課

①

 2-73



番号 事 業 名 ２５年度取組実績 担 当 課 分類

17
小・中学校育成学級大
合同作品展「小さな巨
匠展」の開催

<事業目的>
　障害のある子どもへの市民の理解・認識を深めるとともに，作品作りを通じて子どもの
情操を豊かにし，学力向上に資することで，総合育成支援教育の振興を図る。

<取組実績>
　小・中学校育成学級等で学ぶ子どもたちの作品を一同に集め，学習成果の発表の一環と
して展示した。
【実績】
　1/30～2/2　京都市美術館別館で開催（来場者4,377人）

教育委員会
総合育成支援
課

①

18
障害のある市民の生涯
学習事業

<事業目的>
　障害のある市民の生涯学習の機会を保障し，自立と社会参加を促進することを図る。

<取組実績>
　障害のある市民の生涯学習の機会を保障し，自立と社会参加を促進する事業として，成
人講座を実施した。
【実績】
　視覚に障害のある市民の成人講座の実施（通年，講座数153回，延べ参加者数1,085
名）
　発達に遅れのある市民の成人講座の実施（通年，講座数111回，延べ参加者数3,415
名）
　聴覚言語障害のある市民の成人講座の実施（通年，講座数28回，延べ参加者数718
名）

教育委員会
総合育成支援
課

①

19
「総合育成支援員」の
配置

<事業目的>
　今年度も前年度に引き続き，総合育成支援員を希望する学校全校に配置できるよう事業
を実施し，一人一人のニーズに応じた適切な指導，必要な支援を行う体制の充実を図る。

<取組実績>
　普通学級に在籍するＬＤ（学習障害），ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害），高機能自
閉症等の発達障害や肢体不自由等の幼児・児童・生徒に対して，きめ細やかな指導を行う
ため，学習活動上の支援や学校生活上の介助等を行う「総合育成支援員」（非常勤嘱託職
員）を配置した。
【実績】
必要な全市立学校・幼稚園（252校・園）に349名を配置
 ※希望校中の配置率100％を達成
 ※複数配置，小学校7校，中学校3校

教育委員会
総合育成支援
課

①

20
児童虐待に関する研修
の実施

<事業目的>
　関係機関との一層の連携を図り，児童虐待の未然防止や早期発見，再発防止に向けた取
組を推進する。

<取組実績>
　今日の教育現場における多種多様な子どもたちの課題は，単に当該児童生徒の特性のみ
ならず，家庭・学校・地域という子どもたちを取り巻く環境や，周囲の大人たちの対応，
友人関係等，多くの要因が複雑に絡み合って起こっている。
　そこで，課題の見立てと対応について，実践的な教職員対象の研修会を行った。
　・学校でのソーシャルワーク実践研修の実施
　　日時：5月8日，7月10日，7月31日，8月1日
　　場所：京都市教育相談総合センター

教育委員会
生徒指導課

①

22 健康教育の推進

<事業目的>
　子どもたち一人一人の「心と体の健康」に焦点を当てた健康教育の取組を充実すること
により，身体的・精神的・社会的に，より健康になろうとする子どもたちの育成を目指
す。

<取組実績>
　・ 「心と体の健康」に焦点を当てた健康教育の充実，促進
　・教職員研修会・保健主事研修会の開催

教育委員会
体育健康教育
室

④

23
学校における性教育・
エイズ教育の推進

<事業目的>
　授業研修会を実施し，
　(1)　児童・生徒にエイズについての正しい認識をもたせる。
　(2)　人権尊重の観点に立ったエイズ教育を推進する。
　(3)　児童・生徒が生命尊重や人間尊重,男女平等の精神に基づき，望ましい行動がとれ
るエイズ教育の系統的な指導体系を確立する。

<取組実績>
　各校において，校内研修や性教育・エイズ教育の取組を年間計画に位置付け，実践し
た。また，教職員等への研修会の開催等を通じて，発達段階に応じた効果的な指導方法を
教職員等へ指導する指導者の育成を行った。

教育委員会
体育健康教育
室

④

21
心の居場所づくり推進
事業

<事業目的>
　子どもたちの居場所をつくり，子どもが伸び伸びと生活できる環境を整える。

<取組実績>
　・学びのパートナー等学生ボランティアの活用：延べ48名　４０校
　・「洛風中学校」「洛友中学校」「ふれあいの杜」の教育充実：不登校を経験した児童
生徒等の学習環境づくりを図った。
　・「啐啄21・絆」の取組：２９校で実施
　・フリースクール等(５施設)と連携した不登校対策の実施
　・いじめ対策プロジェクトチームの活動及び「いじめ相談24時間ホットライン」の運営
　・不登校相談支援センターの運営：相談受付件数　１９８件
　・不登校フォーラムの実施　日時：１１月４日　参加者：延べ１７９名
　・児童生徒登校支援連携協議会の実施：７月２９日，３月３日
　・スクールカウンセラーの配置：１８７校
  　 　平成24年度までに全京都市立中・高・総合支援学校への配置を完了しており，平
　　成27年度の市立小学校を含めた全校配置に向けて，25年度には小学校への配置を9
　　5校に拡充。
　・スクールソーシャルワーカーの配置：13名（うちスーパーバイザー2名含む）を配置
  　 25年度には3名の増員を図り，新たに行政区毎の支部配置型2名の配置を行った。

教育委員会
生徒指導課

①
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24 家庭教育講座の実施

<事業目的>
　「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念をふまえ，子どもたちの命を守り，子ども一
人一人の今と未来を大切にする家庭の教育力の向上につながるテーマを設定した学習会
や，保護者同士の語り合いの場を設け，家庭でのよりよい教育の充実・促進を図る。

<取組実績>
　全ての京都市立幼稚園，小学校，中学校，総合支援学校において，年間２回以上の学習
会等を開催した。

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①

25
生涯学習情報ネット
ワークシステムの運営

<事業目的>
　市民の生涯学習を支援し，市民みんなが成長できる社会の実現を目指す。

＜取組事績＞
　京都市生涯学習情報検索システム「京（みやこ）まなびネット」への
　2５年度アクセス件数：１４１，６６５件

教育委員会
生涯学習部
生涯学習推進
担当

①

26
生涯学習アドバイ
ザー・特別社会教育指
導員制度

<事業目的>
　地域における生涯学習の振興，人権啓発活動の推進，ＰＴＡ活動の振興を図る取組など
について，学校，社会教育団体への助言・指導を行う生涯学習アドバイザーを置くこと
で，市民に生涯学習の推進を促す。

<取組実績>
　生涯学習アドバイザー，特別社会教育指導者を積極的に支援する。
　○2５年度生涯学習アドバイザー１０名・特別社会教育指導員３４名委嘱。
　○2５年11月１３日，アドバイザー，指導員向け全体研修会を開催。

教育委員会
生涯学習部
生涯学習推進
担当

①

27

各学校・幼稚園におけ
る保護者対象の学習
会，懇談会等人権学習
会の開催

<事業目的>
　各家庭の教育力の向上を図る。

<取組実績>
　家庭や地域で，「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念を核とした取組が実践される
ように，各学校・幼稚園において保護者を対象とした学習会，懇談会等（家庭教育講座
（幼・小・中・総）等）や，単位PTA・支部や連協における学習会を実施。

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①

28
京都市ＰＴＡフェス
ティバル

<事業目的>
　全市のＰＴＡ会員が，校種間の垣根を越えて広く集える手作りのイベントを開催するこ
とにより，本市のＰＴＡ活動の活性化を図る。また，親が子どもたちと一緒になって遊
び，学ぶことを通して，家庭・地域の教育力向上を図る。

<取組実績>
　参加者は約4,000名。
　イベント会場内に人権に関する保護者啓発ブースを設け，パネル展示等を通じて，親子
で人権問題について考える機会とするとともに，ＰＴＡ活動における人権の取組の重要性
を発信し，ＰＴＡ活動のさらなる充実を図ることができた。

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①

29
人権啓発展示パネルの
作成・貸出し

<事業目的>
　保護者の人権に関する意識の高揚を図る。

<取組実績>
  人権啓発映画の貸出しなどの事業充実によって，より効果的に市立学校（園）の教職員
や保護者へ人権に関する意識の高揚を図った。

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①

30
親と子のこころの電話
相談員の養成

<事業目的>
　子育てのこと，友達や身体のことなど，様々な悩みに直面しながら身近に相談できる相
手がなく，一人悩んでいる「親」や「子」に対して，電話を通して相談に当たるボラン
ティアを養成し，子どもの健全育成を図る。

<取組実績>
　第１６期生養成（実習研修）を実施した。研修修了者を平成２６年４月から電話相談員
として委嘱予定。

教育委員会
生涯学習部
生涯学習推進
担当

③

31
温もりの電話相談員の
養成

<事業目的>
　京都市地域女性連合会とのパートナーシップの下，子育ての悩みから季節野菜の料理法
まで，どんなことでも気軽に相談できる電話相談の相談員を養成し，温もりのある地域社
会の構築を目指す。

<取組実績>
　○相談員全体研修会　2回開催
　○相談員実践研修会　2回開催
　○スーパーバイザーの委嘱

教育委員会
生涯学習部
生涯学習推進
担当

③

32
憲法月間・人権月間に
おけるＰＴＡ街頭啓
発・パレード

<事業目的>
　市民に人権の尊さを呼び掛け，差別のない明るいまちづくりを推進する。

<取組実績>
　憲法月間・人権月間の機会に，京都市ＰＴＡ連絡協議会が実施する啓発物品の配布及び
パレードによる街頭啓発活動を支援する。
　活動目的の徹底，他団体との幅広い連携等により，より充実した取組を行う。
（１）人権啓発パレード（憲法月間）
　日　程　平成25年4月20日（土）
　場　所　京都市役所前～総合教育センター
　参加者 　約500人

（２）ＰＴＡ街頭啓発（人権月間）
　日　　程　平成25年12月7日（土）
　場　　所　市内23ヶ所
　参加人数　1,594人

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①
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33
人権行政に関する情報
の職員への提供

<事業目的>
　職員一人一人の人権意識を高める。

<取組実績>
　職員一人一人が人権意識を高めるため，人権関係の情報誌，チラシの配布，講演会等の
ポスター掲示による職員への情報提供を行った。
 　○「人権啓発映画」の購入

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①

34 家庭教育新聞の発行

<事業目的>
　京都はぐくみ憲章の理念を市民に広く浸透させるとともに，教育問題や人権問題に関す
る情報提供をはじめ，親子で楽しめる企画や子どもを健やかに育むためのインタビューも
掲載し，教育情報誌としての充実を図る。

<取組実績>
　家庭・地域教育の充実と振興のため，全市の保護者を対象に家庭教育新聞「あしたのた
めに」を発行した。
　・発行回数：年4回（20７号～2１０号）
　・配布先　：市立幼稚園・小・中・高・総合支援学校，
　　　　　　私立・国立幼稚園・小・中学校
　　　　　　及び市内保育所の保護者のほか，
　　　　　　図書館・区役所等市関係施設。
　・発行部数：各170,000部

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①

35
人づくり２１世紀委員
会

<事業目的>
　19年2月に制定された「子どもを共に育む京都市民憲章(京都はぐくみ憲章)」の理念が
あらゆる場で実践される社会の実現を目指して，子どものいのちに関わる緊急課題である
「薬物」「エイズ」「虐待」「インターネット・携帯電話の弊害」等の解決に向けて取組
を推進する。

<取組実績>
・「子どもを共に育む京都市民憲章（京都はぐくみ憲章）」の理念があらゆる場で実践さ
れる社会の実現に向けた取組の推進
・上記憲章の理念の普及，子どもを取り巻く緊急課題の課題解決に向けた連続講座等の開
催
・「人づくりフォーラム」の開催
　　日時：2６年２月23日（日）
　　内容：講演会　他
　　場所：みやこめっせ

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

①

36
教職員研修（教職員の
職務別・経験年次別研
修）

<事業目的>
　学校教育における人権教育の確立・推進を目指し，教職員の人権意識の高揚及び実践を
推進する資質・力量の向上を図る。

<取組実績>
（１）職務別・経験年次別研修
　管理職，人権教育に関わる主任，採用1年目教員・採用1年目事務職員に実践発表及び協
議形式等による研修を実施した。
（２）全教職員を対象とする希望参加制の研修
　全教職員を対象に｢<学校における>人権教育をすすめるにあたって｣の具現化に向けて，
講演や実践発表等を内容とする希望参加制の研修を実施した。

　上記（１）（２）の研修にあたっては，受講者の参加意識を一層引き出し，研修効果を
高めるため，受講者参加型研修を推進した。

　また，総合教育センターで実施した教職員研修や授業映像，教材，自己研鑚のための資
料など，教育委員会が保有する良質な教育情報を一元集約した「総合教材ポータルサイ
ト」をイントラ上で運用しており，人権教育に関する研修や教育資料等の充実を図ってい
る。

教育委員会
総合教育セン
ター

④

37 校・園内研修の実施

<事業目的>
　自校・園における人権教育の確立・推進を図る。

<取組実績>
　各校・園において人権教育に関する研修を計画的に実施した。

教育委員会
総合教育セン
ター

④

38
教職員の教育研究団体
研修への支援

<事業目的>
　学校教育における人権教育の確立・推進を図るとともに，教職員の人権意識の高揚及び
実践を推進する。

<取組実績>
　同和教育，外国人教育等の教育研究諸団体の主体的な研究・研修を支援した。

教育委員会
総合教育セン
ター

④

39
教育研究資料・教育関
係図書の充実

<事業目的>
　本市教職員及び市民を対象に，人権に対する意識の高揚を図る。

<取組実績>
　人権及び人権教育に関する図書・資料を展示し，閲覧・貸出しを行った。さらに，12月
の人権月間には，3階のカリキュラム開発支援センター付近に人権書籍の展示コーナーを
設け，人権学習の充実に向けた取組を推進した。

教育委員会
総合教育セン
ター

①

40
教育相談総合センター
での教育相談

<事業目的>
　子どもの様々な悩みに対して相談窓口を設けることで，子どもの精神的な負担を減ら
し，健全な発育を促進する。

<取組実績>
(1)カウンセリング
　子どもの不登校･いじめや友人関係･性格や行動･学習や学校生活のことなど，心のケアを
要すると思われること，また，子どもの教育上のさまざまな課題や子育ての不安につい
て，教育･心理専門のカウンセラーが来所相談を行った。延べ相談人数：１５，７５２人
(2)日曜不登校相談
　｢最近学校に行くのを渋りだした｣など，不登校についての不安や気がかりに対し，日曜
日に相談に応じた。延べ相談件数：３３件

教育委員会
教育相談総合
センター

③
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41
不登校児童・生徒の
「心の居場所」づくり

<事業目的>
　子どもの居場所をつくることで，精神的な負担を減らし，健全な発育を促進する。

<取組実績>
（１）ふれあいの杜
　個別カウンセリング，小集団体験活動，学習（教科）活動を通して，不登校児童・生徒
が新たな人間関係を築く中で，学校生活に適応し，自立心に富み，いきいきとした生活が
送れるようになることを目指す。
・在級児童生徒　９７名
（２）オープンキャンプ（夏・冬２回実施）
　京都市内の小・中学生で，長期にわたり，継続・断続して学校を欠席している不登校児
童・生徒たちが，自然とふれあい，また目標に向かって活動を進めることにより普段では
経験できない達成感を経験することにより，子どもたちの自立を目指す。
　また，集団宿泊活動をとおして，基本的な生活習慣の定着や人間関係の更なる構築等を
図る。
・オープンサマーキャンプ　日時：８月１９日～２１日　場所：奥志摩みさきの家
・オープンウィンターキャンプ　日時：３月４日～６日　場所：花背山の家

教育委員会
教育相談総合
センター

①

42
「こどもみらい館」に
おける事業の推進

<事業目的>
　乳幼児の健やかな育成を図る。

<取組実績>
　子育てに役立つ情報や気軽に話し合える場の提供，親子のふれあいを深める講座の開
催，子育てに悩む親の相談に応じるなど，子育て支援を総合的に実施した。
　・子育てなんでも相談（対面相談 2,371件・健康相談 148件・電話相談 734件・
　　こども元気ランドでの相談 1,372件）
　・子育てセミナー（4回）
　・すこやか子育てサロン（4回）
　・子育てパワーアップ講座（65回）
　・子育ての井戸端会議（70回）
　・館長の井戸端サロン（12回）
　・すくすく教室（6回）
　・子育て図書館の運営（貸出点数 206,510点）

教育委員会
子育て支援総
合センターこ
どもみらい館

①

43
ゴールデン・エイジ・
アカデミーの開催

<事業目的>
　市民が,生涯にわたり自ら学び，教養を深める中で，人生の楽しみをより深く豊かなもの
にすることを目指す。

<取組実績>
　歴史・文学・社会問題等の多様な題材をテーマとした講演会を毎週金曜日に実施してお
り（生涯学習総合センターで開催，生涯学習総合センター山科で同時中継），人権月間特
別企画として人権に関わるテーマを設定した講演会を開催した。

　日時：１１月２２日（金）
　内容：＜人権を考える＞ネット社会を楽しく生きる～便利さと危険のはざまで～
　受講者数：３６５名

教育委員会
生涯学習部
施設運営担当
（生涯学習総
合センター事
業課）

①

44 人権啓発映画試写会

<事業目的>
　人権研修や保護者を対象とした人権啓発の促進を図る。

<取組実績>
　新着の人権啓発映画の紹介を兼ねて，市立幼・小・中・高・総合支援学校の教職員及び
ＰＴＡ役員，教育委員会事務局職員・生涯学習振興財団職員を対象に人権啓発映画の上映
を実施。

　日時：６月２6日（水）及び７月４日（木）（１，２回目とも同内容）
　内容：映画「あたたかい眼差しを　虐待から子どもを守る」「悩む子どもの話を聞こ
う」「桃香の自由帳」「今，地域社会と職場の人権は！」
　参加者数：９１名

教育委員会
生涯学習部
施設運営担当
（生涯学習総
合センター事
業課）

④

45 人権啓発映画の貸出し

<事業目的>
　あらゆる人権問題についての正しい理解と認識を深める。

<取組実績>
　映画・ビデオの貸出しを行い，市立学校（園）の教職員を対象とする校内研修や保護者
啓発用の学習教材として活用を進める。
【貸出実績】９６本

教育委員会
生涯学習部
施設運営担当
（生涯学習総
合センター事
業課）

①

46
「学びのフォーラム山
科」の開催

<事業目的>
　講演会を通じて，市民の方の人権意識をはじめとした教養を高める。

<取組実績>
　京都市在住の方，または京都市内に通勤・通学の方を対象に，教養を高め，文化，歴
史，健康，食生活，時事問題など市民が興味・関心をもつ内容をテーマに毎週水曜日に講
演会を開催している。

日時：１１月２０日（水）　１０：００　～　１２：００
演題：歴史のなかの女性の人権　～日野富子と市井の女性たち～
講師：京都橘大学　名誉教授　田端　泰子　氏

教育委員会
生涯学習部
施設運営担当
（生涯学習総
合センター山
科）

①

47
人権問題関連図書の展
示と貸出し

<事業目的>
　市民があらゆる人権問題についての理解と認識を深める。

<取組実績>
　人権問題関連図書の展示と貸出しを行い，市民啓発に資する。
・京都市図書館全館…
　憲法月間 （5月）：憲法・人権問題関連図書の展示と貸出し
  人権月間（12月）：人権月間関連図書の展示と貸出し
・中央図書館のみ…
　9月：識字関連図書の展示と貸出し

教育委員会
各図書館

①
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49 職務別職員人権研修

<事業目的>
　職員一人一人に人権問題に関する認識を深めさせ，その解決に向けたそれぞれの職務に
相応する役割の自覚を促す。

<取組実績>
　憲法月間（5月）・人権月間（12月）など市全体として人権啓発活動が行われる時期に
あわせ，人権意識の高揚に向けた研修の周知・参加。

教育委員会
総務課

④

48 人権研修の実施

<事業目的>
　年度当初に職場研修の実施計画を策定し，所属職員の人権意識の高揚に向けた研修を実
施する。
<取組実績>
１.新規採用職員等人権研修
　新規採用職員等が，本市施策・事業を展開していくうえで，すべての基軸となる人権意
識を高めることを目的とする。
（１）参加者　平成２５年度新規採用職員及び市長部局転入者（主任以下の者）８名
（２）日時・場所　平成２５年１２月２０日（金）午前９時３０分～11時30分　総合教
育センター
（３）内容　京都市立学校・園における人権教育の取組について
2.平成２５年度教育委員会事務局職員研修
　教育委員会事務局全職員を対象に選択受講制をとり，個人の業務関心及び今日的な内容
を踏まえて，人権問題を考察する研修を実施。
（１）内容　①平成25年8月２７日(火)　「京都市の生涯学習の取組～生涯学習部が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関わる主な団体について～」
　　　　　　②平成25年８月２９日(木)　「京都市における総合育成支援教育について」
　　　　　　③平成25年８月３０日(金)　「幼児教育の重要性と今後の課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～京都市立幼稚園の取組から～」
　　　　　　④平成25年９月　４日(水)　「不登校支援センター及びふれあいの杜に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて」
（２）参加者合計　１２０名

教育委員会
総務課

④
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